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○日 時  令和６年３月 12 日 

      午前 10 時 00 分開議 

─────────────────────── 

○場 所  議 場 

─────────────────────── 

○出席委員（15 名） 

委 員 長    井 戸 達 也     

副 委 員 長    金 兵 智 則     

委   員    石 垣 直 樹 

小田部   照 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名）              

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

市 長   水 谷 洋 一 

副 市 長   後 藤 利 博 

企 画 総 務 部 長   秋 葉 孝 博 

市 民 環 境 部 長   田 邊 雄 三 

健 康 福 祉 部 長   結 城 慎 二 

健 康 福 祉 部 参 事 監   永 森 浩 子 

 農 林 水 産 部 長   川 合 正 人 

観 光 商 工 部 長   伊 倉 直 樹 

建 設 港 湾 部 長   立 花   学 

水 道 部 長   柏 木   弦 

新 庁 舎 開 設 準 備 室 長   武 田 浩 一 

会 計 管 理 者   野 呂 俊 広 

企 画 調 整 課 長   佐々木   司 

企 画 調 整 課 参 事   山 縣 叔 彦 

情 報 政 策 課 長   高 橋   剛 

総 務 防 災 課 長   日 野 智 康 

総 務 防 災 課 参 事   八百坂 則 勝 

職 員 課 長   寺 口 貴 広 

財 政 課 長   古 田 孝 仁 

税 務 課 長   稲 垣 一 寿 

市 民 活 動 推 進 課 長   田 中 靖 久 

戸 籍 保 険 課 長   渡 邉 眞知子 

戸 籍 保 険 課 参 事   小 沼 麻 紀 

新庁舎開設準備室次長   小 松 広 典 

新庁舎開設準備質参事   遠 藤 崇 哲 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

教 育 長   岩 永 雅 浩 

学 校 教 育 部 長   北 村 幸 彦 

社 会 教 育 部 長   吉 村   学 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

選 管 事 務 局 長   高 井 秀 利 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

監 査 事 務 局 長   永 倉 一 之 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長   岩 尾 弘 敏 

事 務 局 次 長   石 井 公 晶 

総 務 議 事 係 長   法師人 絵 理 

総 務 議 事 係   早 渕 由 樹 

係   山 口   諒 

─────────────────────── 

午前 10 時 00 分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

ただいまから本日の委員会を開きます。 

 それでは、まず初めに、当委員会の進め方に

ついて説明します。 

 まず、質問席と答弁席についてですが、質問席

につきましては、中央に用意してあります。 

 委員の方は、委員長に許可を求めた上で質問席

に着き、起立して質問を行い、着席して答弁を聞

いてください。 

 答弁席につきましては、演壇と自席とします。

自席付近にマイクを用意しておりますので、起立
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して御発言をお願いいたします。 

 さらに、関連質疑の場合は、同一会派の委員に

限り、主質疑者の同意の下に、委員長に許可を求

めた上で質問席から質疑を行うこととし、その

間、主質疑者は自席に戻っていただく形となりま

す。 

 次に、質疑応答時間の関係でありますが、委員

の皆様方から向かって右側の議員出席数表示器の

下にランプの表示器が設置されていますが、質疑

応答時間１時間の５分前にブザーが鳴り、黄色の

ランプがつきます。また、質疑応答時間が１時間

になりますとブザーが鳴り、赤いランプがつきま

す。時計を見計らいながら質疑を行っていただき

ます。委員と理事者皆様の御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳入のうち、一般財源となる歳入と、一般会計

の歳出のうち、議会費、総務費、消防費、公債

費、諸支出金、予備費及びその特定財源に関する

歳入の細部審査に入ります。 

 なお、関連であります議案第13号につきまして

も、併せて審査をいただきます。 

それでは質疑のある方、挙手を願います。 

里見委員。 

○里見哲也委員 おはようございます。希政会の

里見です。本日、私からは二つ質問をさせていた

だきます。 

予算資料の30ページ、真ん中ぐらいのところの 

地域おこし協力隊インターン活用事業についてお

伺いします。 

この質問に関連して、その１個上、地域おこし

協力隊活用事業が関連するようでしたら、併せて

お答えをお願いいたします。 

さきの代表質問で市長から内容の答弁を頂いて

おりますが、詳細を伺いたいと思います。まず、

改めてこの事業の人数や活動期間など、予算計上

の根拠をお知らせください。 

○佐々木司企画調整課長 地域おこし協力隊イン

ターンですが、この取組は、都市圏の学生を対象

に、網走での生活を数週間体験していただくこと

で関係人口の拡大を図り、将来の網走への移住・

定数の増加を図ることを目的としております。滞

在期間中にイベントの運営とか湖畔園地での収穫

体験、あるいは観光案内など、様々な活動を通じ

て網走の魅力を知ってもらい、関係人口の拡大に

つなげてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

実施期間は、７月、８月、９月のおおむね３か

月間を予定し、２週間ないしは３週間のプログラ

ムの中で募集したいと考えてございます。募集人

数の見込みといたしましては、２週間のプログラ

ム、それから３週間のプログラムを合わせまし

て、延べ10名程度を想定しております。大学生を

ターゲットに募集したいと思っておりまして、東

京農業大学、日体大の首都圏のキャンパス、また

札幌市内の大学へ、この仕組み、取組制度を周知

いたしまして、夏季休業中の学生にＰＲをしてま

いりたいと考えてございます。 

インターンへ参加してくださった大学生に対し

ましては、日額１万2,000円を上限とした報酬を

お支払いするほか、宿泊費の補助として日額

3,000円、また遠方から網走市にお越しになる場

合、最大で２万円の旅費の補助、滞在期間中の交

通費として最大5,000円の支給を考えているもの

でございます。 

○里見哲也委員 地域おこし協力隊については、 

既に通年で働いている方がいらっしゃいますけれ

ども、新事業ということで、あえてインターンと

して募集する目的は、今の中に入っていたという

ことでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 地域おこし協力隊自体

は、最大３年間の期間として任用して活動してい

ただく仕組みですが、インターンにつきまして

は、気軽にといいますか、短期で協力隊の活動と

は何なのかということを体験していただきなが

ら、そこを活用して、市の魅力の伝達といいます

か周知、ＰＲも併せて行っていきたいという仕組

みのものでございます。 

○里見哲也委員 今言われた市の魅力の発信とい

う意味では、口コミとかＳＮＳの発信とか、そう

いったようなことを通して体験した方が網走の宣

伝をしていただくことにもつながればなというよ

うなことかなと受け取りました。 

そしてまた、それがいずれ再訪問していただく

とか網走に、後々もし移住していただけるとよい

なという期待かなというふうに理解いたします。 

そこで、お越しいただくために、隊員へのイン

センティブといいますか動機づけとして、募集に

当たっては、どのような方法というか内容で募集

をされるかお知らせください。 
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○佐々木司企画調整課長 地域おこし協力隊の募

集に当たりましては、募集業務を委託しておりま

す企業を通じて様々な募集サイトでの掲載、それ

から業務の委託先で開設しておりますサイトでの

募集などを通じて募集を募っております。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時09分 休憩 

───────────────────────── 

午前10時10分 再開 

○井戸達也委員長 それでは再開いたします。 

 企画調整課長。 

○佐々木司企画調整課長 インターンの募集につ

いてですが、東京農業大学、日本体育大学の首都

圏のキャンパス、また札幌市内の大学へこの制度

を周知して、募集をしたいというふうに考えてご

ざいます。 

○里見哲也委員 わかりました。 

名称が地域おこし協力隊ですから、お越しにな

る方にとっては、網走の魅力を発信することに協

力するのだろうという多分お気持ちもあってお越

しいただけると思いますので、この方たちを受け

入れる事業所や、それから私たち市民も、隊員

へ、協力ですから協力してくれてありがとうとい

う、そういった気持ちを持って接することが必要

なのかなというふうに考えるのですが、その辺り

の所見をお聞かせください。 

○佐々木司企画調整課長 インターンは、地域お

こし協力隊の活動を体験していただくことで網走

市の魅力を知ってもらうことを一つ目的としてご

ざいますので、様々な体験を通じていろいろな網

走のいいところを知ってもらいながら、私どもと

しては、おもてなしの気持ちを忘れずにしっかり

と活動にいそしんでいただきながら、網走のＰＲ

にも努めていきたいというふうに考えてございま

す。 

○里見哲也委員 ありがとうございました。 

ぜひ、本当に網走の自然や食、観光、いろいろ

含めて楽しんでいただいて、ＰＲにつながったら

いいなというふうに思います。 

続いて、もう一つの質問は別なのですが、予算

資料の15ページですね。下から10行目ぐらいのと

ころに、地域情報ネットワーク推進事業という大

事業がありますが、ここの中の郊外地区光回線事

業について伺いたいと思います。 

内容としては、先日、天都山に移住したとい

う方がスマホのＷｉ－Ｆｉが使えないので、リ

モートワークをしようと思ったらエリア外だとい

うようなことを聞いた中で、光回線があれば家の

中でインターネットをつなぐ環境をつくれるなと

思ったのですが、この事業でいうところの郊外地

区ですね、どの程度、今、網走市内は光回線の環

境が整備されているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○高橋剛情報政策課長 令和３年度に整備いたし

ました光回線につきましては、その時点で固定電

話回線が敷設されている地域において、各家庭に

回線を引き込むことができるよう市内全域におい

て整備したものでございます。 

○里見哲也委員 わかりました。 

相談いただいた方、具体的には固定電話があっ

たのかどうか聞いていないので、簡単に言うと、

固定電話が前からある家は光回線を引くことは業

者にお願いしないといけないのでしょうけれど

も、できると。新しいところについては、ＮＴＴ

か、どこか社名を言ってあれでしたけれども、 

個々に光回線が引けるかどうか聞いて対応する。 

いろいろな方が、網走に観光のためとかリモー

トワークのためになると、決して市内地区ばかり

でなくて、郊外地区というところがあり得ると思

うので、ちょっと私自身の不勉強なところを教え

てもらった感じでもありますし、そのように相談

の方にはお伝えしたいと思いますし、ぜひ、網走

全域にインターネットがつながる環境についての

状況把握はお願いしたいと思います。 

以上で、私の質問は終わります。 

○井戸達也委員長 それでは次の方。 

深津委員。 

○深津晴江委員 初めての予算委員会ですので、

細かいところもあるかもしれませんが、ぜひ市民

の皆様に届くように質問してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

私は、予算説明書に従ってお伺いしていきたい

と思います。まず、21ページです。 

歳入の総務手数料についてです。一つ目、戸籍

手数料、戸籍謄抄本の予算がありますが、予算の

計上について、どのように計上されているのかお

伺いしたいと思います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 総務手数料ですが、

こちらの予算の算出方法としましては、今年の半

年分の実績数と残り半年分を過去３年間の平均件
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数を合算して算出しており、年度ごとに件数に増

減があるため、今回ちょっと増額となっていると

ころでございます。 

○深津晴江委員 ３年分の平均ということなので

すが、実績について教えていただけますか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 戸籍手数料、住民手

数料の実績ですので、決算が終わっています令和

４年度の交付件数になるのですけれども、戸籍謄

抄本の件数として4,653件で、金額としましては

209万250円。除籍謄抄本の件数が4,105件、金額

が307万8,750円。戸籍除籍記載事項証明手数料の

件数が65件で、金額２万9,050円。住民票の謄抄

本手数料の件数が１万 7,366件、金額が 520万

9,800円。住民票記載事項証明手数料が316件で９

万4,800円。住民票の閲覧手数料が20件で6,000円

となっております。 

○深津晴江委員 ありがとうございます。 

それで、毎年、先ほど御説明のあったとおり３

年間の平均で予算を組み立てていっているという

ふうに理解してよろしいでしょうか。わかりまし

た。ありがとうございます。 

次に、予算説明書の27ページです。自衛官募集

事務委託金についてお伺いします。この事務につ

いては、どのようなことなのか御説明をお願いい

たします。 

○日野智康総務防災課長 自衛官募集事務の歳入

の内容についてだと思いますけれども、自衛隊法

に基づきまして、当市では自衛官募集事務に係る

事務を取り組んでございます。この事務に対し、

募集事務地方団体委託費として国から受領する予

算になってございます。 

予算の使用の内容につきましては、広報あばし

りへの自衛官採用試験に係る情報の記事、こちら

のほうを年５回掲載してございます。また、自衛

隊入隊予定者激励会等が開催される場合、負担金

として自衛隊網走地方事務所協力会に支出してい

るような状況でございます。 

○深津晴江委員 事務についてはわかりました

が、昨年は３万6,000円だったところ、令和６年

の予算につきましては11万円というふうに増額し

ているのですが、その理由をお聞かせください。 

○日野智康総務防災課長 増額の理由ですけれど

も、北海道と自衛隊が自衛官等募集事務推進計画

というのを策定してございます。この中で自衛官

募集事務の募集推進重点市町村というのが毎年決

定されております。 

網走市は令和６年度、この募集推進重点市町村

のほうに決定されましたので、委託費が６万

4,000円増額されて11万円の歳入となっている状

況でございます。 

○深津晴江委員 ちなみになのですが、重点地区

になるのは何年に一回か、もしありましたらお示

しください。 

○日野智康総務防災課長 重点地区につきまして

は、北海道知事からの重点指定についての通知に

より指定されるのですが、何年に一回という決

まったものはなくて、近年の状況を申しますと、

平成26年、27年、そして平成31年に当市は重点指

定されている状況でございます。 

○深津晴江委員 事務委託料金については承知い

たしました。 

次に、29ページの職員研修助成金についてお伺

いします。この助成金、歳入なので、これについ

てはどこから入ってくるものなのか教えてくださ

い。 

○寺口貴広職員課長 職員研修助成金ですが、こ

ちらにつきましては、研修目的に応じまして委託

料などの研修開催に係る費用の助成を受けるもの

で、令和６年度につきましては、二つの研修で利

用することとしております。 

一つ目は、北海道市町村振興協会が宝くじの収

益を財源としまして、地域づくりをテーマとした

政策形成研修等を対象に助成するもので、令和６

年度につきましては、定住自立圏の圏域職員研修

の開催経費として38万4,000円の助成を受ける予

定としております。 

二つ目は、北海道都市職員共済組合が組合の健

康増進に資する研修等を対象に助成するもので、

メンタルヘルスセミナーの開催経費として60万円

の助成を予定しております。 

○深津晴江委員 助成金については理解いたしま

した。具体的にどのような研修が行われるので、

それに対しての助成金が入ってくるというふうに

理解したいと思います。 

それに関連してなのですが、今度47ページなの

ですが、職員研修費というのがあります。研修所

派遣研修費につきまして、人数とどこに派遣予定

なのかお示しください。 

○寺口貴広職員課長 研修所派遣研修費ですが、

こちらにつきましては、北海道市町村職員研修セ
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ンターや市町村アカデミーなど、自治体職員の能

力向上を目的とした研修施設で派遣する事業で、

令和５年度につきましては、税の賦課徴収事務や

契約事務などの研修に８名の職員を派遣したとこ

ろです。 

令和６年度につきましても、同様の内容で予定

をしております。 

○深津晴江委員 それでは、その下の一般研修費

について予算が組まれていますので、何名の予定

でどういうような研修を、全部の研修内容をお示

しいただくのは難しいと思いますが、令和６年

度、網走市が重点的に職員の力を高めたいという

研修に出していく部分があるかと思いますので、

それについてお示しください。 

○寺口貴広職員課長 一般研修費ですが、入庁後

の年次に応じて行う集合研修のほか、各職場にお

ける専門知識や技術を習得するため、職場や職員

本人の要望に応じて研修機関へ派遣する事業と

なっております。また、国や団体等への長期の研

修派遣を行ってもおります。 

令和６年度ですが、まず集合研修につきまして

は、新規採用職員研修、係長昇格前研修というこ

とで30代半ばぐらいの職員を対象にした研修、あ

るいは接遇の研修などで、おおむね280名ぐらい

の参加を見込んでおります。そのほかに、先ほど

申しました、各所属における知識、技能を学ぶた

めの派遣研修としまして20名程度の旅費を計上し

ております。 

併せまして、令和６年度より日本ラグビーフッ

トボール協会の中にあります自治体ワンチーム事

務局へ１名、長期派遣をする予定としておりま

す。 

以上でございます。 

○深津晴江委員 いろいろ研修計画などあった

り、御本人が希望してというところで、やはり職

員の研修というか、スキルアップをしていただく

ことは大事かと思いますので、それについてしっ

かり予算をつけていただいて、しっかり研修し

て、市民に還元していただければというふうに

思っております。 

次に49ページについてですが、先ほど里見委員

のほうからも御質問がありました、郊外地区光回

線管理事業についてなのですが、予算は昨年から

減っておりますが、管理事業について、まず御説

明ください。 

○高橋剛情報政策課長 郊外地区光回線管理事業

の事業内容ですけれども、この事業につきまして

は、令和３年度に整備いたしました市内全域の光

回線の維持管理に係る費用や故障受付の委託、ま

た土地設備の使用料等を負担する事業でございま

す。 

○深津晴江委員 管理事業ですから、当然今後も

この予算計上というのは続いていくというふうに

理解してよろしいでしょうか。 

○高橋剛情報政策課長 当市が所有している回線

でございますので、今後も管理費用は継続してま

いります。 

○深津晴江委員 維持管理事業については理解い

たしました。 

その下の郊外地区光回線設備移設負担金という

のがあります。この設備移設についての御説明を

お願いいたします。 

○高橋剛情報政策課長 郊外地区光回線設備移設

負担金ですけれども、こちらは令和３年度に既に

道によって予定されておりました道道の改修に伴

いまして光回線を添架しております電柱も併せて

移設されることから、光回線を撤去、新設する費

用を負担するものでございます。 

○深津晴江委員 移設負担金ですので、今後も続

いていくというふうに理解したいと思います。 

次にですが、その下のほうの公開型統合ＧＩＳ

管理事業についてお伺いします。 

昨年よりも本年度は予算が減っておりますが、

まずＧＩＳという管理事業についての御説明と予

算についてお伺いいたします。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 公開型統合Ｇ

ＩＳ管理事業につきましては、現在、構築中の公

開型統合ＧＩＳに搭載されている地番図などの基

礎データの更新、システム運用の問合せ対応、操

作説明、システム障害対応などの保守管理を行う

内容となっております。 

こちらの公開型統合ＧＩＳですが、これまで各

所管課で管理されていた様々な地図情報を庁内横

断的に利活用するためのプラットホームとして構

築しており、令和６年３月中の完成を予定してお

ります。この取組によってデータが図面上で可視

化され、行政運営の効率化が図られるとともに、

行政が所有するデータに新たな価値が付与される

ことで、住民サービスレベルの向上につなげてい

きたいと考えております。 
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また、様々な地図データを活用したアプリケー

ションソフトが実装されますので、さらなる行政

運営のスマート化が図られるものと考えておりま

す。 

将来的には、防災や高齢者の見守りなど、地域

が抱える課題に対してＧＩＳがデータ連携基盤、

いわゆる都市ＯＳの一部として活用されること

で、様々な事案に対してより迅速できめ細やかな

対応が可能となり、このことは住民が安心して暮

らせる地域社会に大きく寄与するものと考えてお

ります。 

あと、予算額が減っている部分ですけれども、

令和５年度にＧＩＳの構築というところで大きな

額が出ておりまして、令和６年度に関しては保守

管理に変わるというところで大きく減額している

ところでございます。 

○深津晴江委員 この事業と予算について理解い

たしました。とても市民にとって有効な事業だと

思いますので、しっかりよろしくお願いしたいと

考えます。 

次に、企画振興費の国内交流推進事業について

お伺いいたします。 

友好都市訪問団派遣事業について、厚木市に派

遣するということが書かれていましたが、何人の

小学生を派遣して、あと、今旅費代も上がってお

りますので、自己負担についてはどのように考え

ていらっしゃるかお示しください。 

○佐々木司企画調整課長 厚木市への小学生訪問

団の派遣でございます。 

実施時期は冬休み期間中の２泊３日、人数は小

学５年生、６年生を対象に16名、そこに大人の引

率者４名をつけまして、合計20名の訪問団を結成

するということで考えてございます。 

参加者の自己負担額につきましては、これまで

と同様、児童お１人当たり２万円を予定しており

まして、交通費の値上げなどについては、そこは

市のほうで予算を執行するというところで考えて

おります。 

○深津晴江委員 友好都市、小学生が違う地域に

行って学ぶ機会はとても有効になってくるかと思

いますので、自己負担額の増額がなくよかったな

というふうに思いますので、積極的に市民の皆様

の参加をお願いしたいというふうに思います。 

続けてなのですが、高大連携学生確保対策事業

補助金についてお伺いします。 

予算資料等にもありましたが、今までは大阪圏

だったところを関東圏にも広げるということでは

ありますが、実績についてお伺いしたいと思いま

す。 

○佐々木司企画調整課長 高大連携の実績でござ

います。 

令和５年度につきましては、関西圏の６校から

生徒、教員も含めまして合計87名が参加しており

ます。学ぶプログラムといたしましては、オホー

ツク学と呼ばれるものと、それから流通現場を視

察し課題を自ら発見して研究をしていくという探

究型プロジェクトプログラム、この二つのプログ

ラムが実施されてございます。 

また、探究型プロジェクトプログラムのほうに

つきましては、研究発表の成績優秀者を網走市の

ジュニア観光大使に任命し、関西圏の学校に戻っ

てから、その取組などを周囲に事例発表したりと

いったような活動をしてくださっております。 

○深津晴江委員 87名もの方がお越しいただいて

いたということで、関東に広げれば、さらに広

まっていくというふうに考えた理由についてお聞

かせください。 

○佐々木司企画調整課長 大学とお話をしたとこ

ろによりますと、このプログラムの実施について

は、かなり高い評価をいただいているというふう

に伺っておりまして、それも踏まえて、オホーツ

クキャンパスでは新年度、この関西圏の対象を関

東圏の学校にも広げて実施したいという意向のよ

うでございます。 

関東圏にも対象を広げたことにより、令和６年

度につきましては、おおむね120名程度の参加を

目指しているというふうに伺っております。 

○深津晴江委員 東京農業大学のオホーツクキャ

ンパスと連携を深めて、入学生をしっかり確保し

て、網走市のためにも貢献してもらえたらという

ふうに思いますので、しっかり予算を組んで事業

を積極的に進めていっていただければというふう

に考えております。 

最後にですが、51ページになります。情報発信

構築事業について。まず、どのような事業かお聞

かせください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらの情報

発信構築事業の概要についてですが、各種媒体、

例えばメール、エックス、フェイスブック、ＬＩ

ＮＥなど、媒体ごとに入力、送信作業を行うこと
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なく、一つの入力で複数の媒体へ情報を送ること

が可能となるシステムを構築するものでございま

して、平常時につきましては、メール、ＬＩＮ

Ｅ、各種ＳＮＳへの配信を行い、緊急時にはそれ

に加えて、電話、ファクス、エリアメール、市公

式ウェブサイトへ情報発信をするものとなりま

す。 

このシステムの導入によりまして、高齢者など

スマートフォンを持っていない住民の方やラジオ

の弱電地域にお住まいの方、網走市に土地カンの

ない観光客の方々へも緊急の情報が発信可能とな

ります。 

また、ＳＮＳ広告を活用した情報発信も予定し

ておりまして、これまでリーチできなかったター

ゲット層へ情報を届くようにしてまいりたいと考

えております。 

○深津晴江委員 ますます網走市はデジタル化を

進めていこうというところでは理解いたしまし

た。新規事業になっておりますので、様々なとこ

ろでの発信、しっかりお願いしたいと思います。 

申し訳ないのですが、その上のホームページ管

理事業についても、予算としては約３倍になって

いたりとか、生活緊急情報メール発信事業につい

ては予算が半分になっていたりとか、多分、今の

こととも関係してくるのかなというふうには思い

ますが、ホームページとメールについて今後どの

ようになっていくのかお示しください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 まず、ホーム

ページ管理事業の増額の理由ですが、令和５年度

に網走市の公式ウェブサイトをリニューアルして

おります。それに伴いまして、ウェブサイトのマ

ネジメントシステム、これが変更されたこと、そ

れと、新たなウェブサイトのほうにＡＩチャット

ボットを導入したこと、それと防災メール自動連

携機能など、オプション機能の追加により増額と

なったものでございます。 

また、生活緊急情報メール配信事業の減額の理

由ですが、令和６年度に情報発信構築事業、先ほ

ど説明しました事業で新たにシステムを構築しま

すので、新システムの運用開始を10月と想定して

おりますので、旧システムについては６か月分の

委託料として積算していることから、例年の半分

の予算となっているところでございます。 

○深津晴江委員 様々なところで、網走市として

は整えて進めていくというところは理解いたしま

したので、以上で質問を終わりたいと思います。 

○井戸達也委員長 それでは、次の方、質疑者挙

手を願います。 

古田委員。 

○古田純也委員 私からは、何点か前任の委員の

ほうとかぶったので、１点ほど総務のほうで質問

させていただきます。 

予算説明書51ページ、花いっぱいのまちづくり

推進事業についてお伺いいたします。 

大変まちの景観をよくする事業で、町内会活動

につながる事業だと思っておりますが、ここ数

年、大変担い手不足と言われている町内会活動に

おいて、花いっぱい活動についての参加状況の推

移なんかをお示しください。 

○田中靖久市民活動推進課長 この事業の直近３

か年では、令和３年度85団体、令和４年度78団

体、令和５年度78団体の参加となっております。 

○古田純也委員 やはり年々減少傾向にあるのか

なと思いますが、この問題は町内会の高齢化とか

というような状況なのか、市で押さえているもの

がありましたらお示しください。 

○田中靖久市民活動推進課長 委員御指摘のとお

り、町内会を構成している地域の方々の高齢化で

あるとか、また、この事業に関する担い手不足が

あるということで認識してございます。 

○古田純也委員 この事業は、どうしても継続し

ていってほしいというところから、町内会の中に

ある企業、事業のほうも大変、今、社会貢献意識

の高いところもありますので、その辺の団体に協

力を呼びかけるという考えについてはどうでしょ

うか。 

○田中靖久市民活動推進課長 委員の御提案につ

きましては、担い手不足の対策の一つとして効果

があるものと考えますので、協働の最大のパート

ナーである町内会連合会とも協議してまいりたい

と考えております。 

○古田純也委員 ぜひ、また参加団体を多く増や

して、まちの景観をよくしていただきたいと思い

ます。 

総務に関しては、私は以上です。 

○井戸達也委員長 次、質疑者。 

 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 公明クラブの澤谷でございま

す。 

では、予算説明書の47ページ、防災備蓄品整備
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事業についてお伺いいたします。 

本年度の予算も、昨年の令和５年度と全く同一

で予算額は変わっていないのですけれども、今年

度はどのような整備をするのでしょうか。 

ちょっとお聞きしたいのが、既にあるかもしれ

ませんけれども、テレビコマーシャルなんかで流

れて知ったのですが、マウスウォッシュとか口腔

ケア用品は、今現在、防災備蓄品の中に含まれて

いますか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 備蓄品についてで

すが、令和６年度につきましては、主なものとし

て非常食、備蓄水、備蓄用のタオル、バスタオ

ル、また生理用品等をはじめとした期限切れを迎

える備蓄品の更新、こちらを見込んでおります

が、能登半島地震を踏まえ、トイレや女性の視点

に立ったプライベートテントなどの購入につきま

しても予算の範囲内で検討のほうをしてまいりま

す。 

また、先ほど御指摘のありましたマウスウォッ

シュについてですが、当市においては備蓄のほう

はしておりませんが、歯ブラシ等は備蓄のほうは

しているところでございます。 

○澤谷淳子委員 歯ブラシを備蓄しているという

のでちょっとびっくりしたのですけれども、逆に

歯ブラシが不要でうがいの水も要らないので、こ

のマウスウォッシュがよいのではないかという、

テレビのＣＭなのですけれどもね、でも本当にそ

うだなと思ったので、状況はどうなっているかな

とお聞きしました。 

今言われた、全く去年と同額の予算だったので

すけれども、そういう新しいことをしても予算内

であれば、このマウスウォッシュが増えたりはし

ませんか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 このマウスウォッ

シュについてなのですが、予算の範囲内で、先ほ

どもほかの備蓄品の検討とかも含めて検討してま

いりますので、このマウスウォッシュにつきまし

ても検討課題とさせていただきたいと思います。 

○澤谷淳子委員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、次に、予算説明書の49ページ、市史

編さん事業についてお伺いいたします。 

こちらも、令和４年、５年、６年と300万円か

ら400万円ぐらいずつ、どんどん予算が大きく

なっていくのは、どのようなことから年々上がっ

ているのでしょうか。何か人が増えたのかなと

思って、勝手に人件費が、やっぱり大変な仕事で

すから、どんどん雇っていったのかなと勝手に考

えていたのですけれども、どのような理由でしょ

うか。 

○日野智康総務防災課長 新年度増額になってい

る内容についてですけれども、委員お示しのとお

り、令和５年度と比較すると421万7,000円増額し

てございます。この増額の主な要因ですけれど

も、委託料が342万3,000円増額されているという

状況です。 

ここは、執筆とか編集の分量に応じて、委託料

を積算しているのですが、令和５年度でしたら

100ページ、今年度、令和６年は約170ページと積

算いたしまして、この分の執筆料等が増額の要因

となっているということでございます。 

○澤谷淳子委員 そういう理由でどんどん高く

なって、出来上がっていく過程ですね、そうしま

すとね。 

それでは、たしかこの市史編さん事業は、五、

六年で完成の予定だったかと思うのですが、今現

在の進捗状況をわかる範囲でお聞かせ願います。 

○日野智康総務防災課長 実績、進捗ですけれど

も、委員お示しのとおり、令和８年度発刊に向け

て今準備を進めております。令和５年度市史編さ

ん委員会の実績としまして、これからなのです

が、３月26日に市史編さん委員会を予定しており

まして、第５編と第10編の一部の原稿案が出来上

がりましたので、まずは編さん委員の皆様に御覧

いただきたいと思っている予定でございます。 

また、市史の編さんと併せまして、令和５年度

は三つのことに取り組んでまいりました。 

１点目ですが、資料編となる網走市史の年表

は、これまで平成19年までを冊子版として公表し

ておりますが、全ての年代の見直しをかけたほ

か、平成31年３月までの年表を追加して、市の公

式サイトにデータ版として公表してございます。

冊子の印刷自体は、市史の完成に合わせて令和８

年度になる予定でございます。 

２点目ですが、これまでに発刊している市史の

４冊、網走小史、網走市史上巻、網走市史下巻、

新網走小史、これら全て電子化をいたしまして、

網走電子図書館で閲覧できるように対応を進めて

おりまして、公開は、今後、年度末を予定してい

る状況でございます。 
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３点目ですが、市で保管しているような写真に

ついて、ネガや写真原本約2,800枚、写真データ

650枚を整理して、データベース化を進めてい

る、このような実績でございます。 

○澤谷淳子委員 丁寧な説明ありがとうございま

す。本当に大変な作業だと思いますけれども、完

成を楽しみにしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは次に、49ページの日体大高等支援学校

生徒確保対策支援補助金、こちらは、予算に反対

とかでは全然なくて、今は人口減少で普通の高校

も定員割れするような時代ですから、支援学校の

生徒を確保するに当たっては大変苦労するのでは

ないかなと本当に思っております。 

よく就職率ナンバーワンとか、進学率ナンバー

ワンとか、何か売りがあればいいなと思って、実

際にこの高校を卒業していった生徒で、網走に就

職できたとか、そういう好事例はありますか。例

えば家族そろって高校卒業と同時に網走に移住し

てきたとか、そのような事例はあるのでしょう

か。 

○佐々木司企画調整課長 生徒の卒業に合わせて

御家族皆さんが移住をしてきたという例はござい

ませんが、卒業生につきましては、これまで就職

とか大学、専門学校、定時制高校への進学など

様々な中、市内に就職した生徒が何名かおいでで

ございます。令和２年３月に初めて卒業生を送り

出して以降、これまで８名が市内に就職している

というふうに伺っております。 

○澤谷淳子委員 ８名も就職できたというのはす

ばらしいと思いました。 

昨日の議場コンサートで私も知ったのですが、

意外に近くの市町から、あそこは全員寮生活なの

でしょうかね、近くの市町から通っていた生徒も

いましたので、生徒の出身先というのは、大まか

でもいいので何となくわかりますか。 

○佐々木司企画調整課長 都道府県単位で申し上

げますと、やはり北海道からの入学者が一番多い

と伺っております。全員が寮に入寮しているわけ

ではなくて、近郊の方たちについては御自宅から

通っている方もおいでのようでして、おおむね７

割から８割程度の方が入寮生活を送っておりま

す。 

○澤谷淳子委員 しっかりした寮も完備しており

ますので、ぜひこの誘致活動を頑張っていただき

たいと思います。 

それでは、次に、予算説明書の51ページ、高齢

者運転免許自主返納促進事業。 

昨年330万6,000円で、今年ちょっと減って253

万6,000円なのですけれども、昨年このサービス

を拡充したというか、どこバスの定期券３か月分

か公共交通券１万円、これすごくよかったです

ね。そしてまた、どこバスのエリア外にお住まい

の方は、さらに１万円の交通券ということで、こ

れを聞かれたので言いましたら、「ぜひ令和５

年、今年度中に返納します」と言った方もいらっ

しゃいましたので、大変よかったなと思いまし

た。 

ところが、少し予算が減ったということは、拡

充したサービスがなくなったりするのでしょう

か。 

○田中靖久市民活動推進課長 新年度の事業につ

きましては、令和５年度と同様、交通利用券１万

円分と、どこバスの３か月定期券を交付する予定

としております。 

なお、どこバスエリア外の地区につきまして

は、３か月定期券の代わりに交通利用券１万円分

を交付することとしております。 

○澤谷淳子委員 確認なのですけれども、どこバ

ス定期券３か月を選ばずに、公共交通券１万円を

選んで、しかも、もともとどこバスのエリア外に

住んでいた人は１万円だからプラス、要するに合

計で２万円いただけるのですよね。 

○田中靖久市民活動推進課長 どこバスエリア外

の方は、交通利用券が合計で２万円分になりま

す。 

○澤谷淳子委員 理解いたしました、ようやく。

わかりました。 

そうしたら、このサービスの利用実績という

か、何件ぐらい返納されたのでしょうか、わかり

ますか。 

○田中靖久市民活動推進課長 直近の交付の実績

と、令和５年度の経過を申し上げますと、令和３

年度交付者114名、令和４年度交付者87名、令和

５年度は、１月末現在で97名の交付者となってご

ざいます。 

○澤谷淳子委員 やっぱりどんどん返納されてい

ますね。 

それで、その中で、これは私も後でわかったの

ですが、あくまで高齢者サービスなので、60代と
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か70歳あたりの方が返納しても、このサービスは

受けられないですものね。 

○田中靖久市民活動推進課長 当市で運転免許証

の自主返納を促進している部分につきましては、

75歳以上を対象とさせていただいております。 

○澤谷淳子委員 その年齢が引き下がるという、

要するに70歳代になったらいいよとかというふう

には、今後、検討とかもないような感じでしょう

か。 

○田中靖久市民活動推進課長 実際、警察署に免

許を返納されている方については、60歳代、70歳

代、この事業の対象外の方もいらっしゃることは

認識しております。 

○澤谷淳子委員 75歳以上の方は大いにこの制度

活用して、返納されて、バスに乗ったりするのも

慣れていただきたいなと思います。 

それでは、同じページのそのすぐ下の貸出用

チャイルドシート更新事業についてお伺いいたし

ます。 

今回、更新でしたので、本当にとてもよい事業

だなと思っていましたけれども、これはいつ頃始

めて、今回の更新は何台分の予定でしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 貸出事業の開始で

すが、６歳未満幼児のチャイルドシート着用が義

務化された平成12年度から当該貸出事業を実施し

ておりまして、来年度で事業開始から24年目とな

ります。 

令和６年度で更新予定のチャイルドシートです

けれども、乳児用が10台、幼児用が15台を予定し

ております。 

○澤谷淳子委員 こちら、本当に子供の成長が早

くて、乳児用もあっという間に幼児用に代わっ

て、今度また次にステップアップしていくのです

けれども、こちらの皆さんの利用実績というので

しょうか、どのぐらい貸出しされたかというの

は、令和５年度だけでもいいし、今までの累計で

もいいのですけれども、おわかりになりますか。 

○田中靖久市民活動推進課長 昨年度の利用実績

につきましては、延べ貸出し数が235台、累計貸

出日数が5,226日となっております。 

○澤谷淳子委員 本当に皆さんに利用していただ

いて、すばらしい事業ですね。 

そうしたら、先ほど言った台数、10台と15台、

これ以外はもう、例えば来年またさらに半分だけ

更新するかとかではなくて、全部一遍に更新し

て、今年の事業、これは終わりということでしょ

うか。 

○田中靖久市民活動推進課長 今後の更新につき

ましては、貸出しの利用料の見直しとかも交通安

全協会に検討していただいて、なるべく更新費用

を交通安全協会の貸出し事業の利用料の中で賄え

るような形で検討していきたいと考えています。 

○澤谷淳子委員 なるほど。レンタカーとかでも

チャイルドシートを貸出しで、ちゃんとレンタル

料金の中に含めたりして、そういうこともやって

おりましたので、でも本当にすばらしい事業だと

思いますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

それでは57ページ、証明書コンビニ交付システ

ムの事業についてお伺いいたします。 

こちら、ちょっとだけ予算が多くなったのです

が、昨年、市議会議員の選挙がありまして、３月

の末頃だったと思うのですけれども、市民課の交

付の窓口のところに行ったら、物すごい人で、外

まで並んでいたのですけれども、「私、証明書を

発行してほしい」と言ったら、「今３時間待ちで

す」と言われて、諦めて帰った人たちもいて、そ

のときに窓口のお姉さんが「今コンビニでも取れ

ますよ」と、去年の３月に言われて、行ったら、

とても簡単で、マイナンバーカードがあったので

よかったのですよね。 

それで、今回このコンビニの実績から、ちょっ

とだけ予算が増えたというのは、件数が増えるだ

ろうという予測があると思うのですが、何件ぐら

いこれを使ったのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和５年の２月末ま

での交付実績ということでお話しさせていただき

ます。証明書の交付総数３万2,546件に対しまし

て、コンビニ交付が3,702件、交付率は約11.4％

となっております。 

○澤谷淳子委員 それでもまだ11％だったのです

ね。そうすると、昨年の光景が忘れられない、窓

口の方の本当に対応の大変さを見ていたのですけ

れども、窓口の職員の方たちの業務負担はちょっ

とだけ楽になったかなとか、そういうのはありま

すでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 ３月末から４月にか

けて混み合っていたのが、証明発行業務に関して

混み合っていたのではなく、恐らく異動の関係

で、転入転出の手続きの関係で混み合っていたこ
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とがありましたので、このコンビニ交付、実際ま

だ11％程度なので、それほど、この証明書の交付

業務がなくなったことで窓口の業務が減ったとい

うような大きな実感というのは、まだ感じられて

はおりません。 

○澤谷淳子委員 やっぱり転入転出は窓口のとこ

ろでいろいろやり取りがありますので、少しでも

このマイナンバーカードも広がって、この交付が

コンビニでできるのは、本当に大変便利でしたの

でお勧めだと思います。 

それでは、以上で私の質問は終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

再開は、11時15分といたします。 

午前11時05分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 では、次の質疑者、挙手願います。 

石垣委員。 

○石垣直樹委員 私からは、総務費について３点

ほどお伺いさせていただきます。 

まず初めに、予算説明書49ページ、地域課題戦

略推進事業、予算額450万円についてお伺いいた

します。 

本事業が開催されてから数年たちますが、本事

業は産学官で地域課題の解決を目指すものと認識

です。 

確認です。地元の事業者、個人の方が新たに商

品開発をしたいと、できれば東京農大のお知恵を

お借りしたいなと思った際に、窓口になっていた

だけるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 委員御案内のとおり、

地域課題戦略推進協議会は、地域が抱える多様な

課題に対して解決を図るため、産学官金の連携に

より設立をしたものでございます。 

協議会は、地域から寄せられた相談業務、情報

収集・分析・専門家や関係団体等へのコーディ

ネートなど担っておりますので、商品開発の東京

農業大学に対する相談などにつきましても、こち

ら協議会が窓口となって受けております。 

○石垣直樹委員 具体的な例としましては、例え

ば、新商品開発で新たなスパイスを作りたいと

なったときに、食香粧化学科のお知恵をお借りし

たいといった際に、この窓口に行ってもいいので

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 協議会を窓口として、

相談に行っていただいても結構でございます。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。 

次に、出会い創出支援事業、予算説明書の49

ページ、予算額10万円についてお伺いいたしま

す。 

先月の２月24日に、出会い創出系支援事業に当

てはまる事業が開催されました。網コンという事

業でございます。これは結果、市外から女性が19

名、市内から男性が20名参加され、６組のカップ

ルが成立したそうです。後日、１組の方から正式

にお付き合いを開始したと御報告を受けていると

お伺いしています。 

今回、参加者男性から6,500円、女性から3,500

円の参加料を頂きました。当初予算67万2,000円

かかっていまして、結果、決算では48万9,127円

となっており、開催費用がなかなかかさむものと

なっております。ありがたいことに、網走市から

もこの事業の10万円を補助としていただくことが

できたそうです。 

今回は５年ぶりの開催で、網走商工会議所青年

部が主催して開催されたそうです。この会は、会

からの持ち出しが多く、商工会議所だから開催で

きた事業かと思われます。なかなかほかの団体が

開催するのは難しいのが現状かと思います。 

今回、令和６年度の予算に関しては賛成です

が、できれば今後、補助の増額をお願いしたいと

思うのですが、原課としてはいかがなお考えで

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 この補助制度の活用に

つきましては、例年、青年団体などで会合の場な

どにお邪魔をして活用を働きかけておりますけれ

ども、その中で、イベントの実績を踏まえた中で

主催者とよく意見交換をさせていただきながら、

例えば補助制度の上限額の撤廃とか、どのような

対応支援が考えられるか、よくお話を聞きながら

判断してまいりたいと考えております。 

○石垣直樹委員 よろしくお願いいたします。 

ちなみに、開催された後のアンケートでは「網

走で定住したいか」という問いに対しては、16名

の方が「定住したい」とお答えになったそうで

す。また「いつまで結婚したいですか」というア

ンケートに関しましては、多くの方が「早く結婚

したい」と答えられているとおっしゃっておりま
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した。この件に関して、よろしくお願いいたしま

す。 

最後の質問になります。防犯灯管理事業、予算

説明書の53ページ、予算額1,472万円についてお

伺いいたします。 

防犯灯管理事業については、令和６年度の予算

が1,472万円となっておりますが、令和６年度サ

ン潮見団地に防犯灯は増設されるのでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 サン潮見団地にお

きまして、防犯灯の増設を希望する住民がいる一

方で、防犯灯の増設を希望していない方もいらっ

しゃるため、防犯灯の設置には至っておりませ

ん。防犯灯を増設した場合は、地域住民で電気料

を負担していただくことから、町内会等の組織づ

くりをお願いしているところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

私からは以上でございます。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

村椿委員。 

○村椿敏章委員 それでは、私からも何点か確認

させていただきたいと思います。 

まず一つ目ですけれども、予算資料の２ページ

で、歳入の科目別表ですね。ここで繰入金が今年

度４億7,300万円増となっておりますが、その大

きくなっている理由について伺います。 

○古田孝仁財政課長 繰入金が大きくなっている

要因につきましては、基金からの繰入れが前年よ

り多くなったものでございます。 

○村椿敏章委員 すみません、もう一度お願いで

きますか。繰入れが大きくなっている理由は、要

は、出すところも多くなってくるのかなと思って

はいるのですけれども、繰入金の中でも、ふるさ

と基金や減災対策債とか、ほかにも増えている部

分があったのですけれども、今回、繰入金を使っ

て何をやっていこうと考えているのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 繰入金が大きくなりました

４億7,000万円のうち、大きな要因は、ふるさと

寄附基金の繰入金が３億7,000万円大きくなって

いるというところでございます。 

このふるさと寄附基金の繰入れが大きくなった

理由につきましては、新庁舎の建設によるものが

１億5,000万円程度増額要因ですね。あと、公共

交通の路線維持のために繰入金額を大きくしたも

の、あと高校生までのこども医療費の無償化に充

てたためなどが主な要因でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

それで、今回のふるさと納税の入ってくる金額

を22億円というふうに見込んでいるようですけれ

ども、今年もしっかりふるさと寄附金に取り組む

というところなのかなと思うのですが、どういう

ふうにして22億円を増やしていこうと、増やした

というか、今年度は少なかったので、どうやって

いくのかなというのを若干聞かせてもらえれば。 

失礼いたしました。そこは商工で確認させても

らいます。了解しました。 

そして、ふるさとの基金ですけれども、現在幾

らあって、令和６年度末の見込みは幾らなのか伺

います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附基金の残高に

ついてですが、確定している数値の直近といたし

ましては、令和４年度決算の数値になります。基

金残高といたしましては37億3,893万7,000円でご

ざいます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

それで、来年度、ふるさと基金17億円使うとい

う形になっていますけれども、来年度末の予定と

しては幾らぐらいになるのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 令和６年度末の残高見込み

といたしましては、17億8,000万円程度と考えて

おります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

かなり減っていくという部分もわかったのです

けれども、やはりこの歳入の中で基金繰入金に

頼っていくというのは、なかなか心配なところが

あると思うのです。基金繰入金を今後どういうふ

うに考えているのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 基金繰入金に頼って財政運

営に対しましては、常にそういうような状況で対

応できるわけではないという認識は持っておりま

す。 

現時点におきましては、庁舎整備とか、その他

人口減少に対する対応策とか、様々な課題がある

中で、それにつきましては、ふるさと寄附を活用

した取組を実行したりということで、継続的な取

組内容に対して、できるだけそういうふるさと寄

附金みたいな基金を当てにしないような考えを持

つ中で事業の展開実施を考えておりますので、そ

れに頼り切った財政運営にならないようには努め

ていきたいと考えているところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 
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次に、あばしり電力について伺いたいと思いま

す。 

今回の市長答弁では、北海道から補助金が入っ

ていますよというところだったのですけれども、

この補助金はどのような補助金なのか伺います。 

○佐々木司企画調整課長 あばしり電力の取組に

対しまして、北海道から令和４年度、令和５年

度、それぞれ補助金を頂戴しております。 

令和４年度につきましては、新エネルギー発電

設備や蓄電池などを組み合わせて、地域マイクロ

グリッドを構築するといった取組に対しまして、

具体的には潮見発電所の整備に対しまして7,500

万円を、それから令和５年度につきましては、持

続可能な地域づくりに資する新エネルギー設備の

導入事業、こういった観点に対しまして、つく

しヶ丘、向陽ケ丘、大曲地区の３地区の発電所の

整備に対しまして、5,000万円の補助金を頂戴し

ております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

そして、これからの新電力の予定というのです

かね、どんなふうに進んでいくのか伺います。 

○佐々木司企画調整課長 事業開始からまだ２か

年というところでございまして、本年４月からよ

うやく当初計画の整備が終わったところでござい

ます。再生可能エネルギーの利用促進に伴う温暖

化防止というところが大きな目標ではあります

が、まずは、この取組をしっかりと軌道に乗せて

いくことが肝要であるというふうに考えてござい

ます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

今の計画を順調に進めていくよというところだ

と思うのですが、今回、潮見小学校で自営線を引

いて地産地消のエネルギーというところになって

いて、その効果も昨日お答えいただきましたが、

学校への電力の供給というところでいったら、や

はり子供たちへの地球環境や温暖化防止、そうい

うことに対する啓発にも大きな意義があるなと

思っております。 

今後、中央小学校、公共施設などへ、直接電力

の供給を進めていくのも非常に効果的なのではな

いかなと思いますけれども、見解があれば伺いま

す。 

○佐々木司企画調整課長 現在、潮見発電所にお

きましては、付近の避難施設、潮見小学校、潮見

コミュニティセンターを自営線で結んで直接電力

を供給できるという仕組みを整えておりますが、

これは地理的な好条件が重なったという要因もご

ざいますので、この取組を即座にほかの施設へ適

用させていくことは、現状では考えてございませ

ん。 

○村椿敏章委員 できれば、そういうことは、今

後検討していってもらえたらなと思います。 

次の質問に移ります。 

庁舎の建設事業についてです。今年度、外構工

事なども予算として入っておりますけれども、こ

の予定がどのような予定になっているのか、いつ

まで工事が進んでいくのかというところについて

伺います。 

○遠藤庁舎整備推進室参事 新庁舎の外構工事に

関する御質問ですが、外構工事は敷地内の配水施

設の整備や舗装、外灯の設置、ロードヒーティン

グの整備などがございまして、それぞれ順次発注

契約を現在進めているところでございます。 

建築工事の進捗に合わせて工事を行う必要がご

ざいまして、これから建築工事側と工事の日程調

整を進めるところですが、外構工事の最終といた

しましては、駐車場部分の舗装工事を予定してご

ざいまして、本年11月末を予定している建築工事

の引渡しの後、12月上旬に舗装工事を行う予定と

考えてございます。 

○村椿敏章委員 年内に外構工事が終わるという

ふうに考えていいかなと思いますけれども、私、

ここの入り口について、右折レーンをつけなけれ

ばとかという話を過去していたと思うのですが、

そのことについては、交通量調査をして特に問題

ないよという答えを頂いているのですけれども、

ただ、狭い道路ですから、冬の除雪対策がやっぱ

り必要になってくるなと非常に大事なところだな

と思っております。 

そういう部分も含めて、無電柱化工事という話

も以前回答は頂いていたのですけれども、この無

電柱化工事というのはいつ頃行われるのか、予定

があれば伺います。 

○遠藤庁舎整備推進室参事 新庁舎周辺の無電柱

化工事につきましてですけれども、こちら事業主

体、市ではなく国になりまして、現在私どもでお

伺いしておりますのは、令和７年度から工事のほ

うが進められる予定というふうに伺っているとこ

ろでございます。 

○村椿敏章委員 令和７年度ですから、ちょうど
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新庁舎が始まってですね、その後という感じに

なってくるとは思いますが、できるだけ早く無電

柱化を進めていただけたらと思います。 

次の質問に移ります。 

地域防災訓練事業についてです。今年度、昨年

度に比べるとかなり187万2,000円から55万3,000

円と減っている状況ですが、今回防災訓練につい

ては、何か所を予定しているのか伺います。 

○八百坂則勝総務防災課参事 地域防災訓練事業

についてですが、訓練回数につきましては、学校

の訓練において５回、地域で５回、合計10回を想

定しているところでございます。 

また、昨年度からの減額の理由についてです

が、令和５年、本年度、ＡＲゴーグルを地域防災

訓練事業の中で導入させていただきました。令和

６年度につきましては、その導入についてはござ

いませんので、その分の減額による130万円の減

になっております。 

○村椿敏章委員 仮想メガネですね。わかりまし

た。 

そして、先日の代表質問でも津波を想定した訓

練なども必要ではないかという話をさせてもらい

ましたが、何よりも地域防災組織、これをしっか

りつくっていかなければいけないなと。現状はど

ういう状況なのか伺います。 

○八百坂則勝総務防災課参事 自主防災組織につ

いてですが、組織率につきましては、第２期網走

市まち・ひと・しごと創生総合戦略において80％

を目標としておりますが、令和５年12月末現在で

組織率は74.5％となっております。 

町内会がある地域につきましては、この自主防

災組織率の向上について、町内会連合会と協力し

まして組織化を働きかけるとともに、自主的に実

施している地域の防災訓練や研修会を通じて啓発

に努めてまいります。 

また、町内会がない地域におきましても、いざ

というときに助け合える地域づくりを目指しまし

て、防災フェアなどで自主防災組織の必要性を働

きかけてまいります。 

○村椿敏章委員 今の回答でいくと、予定80％に

対して74.5％ということで、かなり進んできてい

るのだなというふうに感じたのですけれども、こ

こ何年間でこのような形に増えていっているとい

うふうに考えればいいのですかね。 

前からあったのかもしれないですけれども、難

しい部分もあるのかなというか、なかなか進んで

いないのではないかと私は感じていたものですか

ら、どうなのかなと思ったのですが、ここまで

いっているというふうに認識します。 

そして、町内会のない組織については、防災

フェアというところで周知を図っていきたいなと

いうところだと思うのですが、防災フェアではな

かなか組織としては動きづらいと思うのですね。

ですから、町内会のないところでもそういう組織

ができるように考えていかなければいけないのか

なと思うのですが、その辺についてはどんなふう

にしていこうと考えているのか伺います。 

○八百坂則勝総務防災課参事 今、委員の御指摘

のありました件についてですが、なかなか町内会

がない地域におきましては、こちらからの積極的

な働きかけをつくる機会というのがなかなかつく

りづらいというのが現状でございます。 

ですので、先ほどは防災フェアということで、

広く一般の方が集まる場所を一応述べさせていた

だきましたが、そのほか広報紙など広く市民に周

知を図れる場所を通じて、あと防災訓練などの機

会とか、こちらの防災担当がいろいろなイベント

等に参加するといった機会を通じて周知のほうを

図ってまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 町内会という組織がなくなる中

で、やはり非常に心配があるなと。そういう市民

の不安を払拭するためにも、市役所が主導になっ

ていくというところもあるとは思うのですけれど

も、以前あった町内会組織の方々にも、もう少し

市のほうから入っていって、町内会はないけれど

も、自主防災組織はつくりたいのだというところ

をもっとアピールしていったほうがいいのかなと

思います。 

次の質問に移ります。 

次、デジタル化推進事業のＧＩＳの件で、先ほ

ど深津委員からもあったのですけれども、公開Ｇ

ＩＳ管理事業というところで、図面などの公開な

どもするようになるというふうな受け止めなので

すが、今回のＧＩＳには何が情報として入ってい

るのか。また、公開する図面というのはどのよう

な図面を考えているのか伺います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 今回、構築し

ております公開型統合ＧＩＳにつきましてですけ

れども、主なシステムとしては19システムに大き

く分けてございまして、例えば自然公園法の区域
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データであったりとか、防犯灯管理システムで

あったりとか、防災マップであったりとか、空き

家管理システムなど、様々なシステムがございま

して、そういったものが公開型統合ＧＩＳとして

構築されるということでございます。 

そして、どの部分を一般公開するかというとこ

ろに関しましては、例えばもう既にオープンデー

タになっているもの、例えば公園法の区域のデー

タであったりとか、都市計画の用途区域であった

りとか、そういったものだったりとか、あとはレ

イヤーであります国土地理院が撮影しました航空

写真であったりとか、地番図のほうももう公開し

ておりますので、そういったものを一般公開して

いければと思っておりまして、そこに関しまして

は、３月の構築完了まで原課のほうと詰めて、市

民の方がより便利に使っていただけるように公開

できるものは公開していこうと考えております。 

○村椿敏章委員 公開する図面については、まだ

決まっていないということですね。できるだけ市

民が利用しやすいように、公開する図面も増やし

ていただけたらなと思います。 

次に、基幹系システムの標準化事業についてで

すけれども、令和５年度は端末の更新などを行っ

ていますが、令和６年度はどういう事業となるの

か伺います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 基幹系システ

ムの標準化についてですが、令和５年度では、ベ

ンダーが変更となる健康管理、障がい福祉のシス

テムに関しまして、フィットアンドギャップを実

施しております。 

また、令和６年度に関しましては、戸籍の附票

に関するデータのクレンジング作業、住民記録、

選挙人名簿管理、固定資産税、住民税、法人税な

ど14業務のパッケージシステム、こちらのほうの

文字同定やデータクレンジングなど、データ移行

検証作業を実施する予定となっております。 

令和７年度末までの標準システムへの移行を目

指し、スケジュール管理を行ってまいりたいと思

います。 

○村椿敏章委員 わかりました。全部で20業務あ

ると思うのですけれども、令和５年度やって、二

つほどですか、やって、令和６年度に14業務と。

また令和７年度にも幾つかやっていくというふう

に考えればいいのですかね。 

二つの業務について、標準化した後のシステム

と、また今の既存業務のシステム、このすり合わ

せ、整合性などを行ってきたと思うのですけれど

も、そこをすり合わせしていく中で、問題や課題

はどんなことがあったのか伺います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 そうですね、

デジタル化推進室のほうでは、フィットアンド

ギャップに関しての原課のほうから課題という報

告は受けておりませんが、特に大きなクリティカ

ルになるような課題は、特に聞いていない状況で

す。 

○村椿敏章委員 特に課題がなかったというふう

にお答えいただきましたので、今までやっていた

業務が標準化のシステムの中にちゃんと組み込ま

れていくのだというふうに考えます。 

また、この後、出来上がったとしても、実際に

運用するとなると職員への研修などもさらに必要

になると思うのです。その時間というのですか

ね、何か月間ぐらい考えているのか。要は、出来

上がる時間が早ければ早いほどそこに慣れていく

期間も増えてくるのかなと。そうすれば、運用開

始しても、それほど混乱なく進んでいくのかなと

思うのですけれども、その期間というのはどれく

らいを考えているものなのですか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 標準化のデー

タ移行に関しましては、令和７年度を想定してお

りまして、その令和７年度の移行に向けて、研修

期間を設けられるかどうかとかに関しましては、

ベンダーと細かくスケジュール調整をしながら進

めていきたいと思っております。 

研修期間はどれくらい必要かとか、その辺に関

しましては、まだ詳細が決め切れてございません

ので、そこは令和７年度に向けて計画を立てて、

しっかり進めていきたいと思います。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

次の質問に移ります。 

マイナンバーカードの運用事業について伺いま

す。今現在のカードの発行枚数、交付率について

伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和６年２月末の当

市のカードの交付枚数ですが、２万5,898枚、交

付率は77.4％。 

ちなみに、全道の交付枚数に関しましては、

391万8,375枚、交付率は76.2％となっておりま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。 
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マイナカードを利用する際に問題なのが、暗証

番号を忘れたとか、そういう部分があると思うの

です。その辺について、どんな対策を取ろうとし

ているのか伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 暗証番号を忘れたと

いうようなケースに関しましては、これまでの議

会でも様々な機会で答弁してきたと思うのですけ

れども、暗証番号の再設定が行えますので、そう

いったことで対応することもできます。 

あと、ちょっとまた別の話になるかと思うので

すけれども、施設での管理とか、認知機能に不安

のある方ですね、暗証番号を管理することが不安

だと思うのですが、そういった方が安心してカー

ドを持つことができるよう、暗証番号不要のマイ

ナンバーカードの交付というのが令和５年12月か

ら始まっております。 

こちらのカードなのですけれども、暗証番号の

設定がないため、通常のカードと同じように、コ

ンビニ交付とか、マイナンポータルで情報を確認

するとか、そういったことで利用はできません

が、顔認証システムやカードの顔写真との目視確

認で、健康保険証としての利用のみ可能というこ

とになっております。 

○村椿敏章委員 そういう面でいえば安心できる

かなと思うのですけれども、そういった場合、認

知症とかそういう方の場合、新たにカードを発行

するという形になるのですか。それとも、今の

カードを利用して暗証番号なくできるというふう

になるのか、現状では難しいかもしれませんが、

もしお答えできればお願いします。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 今、御説明いたしま

した暗証番号不要のカードの交付についてです

が、もちろん新規で交付する方にも対応できます

し、既に暗証番号を設定したカードをお持ちの方

も、暗証番号を不要とするように切り替えること

も可能となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。ぜひそういう市

民の不安というのですかね、それをなくしていく

ためにも、早めにそういう部分についてはお知ら

せをしていくのも大事だなと思います。 

次の質問に移ります。 

職員の人件費の件ですね。予算説明書でいえば

119ページ、今回、正職員の現在の状況について

は、本年度319人というふうになっていますけれ

ども、若干増えていると。しかし、若者職員がこ

の間退職するケースが多いというふうに思ってお

りますが、その理由について伺います。 

○寺口貴広職員課長 早期退職の理由ですけれど

も、令和５年度につきましては、10名の職員が定

年前に退職をしている実態がございます。その理

由ですけれども、民間企業への転職が３名、健康

面によるものが３名、家庭の事情によるものが１

名、そのほかに不慮の事故などによる退職が２名

となっております。 

○村椿敏章委員 今、どういう理由でというのは

あると思うのですけれども、民間に移りたいとい

う方も３名いるという部分でいうと、要は、市の

仕事よりも民間のほうを選んだのだなというとこ

ろはあると思うのですが、網走市の職員であれ

ば、ある程度安定して、この後、老後を暮らして

いけるというか、その後も続けていけるという部

分もあると思うのですよね。 

ですけれども、そこをやはり民間を選ぶという

ところが、何か今の市の職員に働きがいを感じら

れないとか、そういう部分も出てきているのかな

と思うのですが、そういう部分についての、例え

ば理由とかあれば伺いたいと思います。 

○寺口貴広職員課長 若年層の職員の退職が続い

ている理由の一つとしまして、終身雇用に対する

意識の変化とか、仕事に対する価値観の多様化も

背景にあると思いますけれども、理由は人それぞ

れのためなかなか完全に離職を防止するというの

は難しい面があるかと思います。 

しかし、これまで培ってきた経験が失われると

いうことは、市にとっても大きな損失だと考えて

おりますので、仕事にやりがいを感じてもらえる

ように、職員の考え方や知識・機能が業務に反映

できるような環境づくりについて、効果的な取組

について研究をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 ぜひお願いしたいと思います。

若手の職員が、やはり今までの先輩の職員とも、

周りの職員とも、つながり合えるそういう交流の

場とか、そういうのもぜひ創出していってもらっ

て、以前は職員による交流会とかはやっていると

思うのですけれども、そういうのもぜひ増やして

いっていただけたらなと思います。 

次の部分に移ります。 

会計年度任用職員について、昨年が243人で、

今年度219人に減っております。その一方で、人
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件費は増えております。その理由について伺いま

す。人数が減った理由と、それから人件費が増え

ている理由について伺います。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員の職員数

の減少についてですが、職員数につきましては、

４月１日現在で比較しておりますので、令和５年

度当初につきましては、統一地方選挙の関係で会

計年度任用職員を多く雇用していた関係で減って

いるというような状況でございます。 

また、人件費の増加の部分ですけれども、令和

６年度の会計年度任用職員の人件費、一般会計で

は対前年度費で8,240万円程度増加しております

が、この最大の要因としましては、勤勉手当の支

給が可能になったことによるもので、6,700万円

程度の増加となっております。そのほかに、令和

５年度の給与改定によって1,500万円程度増加と

なっております。 

○村椿敏章委員 給与費で6,700万円増加したと

いうところでいえば、会計年度任用職員の方々に

すると、かなり今までよりも多く報酬が得られる

のかなと。そういうところでは非常に喜ばしいこ

とだなと思います。 

今回、勤勉手当というのは、何か月分増えると

いう形になるのですか。 

○寺口貴広職員課長 勤勉手当の支給月数ですけ

れども、年間で2.05月分となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。2.05か月です

ね。 

そして、私は以前、パートタイムとフルタイム

の人数について確認させていただいたのですけれ

ども、今回フルタイムに１人採用になりましたよ

というふうに話は聞いております。地域おこし協

力隊の方だというふうには聞いていますけれど

も、これはどうしてフルタイムになったのか。そ

してフルタイムになって、その職員の待遇がどの

ように変わったのか伺います。 

○寺口貴広職員課長 地域おこし協力隊員の勤務

時間ですが、従前は７時間30分で、フルタイムよ

り15分間短いという勤務形態となっておりまし

た。この方々は、４条にありますコワーキングス

ペース、そちらのほうの業務に当たっているので

すけれども、開業前の準備時間がやはり必要とい

うことで15分延ばしまして、フルタイムとしたと

ころでございます。 

○村椿敏章委員 ７時間30分のパート職員という

のは、今何人ぐらいいるのですか。 

○寺口貴広職員課長 今回、地域おこし協力隊員

をフルタイムにしたことによりまして、７時間30

分という職員は現在はおりません。 

○村椿敏章委員 給食調理員の方々が、ここで話

すことではないかもしれませんが、やはり大変な

業務の中で、パートタイムで活躍していただいて

いる。給食調理員をちゃんと増やしていくために

は、やはり待遇の改善が必要だと思うものですか

ら、ぜひフルタイムにするよう考えていってもら

えたらなと思うのですけれども、今までの流れで

いくと、フルタイムにするかどうかというのは、

各課長からの聞き取りだというふうに言われてい

ますよね。ここで会計年度任用職員の方々の声も

しっかり聞くことが必要だと思うのですけれど

も、どうでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 もちろん働いている方の御

意見も大切だと思っておりますので、そういう方

の声を踏まえながら所属の事情も考慮して、引き

続き勤務時間については適正になるよう設定して

まいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 会計年度任用職員の方々の声で

すね、しっかり聞いていただいて、待遇改善、そ

して働きやすい職場になるよう求めて、私の質問

を終わります。 

○井戸達也委員長 ここで、昼食のため、暫時休

憩いたします。 

再開は、午後１時とします。 

午後０時01分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑者、挙手を願います。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、予算説明書のほうか

らお聞きいたします。予算説明書の47ページ、防

災備蓄品整備事業についてお伺いいたします。 

先ほど澤谷委員のほうからも質問がありました

けれども、やはり口腔ケアというのが非常に大事

だということを、今回の能登半島地震でも断水が

ありまして非常に強く感じたところなのですけれ

ども、先ほど、澤谷委員のほうからはマウス

ウォッシュという提案がありましたけれども、代

表質問の中で、私としては歯磨きシートの備蓄と
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いうところも提案させていただきました。この

点、検討するということでしたが、口腔ケア、

様々な疾病に結びつく要因にもなりますので、ぜ

ひ備蓄のほうをお願いしたいと思っています。 

もう１点、断水になったときに、避難所に指定

されているコミセンに水をもらうために行った人

が、持っていたポリタンクが小さくて、もう少し

大きい入れるものはないかということで、そのと

き急遽、消防の南出張所のほうから給水パックを

100パックほど持ってきて、住民の皆さんにお配

りしたことが以前あったかと思うのですけれど

も、こういった断水のときに水を入れる容器を常

に用意してある御家庭もあれば、そういうものも

なかったりする場合もありますので、給水パック

も大事な視点になるのではないかと思っておりま

すけれども、この点はいかがでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 防災備蓄品整備に

ついてですが、まず１点目の歯磨きシートの件に

ついてでございます。 

こちらにつきましても、先ほど澤谷委員のほう

から御要望がありました件と同様に、こういった

口腔ケアということで、マウスウォッシュと併せ

て、必要に応じて予算範囲内で検討させていただ

きたいと思います。 

また、給水袋についてですが、現在、網走市の

総務防災課のほうの備蓄としましては、３リット

ルの給水袋を7,870枚備蓄しております。主なと

ころでは、消防の南出張所に約4,000枚程度備蓄

のほうをしておりまして、多分、災害のときに出

された給水袋も同じものかと想定されます。 

また、それとは別に、給水の関係ですと、水道

の担当のほうからも備蓄しているものがございま

して、そういった形で連携して対応のほうはさせ

ていただいているものと認識しております。 

○永本浩子委員 7,800枚ということで、その当

時に比べると十分な備品備蓄がされているのでは

ないかと思いますけれども、南出張所に取りに行

かなければいけないというようなことはないよう

に、またぜひその点もお願いしたいと思います。 

また、胆振東部の地震の後、ブラックアウトが

起きまして、平成30年12月議会で質問させていた

だいたときに、協力協定を市としても結んでいる

網走建設クラブなのですけれども、そこにも所属

している企業の会長、社長の方々から、その会社

は体育館とかに敷くためのスタイロホームとか、

あと投光器だとか、発電機はもちろんですけれど

も、バイオトイレ等も持っているので、そういっ

たものも災害時には活用してもらいたいというお

話も頂き、また、大きな発電機を御自分の判断

で、こういう地区の水が出なくなるのを防ぐため

ということで持ってきていただいたという経緯も

お聞きしまして、建設クラブとの協力協定は結ん

であるけれども、そこに所属している各企業と、

災害時にはどういったものを提供していただける

かのチェックリストのようなものを作っておい

て、日頃そういう確認を定期的にやっておけれ

ば、例えば総務防災の担当が代わったとしても、

いざというときに、ここの企業にはこういったも

のがあり、ここにはこういったものがあるので、

ここのものはどこの避難所に貸していただこうと

いう、そういった手が打てるのではないかという

ことで、チェックリストの作成を提案させていた

だいたのですけれども、そのチェックリストのよ

うなものは、今現在できているのかどうかお尋ね

いたします。 

○八百坂則勝総務防災課参事 防災の資機材の関

係についてですが、市は、網走建設クラブとは平

成19年12月に災害時協力協定を提携しておりまし

たが、先ほど永本委員御指摘のとおり、胆振東部

地震を機に、団体が保有する発電機などの支援が

スムーズに受けられるように資機材の保有状況を

確認することとしておりました。 

近年につきましては、そういった建設クラブの

会社等が保有しております重機などの確認はして

いるところではございますが、発電機や投光器な

どの資機材については、ここ近年の保有状況につ

いて更新のほうされていない状況でございますの

で、資機材等の保有状況につきましては、改めて

確認を実施した上で日頃からの関係づくりに努め

てまいりたいと思います。 

○永本浩子委員 既にそういったところをやって

いただいているということで、また最新の状況も

交換しながら、有事に備えていただきたいと思い

ます。 

また、そのときの質問で、網走にはダンボール

ベッドが10セットしかなくて、保管しておくス

ペースもなかなか難しいということでしたので、

私としましては、北見の日赤看護大学が450セッ

ト持っているので、いざというときの連携協定を

提案させていただいたところですけれども、現



 

－ 21 － 

在、網走市のダンボールベッドの保有はどのくら

いになっているのか。また、そういう連携協定は

結んでいるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○八百坂則勝総務防災課参事 ダンボールベッド

の備蓄数についてですが、現在、網走市で保有し

ているダンボールベッドは311個ございます。ま

た、これでダンボールベッドが不足する場合につ

きましては、別途協定のほうを締結させていただ

いておりまして、ダンボールベッドが不足する場

合については、そういった形の協定先とも、補充

に向けて動けるような体制はとっております。 

○永本浩子委員 10セットからすると格段の充実

度で、311個ということで、また連携協定も結ん

でいただいているということで、安心いたしまし

た。 

また、備蓄品ではないのですけれども、同じく

そのときの質問の中で、災害用ドローンの整備も

今後必要になるのではないかということで提案さ

せていただきました。被害状況や生存者の確認、

また最近は、海岸沿いなどにいる人への避難の呼

びかけもドローンでできるようになっているよう

ですので、整備に対してはどのように考えている

のかお聞きいたします。 

○八百坂則勝総務防災課参事 ドローンについて

ですが、現在、市では上水道課で１台、また農林

課のほうで２台所有しております。それに伴いま

して、ドローンの操作ができる職員というのが市

では８名おります。災害時などは、ほかの部署と

連携を取りながら状況を確認などに活用してまい

りたいと考えております。 

そのほか、過去には、都市整備課と建設クラブ

の間で災害発生時等に連携を取りましてドローン

を現場で活用したという実績もございますので、

今後もそういった形で連携をして、ドローンの活

用を行ってまいりたいと思います。 

○永本浩子委員 ただいまの答弁をお聞きして、

安心いたしました。また今後も備えていただけれ

ばと思います。 

 続きまして、同じく47ページの地域防災訓練事

業ですけれども、先ほども質問がありましたけれ

ども、自主防災組織による地域防災訓練を支援す

るという内容になっておりますけれども、具体的

には地域防災訓練、どのような訓練が行われてい

るのでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 こちらの訓練につ

きましては、主に津波を想定した避難訓練という

ことで実施しているところは１団体、そのほか避

難訓練として２団体、そのほか研修会ということ

で１団体が研修訓練として利用しているところで

ございます。 

また、その訓練の中身につきましては、主に津

波に関する講話、もしくはダンボールベットの体

験や非常食の試食の体験などを行っております。 

○永本浩子委員 ただいまの御説明ですと、具体

的にこういった訓練を行っているところは４団体

ぐらいということになるのでしょうか。 

先ほど、自主防災組織が市全体では74.5％とい

うことで、私もこんなに高い数字とは思わなかっ

たのですけれども、団体数としてはどれぐらいに

なるのでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 ただいま御説明を

申し上げました訓練の活動の団体につきまして

は、自主防災の訓練の活動補助金を利用した団体

数のほうを述べさせていただいております。 

その他としまして、補助金を活用しないその他

の訓練としまして、藤幼稚園の子供たちの避難訓

練やつくしヶ丘連合町内会で防災研修というのを

行ったりしておりまして、その他そういった訓練

も含めて補助を利用した団体につきましては４団

体、その他におきましては５団体、その他防災

フェアの実施などです。あと学校の訓練につきま

しては５学校で実施しているところでございま

す。 

○永本浩子委員 補助金を利用した、利用しない

にかかわらず、市内には74.5％というのは、この

パーセントは、何に対するパーセントになるので

しょうか。町内会の数ですか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 こちらは、町内会

の団体の構成比で御説明のほうを差し上げており

まして、町内会全体では200団体あるうちで、自

主防災組織を構成している団体は149団体でござ

いまして、組織率が74.5％となっております。 

○永本浩子委員 かなりの数の町内会で自主防災

組織ができているということで、ぜひこういった

ところ、日頃の訓練ができるように、また取り組

んでいただきたいと思うところですけれども、う

ちの町内会は、残念ながら自主防災組織ができて

いないわけでして、今年１月の総会のときに、私

のほうからＡＲゴーグルを自分も提案させていた

だいたので、これなら手軽に活用できるというこ
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とで、秋ぐらいにＡＲゴーグルを活用した防災に

関する集まりを持ってはどうかということを提案

させていただいたのですけれども、このＡＲゴー

グルをぜひ今後活用していただければと思ってお

りますが、活用状況はどのようになっているので

しょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 ＡＲゴーグルの利

用状況についてですが、利用状況につきまして

は、学校３件、町内会自主防災組織で３件、また

イベントで６件の12件に上りまして、利用者数に

つきましては、学校で30名、町内会自主防災組織

で100名、防災フェアで100名、その他のイベント

等で66名と、合計で296名となっております。 

また、このほか、消防署にもこちらのＡＲゴー

グルを貸し出ししておりまして、高校生を対象と

した、お仕事まるわかり体験、こういったもので

ＡＲゴーグルを利用いただいているところでござ

います。 

○永本浩子委員 結構、去年導入した割にはいろ

いろなところで使っていただいているなというふ

うに思いました。 

去年の防災フェアでも使っていただいて大変反

響が大きかったのですけれども、今後また、こう

いったＡＲゴーグルも手軽に使える、そしてまた

今までと違ったリアルな体験ができますので、地

震の後の火災も非常に、阪神淡路のとき等は死者

を多く出した原因でもありましたので、活用して

いただきたいと思っているところですけれども、

今後、周知のほうも力を入れていただきたいので

すが、この辺はどのように考えているのでしょう

か。 

○八百坂則勝総務防災課参事 周知につきまして

は、町内会連合会など関係機関を通じた周知など

や、先ほどからお話しさせていただいております

防災フェア、もしくは広報あばしりなどを通じ

て、積極的に周知に努めてまいりたいと思いま

す。 

○永本浩子委員 ぜひお願いいたします。 

また、コロナも５類に移行しまして、いろいろ

な人の集まりが増えているところですので、市役

所の総務防災課のほうからの出前講座等も、ぜひ

またやっていただきたいと思いますけれども、こ

の辺はいかがでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 機会がございまし

たら、ぜひともやらせていただきたいと思います

し、町内会などもし御要望がございましたら、御

連絡いただければ、そこは随時対応させていただ

きます。 

○永本浩子委員 ハザードマップも、先日新しい

ものが配られたばかりで、防災ガイドブックも、

内容的に変えていただきたいところもありますけ

れども、今の段階のものでもかなりいい内容に

なっておりますので、そういったところの活用も

含めて、ぜひ出前講座等も力を入れていっていた

だきたいと思います。 

続きまして、同じく47ページの避難路照明整備

事業についてお伺いいたします。 

今回、予算1,850万円ということで、北浜地区

のソーラー式の照明が整備されるということです

けれども、完成はいつ頃になるのでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 完成につきまして

は、令和６年12月末を予定しております。 

○永本浩子委員 今年12月末ということで、これ

までに整備された避難路はどれぐらいあるので

しょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 これまでに整備し

た避難路の照明ですが、昨年、海岸町の津波避難

路に照明灯８基、また令和４年度に網走小学校の

錦町側に降りる階段というのですかね、そちらで

北電引込線なのですが照明灯８基、また港町から

台町に上がる市道認定されている階段なのです

が、こちらも照明灯４基、北電の電線なのですが

整備しているところでございます。 

○永本浩子委員 そして、避難路でこういった照

明の整備を必要としてまだ残っているところとい

うのはあるのでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 現在、津波避難計

画で避難路としているところ５か所ございます

が、そちらについては、全て照明は整備済みでご

ざいます。 

 ただ、この中で藻琴神社に上る藻琴地区の階

段、通路につきまして、今、照明灯具が古く劣化

しているところでございまして、こちらの部分に

つきましては、今後、地域と協議のほうを進めて

まいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 わかりました。避難路はほぼ全

て完了で、老朽化のところの更新が今後検討され

るということで了解いたしました。 

続きまして、郊外地区の避難所電源整備事業で

すけれども、今回整備するのは郊外地区といって
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も、どの地区になるのかお尋ねいたします。 

○八百坂則勝総務防災課参事 整備地区につきま

しては、郊外地区８か所を予定しております。主

な整備する施設につきましては、嘉多山総合研

修センター、平和会館、二見ヶ岡会館、能取地区

福祉会館、中央地区総合研修センター、こちら藻

琴でございます。農村環境改善センター、こちら

北浜でございます。音根内地区福祉会館、浦士別

地区集落センター、こちらの８か所でございま

す。 

○永本浩子委員 ８か所の整備ということで、以

前、私も何度かお話をして、郊外地区におきまし

ては、上水道も整備されていない関係で、避難所

に行っても、水自体をポンプでくみ上げなければ

いけないので、通常の市内の避難所と比べて大型

の発電機が必要ということで、ｔｏｔｏを活用し

た財源で、西部地区に大型の発電機を購入してい

ただいた経緯がありましたけれども、今回の電源

整備事業というのは、そうした大型発電機等を設

置するための電源を整備するという事業というこ

とでよろしいのでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 こちらの事業につ

きましては、郊外地区の避難所施設に停電時の暖

房照明用電気を確保するための電源、外から引き

込んで中の暖房等の近くに非常用発電機用のコン

セントを設置しまして、そこをつなぐための工事

でございます。今回の事業の中では、発電機とい

うのは購入する予定はございません。 

ただ、この中で、発電機についてですが、既に

８か所整備するうちの５か所、嘉多山、平和、二

見ヶ岡、能取、浦士別の５地区につきましては、

過去の宝くじ事業の中で発電機を整備済みでござ

います。また、残る３地区につきましては、今

後、来年ですか、市の庁舎の移転を予定しており

まして、その際に、市のほうで備蓄しております

発電機のほうを残る３か所に補塡というかあてが

うような形で利用する予定でおります。 

また、水道の施設の関係ですけれども、現在、

音根内の福祉会館なのですが、音根内地区につき

ましては、水道の供給施設というのが別にござい

ます。そこにつきましては、発電機の容量がかな

り大型のものが必要になることを伺っておりま

す。そちらにつきましては、現在の発電機は

ちょっと対応できないものですから、今後、先ほ

ど言っております宝くじ事業、こういったものの

活用ができないかということで、地域の方とお話

のほうを進めてまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。市の新庁舎

移転に伴って、市で使っていたものも有効活用し

て、あと残すところはもう１か所の大型のものを

何とかｔｏｔｏのほうで財源が組めればというこ

とで了解いたしました。 

続きまして、49ページの友好都市交流事業につ

いてお伺いいたします。 

昨年、79万3,000円の予算だったのですけれど

も、31万1,000円に減額された理由というのをお

尋ねいたします。 

○佐々木司企画調整課長 これまで企画で予算を

持っておりました、天童市のマラソン大会へ市民

ランナーを派遣する経費を観光課のほうに移管し

たことによる減でございます。 

○永本浩子委員 それでは、財源の移譲という

か、事業自体は変わらずにやっていくということ

で理解させていただきました。 

残る31万1,000円を使っての令和６年の交流事

業の予定はどのようになっているのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 流氷まつりとか、七福

神まつりなどのイベントに友好都市３市をお招き

した際の歓迎に係る経費などでございます。 

○永本浩子委員 流氷まつりにも友好都市の皆さ

んに来ていただいて、大変喜んでいただけていた

かと思っておりますけれども、今回の流氷まつり

には何人ぐらいの方がこちらに来てくれたので

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 ３市から、合計で７名

のお客様をお迎えいたしました。失礼しました。

市長部局に限ってのお話ですが、７名のお客様を

お迎えいたしました。 

○永本浩子委員 コロナもありまして、なかなか

こういった事業ができていなかったことなので、

今回７名ですけれども、いい交流を続けていけれ

ばと思っております。 

続きまして、友好都市の訪問団派遣事業につい

てお伺いいたします。 

先ほども質問がありましたけれども、冬休みを

利用して、５、６年生、16人、大人も入れて20人

派遣されることをお伺いしました。交流して、

行って帰ってきた後の交流の報告等はどのように

なっているのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 帰ってきた後、市長、
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教育長に対する報告、併せて学校内での事例発表

といったことが行われていると伺っております。 

○永本浩子委員 ５、６年生で16人ということ

は、行けない子供のほうが多くなるかと思います

ので、こういう校内での報告会等しっかりやって

いただけることが大切かと思っております。 

網走としては、毎年、冬休みに派遣することに

なるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 厚木市への小学生の訪

問団の派遣ですが、隔年で実施しております。令

和６年度におきましては、通算９回目の派遣事業

でございます。 

○永本浩子委員 隔年ということは１年置きとい

うことで、そうすると、厚木から網走にお迎えす

るのも、こちらが行かない年に向こうから来ると

いうような形になるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 厚木市から網走市への

小学生の訪問に関しましては、夏休みを利用して

毎年お越しいただいております。 

○永本浩子委員 厚木からは毎年来てくださって

いるということで、厚木のほうからは何人ぐらい

の生徒が来てくださっているのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 おおむね、お子さんた

ち80名ほどがお越しになっております。 

○永本浩子委員 網走は16名で隔年、向こうから

は毎年80人が来てくださっているということで、

財政状況の違いなのかと思いますけれども、こう

いう状況に関しては、市としてはどのように捉え

ていらっしゃるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 より多くのお子さんた

ちに様々な経験を積んでいただきたいという思い

はありますけれども、なかなか現実とのギャップ

といいますか、なかなか思うような実施が難しい

という側面はありますけれども、ただ、過去には

厚木市からお越しになったお子さんたちをお迎え

した学校の子たちが、短い交流の時間でありまし

たけれども、すっかり仲良くなって、厚木市にも

興味を持ち、翌年の網走市からの派遣のときに積

極的に参加してくださったという事例もございま

すので、ここは、数はもちろんのこと、質のほう

も重視しながら、交流を進めていきたいと考えて

おります。 

○永本浩子委員 来ていただけるのは本当にあり

がたいことで、そういったところから友情が芽生

えて、交流が深くなることが、将来の網走にとっ

ても大変よい方向につながっていくのではないか

と思いますので、今後もしっかりと続けながら、

１人でも多くの子供がそういう経験ができるよう

にしていっていただければと思います。 

前に、天童市の将棋大会に小学生も参加すると

いうような取組も考えているというのは、この事

業ではなかったですかね。 

○佐々木司企画調整課長 広く団体レベルでの、

市民レベルでの交流が図られるよう、令和５年度

から交流活動を実施する団体への補助制度という

のを設けまして、令和５年度、１件実施がござい

ました。それが将棋をきっかけとした天童市との

交流でございます。 

○永本浩子委員 それは実現されたのでしょう

か。ここで聞いても大丈夫ですか。 

○佐々木司企画調整課長 昨年秋に、網走の将棋

連盟の方たちがお子さんを連れて天童市に出向き

まして、本場天童市での将棋大会に参加して交流

を深めてきたという実績がございます。 

○永本浩子委員 こういった取組も、私としては

大変いい取組だと思っているところですけれど

も、これは今後も続けていく形になるのでしょう

か。 

○佐々木司企画調整課長 本年度も予算を計上し

てございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

続きまして、同じく49ページの出会い創出支援

事業、先ほども質問があったところですけれど

も、商工会議所青年部の主催のこの事業が、なか

なか毎回いい結果を出してくれているなと思って

いたところで、これからもぜひ続けていっていた

だきたいと思っておりますけれども、令和６年度

も前年と同じ予算10万円ですが、これは商工会議

所青年部の開催しか考えていない予算ということ

で組まれたものなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 実施する特定の団体を

想定したものでございませんが、１件の実施に対

応するよう予算を計上しているところでございま

す。 

○永本浩子委員 以前にも、商工会議所青年部以

外の団体でも何度かこの出会い創出の事業をやっ

てくださった団体もあったかと思うのですけれど

も、そういった団体が開催した場合というのはど

うなるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 これまでも、他の団体
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で様々やっていただいた経過がございます。予算

計上額としては１件ですけれども、複数の団体か

らの希望があった際には、他の費目の残額なども

勘案しながら対応してまいりたいと考えておりま

す。 

○永本浩子委員 では、ほかの団体がやったとき

も同じく10万円の補助が令和６年度に関しては出

るということで、確認をさせていただきました。 

先ほども、石垣委員のほうからも話がありまし

たけれども、私もこの10万円で本当に足りるのか

なという、もっと増やしたほうがいいのではない

かなということを感じていたところですので、ぜ

ひ、先ほども答弁がありましたけれども、主催者

の方々との協議をしていただきながら、予算立て

に関しても考えていっていただきたいと思ってお

ります。 

続きまして、同じく49ページの日体大高等支援

学校入学支援補助金600万円についてお伺いいた

します。 

これは、毎年同じく600万円が計上されており

まして、１人15万円の補助金の40人分かと思いま

すけれども、昨年５月からコロナが５類に移行し

まして、それまでコロナ禍でなかなか持ちづら

かった学校説明会等も、昨年は何か所か多く開け

たのではないかと思っているところですけれど

も、何か所ぐらい開催できたのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 昨年は、東京、旭川、

釧路、札幌、帯広の５会場で開催をしておりま

す。 

○永本浩子委員 そして、参加人数と反応等は、

学校のほうから聞いていらっしゃいますでしょう

か。 

○佐々木司企画調整課長 学校説明会には、45名

が参加してくださったと伺っております。この数

は、平年と比較いたしましても同じ規模の人数と

いうふうに伺っております。 

○永本浩子委員 学校説明会の開催箇所全部合わ

せて45名ということで、その前とほぼ変わらない

ということですか。 

もう少し多くなっているのかなとちょっと期待

したところだったのですけれども、なかなか現実

はそこまではいっていないということかと思いま

すけれども、この状況を市としてはどのように捉

えていらっしゃいますか。 

○佐々木司企画調整課長 学校説明会にお越しに

なった親御さん、生徒たちは45名で、さほど例年

と変わらない状況ではございましたが、もう一

方、オープンスクールというのも開催しておりま

して、こちらにつきましては、150名がお越しに

なっております。 

前年、令和４年度は114名、令和３年度は中止

となりましたが、その前の令和２年度が55名とい

うことから考えますと、支援校に対する注目は高

まっているのではないかというふうに考えており

ます。 

○永本浩子委員 今の答弁を聞いて安心いたしま

した。 

そして、これまでの入学者の推移と現時点の入

学予定者をお伺いいたします。 

○佐々木司企画調整課長 入学者の推移ですが、

令和６年度、２月末の状況ですけれども28名と

伺っております。 

令和５年度につきましては28名、令和４年度に

つきましては31名、令和３年度につきましては26

名でございます。 

○永本浩子委員 定員40人にはなかなか届かない

というところで、少子化でもありますので、難し

い部分もあるかと思うのですけれども、ブドウづ

くりを今、日体大高等支援学校はやっておりまし

て、次々にサイダーやソルベ、今回はワインも商

品化されて、子供たちも大変やりがいがあるので

はないかと思っているところですけれども、これ

が他校との差別化とか、売りになっているので

しょうか。これからというところなのでしょう

か。 

○佐々木司企画調整課長 日体大支援校につきま

しては、スポーツ、創作、情操を三つの柱とした

大変特色のある教育を展開しているというふうに

認識しております。 

中でも、リエントリー事業を活用いたしました

ブドウの栽培、また、ここからのサイダー、ジェ

ラート、そして今朝の新聞報道でもありましたけ

れども、明日にはワインの完成の発表会もあると

いうふうに伺っております。 

こういったことも他校にはない特徴的な活動で

あるというふうに捉えておりますので、学校のＰ

Ｒの好材料となるべきものかと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、道内にも同じような学校

ができているということで、差別化を図る意味で

も、こういったところをしっかり売りにしていっ
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ていただきたいと思うところですけれども。 

もう一つ、保護者の方が多分気にされるだろう

なと思うところは、卒業後の雇用、進学状況とい

うところだと思いますけれども、この点は、今年

はどういう状況になっているのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 ２月末時点での情報で

すが、進路の決定を保留している方がまだ７名い

るようでございます。その７名の方を除けば、全

員が進学、就職と進路が決定しているというふう

に伺っております。 

○永本浩子委員 ７人保留しているというのは、

勤めるか、進学かというところで保留していると

いうことなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 保留の内容、状況につ

きましては、承知をしてございません。 

○永本浩子委員 大体、今まで、ほぼ全員が進

路、雇用が決まっていることが、日体大高等支援

学校に預けていただくための大きな安心材料に

なっていたかと思っておりますので、この７人の

保留がどういう状況かはわかりませんけれども、

最終的にはきちんと方向性が決まることを祈って

おります。 

続きまして、日体大高等支援学校生徒確保対策

支援補助金についてお伺いいたします。 

この事業に関しては、全額寄附金ということで

市からの持ち出しはないというふうに認識してお

りますけれども、ただ、金額が年々減ってきてい

るようなのですけれども、その辺の理由はどう

いったところにあるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 補助額につきまして

は、寄附者の意向、また学校が来年度行いたいと

いう取組、これらを勘案して決定しているもので

ございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

寄附金の額というのは、全体で今どれぐらいに

なるかというのは、聞いても大丈夫なのでしょう

か。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時41分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時55分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 永本委員の質疑に対する答弁から。 

 企画調整課長。 

○佐々木司企画調整課長 日体大支援校に対しま

す特定の寄附ですが、平成27年度からこれまで、

毎年おおむね2,000万円ほどずつ、合計で２億491

万円を頂戴してございます。 

このうち、令和６年度で4,300万円を補助する

ことで、全て使い切るという状況でございます。 

○永本浩子委員 ちょっと聞いて驚くぐらいの高

額な寄附を頂いていたということで、心から感謝

していきたいと思います。 

今後に関しては寄附ですので、こちらから何と

も言うことはできませんけれども、しっかりとい

い形で使えるようにしていくことが大事かと思っ

ております。 

それでこの寄附、令和６年度は4,300万円なの

ですけれども、テレビＣＭや奨学金などに活用さ

れているということですけれども、具体的な中身

についてはどのようになっているのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 まず、学校の宣伝に関

する経費といたしまして、新聞への広告、それか

らテレビＣＭ、また女満別空港での広告看板、併

せて札幌ドームへの広告看板、また学校の見学ツ

アーの部分ですが、ここは、座学とか部活体験、

学校見学、こういったことに約290万円。また、

子供たちに対しまして奨学金の制度を新たに創設

しておりまして、こちらの原資といたしまして約

1,000万円、こういった活用がされるように伺っ

ております。 

○永本浩子委員 様々な形で、テレビＣＭと新聞

の広告、また奨学金もやっていただいているとい

うことで、市のほうからも１人15万円というお金

も出ておりますので、網走までお子さんを預けて

くださっている保護者の皆さんにとっては、大変

に助かる内容になっているかと思います。 

昨年は、多分テレビＣＭや新聞広告の結果だと

思いますけれども、学校への問い合わせや資料請

求が例年になく増えているということでしたけれ

ども、今年の状況はどのようになっているので

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 学校に対する問合せの

件数ですが、学校ＰＲを始める前の令和３年度で

は70件ほどだった問合せが、令和４年度は127

件、令和５年度は150件と、学校の宣伝効果が少

しずつ現れてきているものと承知をしておりま

す。 

○永本浩子委員 少しずつ、最初に比べると、令
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和３年に比べると倍以上の問合せが来ているとい

うことで、取組の効果としては現れているのでは

ないかなと思いますけれども、これはなかなか難

しいですけれども、今後の見通しとしてはどのよ

うに市はお考えでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 オープンスクールへの

参加者数、あるいはその問合せの件数などには、

学校の宣伝効果が数字として現れてきていると考

えておりますが、なかなかそれが入学者にはまだ

直接結びついていないというところもございます

ので、今後もしっかりと入学者の増につながるよ

うな取組に展開していきたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、そういったところに力を

入れていただいて、何とか定数を獲得できるとこ

ろまでいければいいなと思っております。 

続きまして、同じく49ページの学生活動支援事

業補助金についてお伺いいたします。 

150万円の予算ということで、１件50万円の３

件分の予算だと思いますけれども、令和５年度の

実績はどのような状況だったのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 令和５年度の実績でご

ざいます。合計で５件の申請がございました。具

体的には、東京農業大学オホーツクキャンパスか

ら４件、それから市内の桂陽高校から１件、合計

５件の申請がございました。 

申請の内容ですが、東京農業大学から来た４件

につきましては、フレグランス製品用の香料の開

発、それからハマナスを原材料といたしましたバ

スソルトの開発、また有名なシェフの監修による

地域の食材を生かしたメニューの開発、それから

モクズガニを活用した商品開発に向けた市場調査

でございます。 

桂陽高校からの１件につきましては、ポテト

チップスの新しいフレーバーの開発という内容で

ございます。 

○永本浩子委員 なかなかいろいろな角度のもの

が出てきていて、要するに、５件出たわけですけ

れども、予算としては足りたのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 予算は、１件上限50万

円の３件、150万円を見込んでおりましたが、今

回５件でございまして、ただ、大学からの４件に

つきましては、上限額までいかなかったこともあ

りますので、桂陽高校を含めた全５件に対しまし

て160万円の決算見込みでございます。 

○永本浩子委員 しっかりと予算、少しオーバー

するぐらいのいい結果だったのではないかと思い

ます。 

こうした中で、商品化の見通しが立っているよ

うなものというのはあるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 現時点で確認できてお

りますのは、桂陽高校で開発いたしました新しい

フレーバーのポテトチップスが、今月にも、学校

内あるいはベーシック橋北店で先行販売されると

いうふうに伺っております。 

大学のほうにつきましては、この後の展開、ま

だ状況が把握できておりませんが、ただ、これま

での例でいきますと、開発したものをクラウド

ファンディングで資金を獲得して量産化に持って

いったという例もございますので、恐らくそう

いった展開になるのではないかというふうに考え

ております。 

○永本浩子委員 今月中にも、何と身近なベー

シック橋北店で、本当に若いメンバーのこういっ

た力が一つ形になるということは嬉しいことなの

で、ぜひまた応援をしていきたいと思っておりま

す。 

この事業ですけれども、昨年から学生商品開発

事業をやめて、もっと間口を広げるという意味

で、今回の学生活動支援事業補助金になったと記

憶しておりますけれども、この中では、モクズガ

ニの市場調査等が新しい間口を広げた部分に当た

るのかと思いますが、その辺のもくろみとしては

どういうふうに捉えていらっしゃるのでしょう

か。 

○佐々木司企画調整課長 モクズガニにおきまし

ては、市場調査を行ったということですけれど

も、これも商品開発を視野に入れての取組でござ

いますので、商品開発以外の利活用というところ

は、令和５年度においてはなされなかったのかな

と押さえております。 

○永本浩子委員 せっかく間口を広げたわけです

ので、商品開発が進むのも本当に嬉しい限りです

けれども、さらにそういったボランティア活動と

か、そういったところにも活用してもらえるよう

に周知することが必要ではないかと思いますけれ

ども、どのようにお考えでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 もともとの商品開発補

助から枠を広げまして、例えばボランティア活

動、クラブ活動、まちづくりに係る勉強会など、

地域の課題解決に向けた研究・研修などの活動に
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も使えるように展開を考えていたところでござい

ますので、今後、引き続き、各団体、学校などに

も周知をしてまいりますが、特に商品開発のみな

らず、自主的な活動も対象になるのだよというと

ころを丁寧に説明しながら、よりよい補助金の活

用をしていただけるように取り組んでまいりま

す。 

○永本浩子委員 ぜひその辺のところ、具体例等

も入れながら、わかりやすく周知をしていってい

ただければと思います。 

続きまして、高大連携学生確保対策事業補助金

についてお伺いいたします。 

今回から、関東の高校も視野に入れて50万円か

ら100万円に増額になったわけですけれども、も

ともとはピーチの女満別・関空間の便が就航した

ことで、令和４年からスタートした関西圏の高校

との交流事業だったかと思いますけれども、女満

別・成田線が、多分まだ運休したままだと思いま

すが、今度、関東の高校もとなると、かなりお金

がかかるのではとちょっと心配するところですけ

れども、その辺はどのようになっているのでしょ

うか。 

○佐々木司企画調整課長 首都圏から学生が網走

市に入ってくる交通手段につきましては承知して

いないところではありますが、大学のほうで必要

な負担をするものと認識しております。 

○永本浩子委員 東農大のそういった事業に対す

る市としての補助なので、その辺のところは大学

のほうで考えていらっしゃるのだということです

ね。 

また、ピーチが通年運航から期間運航になりま

して、多分、夏の間の事業になるのではないかと

思うので、それほど期間運航になったことによる

影響はないかと思いますけれども、その辺のとこ

ろはどうなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 現時点で、期間運航の

影響については考えておりませんが、ただ、かか

る経費に見合う支援をするために増額もしたとこ

ろでございますので、大学のほうにはこの補助金

を活用していただければと思っております。 

○永本浩子委員 しっかりと活用していただきな

がら、期間運航になったことによる影響は、ほぼ

ないということでよろしかったでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 季節運航になったこと

の影響につきましては、大学からは聞いておりま

せん。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

また、令和５年の実績と反響は、先ほどの質問

でお伺いいたしましたので、合計87人が来て、い

い展開がされているということで了解いたしまし

た。 

もともと、この事業というのは、東京農大の入

学者の確保と交流人口の創出につなげていきたい

というところではなかったかと思いますけれど

も、それに関する手応えとしては、当市としては

どのように捉えていらっしゃるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 高大連携プログラムに

参加した生徒は、大学から聞き及んでいるところ

によりますと、これに参加したことをきっかけに

農大を一つ進学の候補校として位置づけるといっ

たような生徒も何名かいらっしゃるというふうに

聞いており、また、このオホーツクの地で学んだ

ことを地域に帰ってから、学内あるいは周辺校に

おいてプレゼンテーションをしてＰＲをするなど

といったような活動もされておりますので、交流

人口、関係人口の拡大に一定の成果があるものと

考えております。 

○永本浩子委員 なかなかいい流れになっていけ

ればと思っております。やはり網走に来てもらえ

れば、この網走のよさがわかってもらえるという

ことで、ぜひこの事業も続けていっていただけれ

ばと思います。 

続きまして、生活緊急情報メールの配信事業に

ついてですけれども、ＬＩＮＥのほうができたわ

けですけれども、この生活緊急情報メールのほう

の登録者は増えているのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらの生活

緊急情報メール配信事業の「お知らせメール＠あ

ばしり」の登録件数ですが、令和５年度に関しま

しては、昨年度よりも77名の減少で、現在の登録

者数3,815人ということで、減少したということ

になっております。 

○永本浩子委員 77名減少しているということ

で、考えられるのはＬＩＮＥのほうに切り替わっ

たということなのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 恐らくなので

すけれども、ＳＮＳが普及している部分もありま

すので、そういったところに流れていっているの

ではないかと考えております。 

○永本浩子委員 そしてまた、新しい配信システ
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ムということで、情報発信構築事業が今年度後半

10月からスタートするということで、また少し漏

れていたところにも情報発信ができるようになる

かと思いますけれども、このメールを残す理由と

いうのは、もう一度ちょっと確認させていただき

たいのですか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらのメー

ルを残す部分なのですけれども、Ｊアラートの通

知がメール経由でＬＩＮＥに発信するという部分

を構築しておりますので、こういった部分で残す

というのもございますし、情報を伝える上でデジ

タル化推進計画、網走市のＤＸ推進計画にも載っ

ているのですけれども、伝えるメディアのほうは

マルチチャネル化したいというところでございま

すので、そういった方針からもメールも残してい

こうという判断でございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。メールを通

じてＬＩＮＥに発信をしているというところです

ね。 

そして、公式ＬＩＮＥの管理事業ですけれど

も、こちらのほうの友達登録の状況はどうなって

いるのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 網走市公式Ｌ

ＩＮＥの３月１日時点の登録者数は3,338人で、

昨年の３月１日時点と比較しまして1,240人の増

加となっております。おおよそ月平均に直します

と大体一月100人ほどの登録をいただいていると

いう形になっております。 

○永本浩子委員 どんどん増えているということ

で、スタートしてから１年かと思いますけれど

も、ＬＩＮＥの年数から比べるとＬＩＮＥの登録

者数のスピードはかなり早いのかなと思っており

ます。 

 そしてまた、ＬＩＮＥの利用に関するアンケー

トを取ったかと思いますけれども、アンケートの

結果というのはどのようになっているのでしょう

か。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 今年２月１日

から29日にかけまして、利用者アンケートのほう

を実施しております。711件の回答がございまし

て、その中で、「これまでに配信された情報でよ

かったものや役に立ったものはあるか」という問

いに対しまして94.9％の方が「ある」と回答して

おります。また「今後充実してほしい情報はどれ

か」という問いに対しまして「防災、緊急情報」

が79.1％、「ごみの分別収集」が52.5％、「イベン

ト、講座」が47.6％となっております。 

また、追加してほしい機能や様々な御意見も多

数頂いておりますので、今後の運用の参考にして

いければと思っております。 

○永本浩子委員 大変好評ということではないか

と思います。 

ＬＩＮＥを使って各種手続の事前申請や公共施

設の予約、ごみの分別検索、子育て健康情報の検

索などができるようになっておりますけれども、

その利用状況というのはどのようになっておりま

すか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 今、デジタル

推進室で把握しているものに関してなのですけれ

ども、ＬＩＮＥからの電子申請につきましては、

書かない窓口の各種手続につきまして事前申請が

できる形となっておりまして、４月１日からの利

用件数は、アクセス件数で28件という形で、その

うち有効になっているのは９件ということで、低

調な部分がございますので、今後課題の洗い出し

をしてまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 多分こういうことができること

自体を知らない人が多いのではないかと思います

ので、ぜひまだまだ、できてから１年ですので、

これからだと思いますので、しっかり取り組んで

いただきたいと思います。 

 また、道路の問題や災害情報を市民の皆さんか

ら写真を撮ったものを送って通報していただくこ

ともスタートしておりますけれども、どれぐらい

来ているのでしょうか。 

○井戸達也委員長 永本委員、時間が来ておりま

すので、まだありますか。 

○永本浩子委員 では、この関係の質疑で終わら

せていただきます。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事  ＬＩＮＥに

よる通報状況につきましては、網走市公式サイト

のほうでも公表しておりますが、４月１日から２

月末時点で17件の通報がございました。 

○永本浩子委員 17件ということで、私自身も、

道路に倒木があったのを、写真を撮って送ろうか

と思ったのですけれども、送る作業をしているよ

りも電話したほうが早いかなということで電話を

してしまったのですけれども、なかなかこの辺の

ところも生かし切れていない部分もあったりと

か、やり方がきちんと伝わっていない部分もある
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かと思いますので、公式ＬＩＮＥができまして、

イベントのお知らせや様々な取組がカラーで見ら

れるなど情報量も豊富で、もっともっと多くの市

民の皆様に利用していただきたいという思いでお

ります。 

ＬＩＮＥ登録の仕方がわからない方へ便利な機

能などわかりやすく書いたチラシ等を全戸配布す

るなど工夫をしていただいて、ＬＩＮＥに対する

利用者数を伸ばしていっていただきたいと思いま

す。 

私からの質問は、以上で終わらせていただきま

す。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 できるだけ簡潔に質問したいと

思います。 

まず、市税について伺いたいと思います。 

款にある市税では、歳入として50億1,000万円

で、前年より4,700万円の増であります。項の市

民税では24億4,300万円と、前年よりおよそ1,140

万円の減と。目の個人市民税は21億3,300万円

で、前年より7,390万円の減となっております。

昨年は、前年より２億3,900万円の増となってお

りました。 

説明欄を見ると、調定額、収納率、個人均等

割、個人所得割など、全てが前年より僅かではあ

るのですが低い数字となっております。この違い

について、どのような要因で変化したのか伺いま

す。 

○稲垣一寿税務課長 市税の主な増減要因という

ことで、まず、個人市民税の減少の要因ですが、

令和５年の猛暑等の影響によりまして、農業、漁

業のほうが減少の見込みとなっておりましたが、

給与や営業所得などは増加する見込みであるた

め、個人所得全体では増加の見込みとしておりま

す。 

ただし、均等割につきましては、令和５年度ま

での復興特別税の500円の加算が終了ということ

で、その分減少となっております。 

所得割額自体は増加するのですが、影響が大き

いのは個人住民税の定額減税のほうで、１億

2,000万円程度の減額を見込んでおりまして、差

引きで前年度当初予算対比、これは現年度課税分

の説明なのですが、7,372万1,000円の減、マイナ

ス3.4％の見込みとなったところでございます。 

○松浦敏司委員 なるほど。個人所得税というよ

うなことも、お話ありました。わかりました。 

それで、次に、法人市民税ですけれども、３億

1,000万円で、前年より6,250万円の増と。前年よ

り5,800万円の減だったのですが、説明欄を見る

と、現年分、それから収納率等も僅かではあるの

ですが数字が上がっているのですけれども、こち

らについてはどのように判断しているでしょう

か。 

○稲垣一寿税務課長 法人市民税の増加の要因で

すが、法人市民税につきまして、令和５年度の時

点で減少すると見込んでおりました食肉加工関係

の農林業や製造業のほうが令和５年度においても

大きく増加しておりまして、令和６年度も好調を

維持するものと見込んでおります。 

ただし、一部の業態では減少が見込まれます

が、その他、サービス業、卸売業、運輸業なども

増加すると見込まれることから、法人市民税全体

として、前年度、現年度の予算対比で6,262万

7,000円の増、プラス25.3％と見込んだ結果、こ

のような数字になったものでございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、網走の法人

の関係は、まずまずの事業をやる見込みだという

ような捉え方としているというふうにわかりまし

た。 

それで、調定額の内訳で、法人均等割が１号法

人から９号法人まであるのですけれども、この中

でたくさんいろいろ書いているのですけれども、

この１号から９号の法人の、ざっとでいいのです

けれども、違いについて伺います。 

○稲垣一寿税務課長 今、御質問のありました法

人均等割の１号法人から９号法人についての違い

なのですが、申し訳ございません、今ちょっと内

訳の数字が手元にないのですが、違いは従業員数

と、あと売上額、資本金額ですね、そちらのほう

の数字で１号から９号まで区分されているもので

ございます。 

○松浦敏司委員 事業の規模の大きさによってと

いうことですね、わかりました。 

次に移ります。固定資産税についてです。 

歳入では、前年より3,880万円の増と。説明欄

を見ると、調定額で 3,700万円、収納率では

98.9％と、前年と同じ。課税標準額では、前年よ

り261万円の増。しかし土地、家屋とも減で、償

却資産が前年より426万円の増となっているので
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すが、この辺の内容について説明をお願いしま

す。 

○稲垣一寿税務課長 ただいま御質問のありまし

た固定資産税の増加の要因ですが、まず令和６年

度は、評価替えの年に当たりまして、土地、家屋

につきましては減少となります。 

内訳につきましては、土地については、地価下

落に伴う路線価の見直しによる影響が大きく、調

定額で、前年度予算対比で882万6,000円の減、マ

イナス2.5％の調定減と見込んでおります。家屋

につきましては、新増築による増加はあります

が、既存家屋の経年減価の影響が大きく、調定

額、前年予算対比で1,419万5,000円の減、マイナ

ス1.4％の調定減を見込んでおります。 

償却資産につきましても、既存資産の減価償却

による減少はございますが、新たに大規模な設備

の増加が見込まれるものですから、償却資産につ

きましては、前年度予算対比で5,969万8,000円の

増、プラス13.2％の調定増ということで、固定資

産税全体としては、前年度予算対比で3,667万

7,000円の増、プラス2.1％を見込んでいるところ

でございます。 

○松浦敏司委員 償却資産が増えるという見込み

ですが、大きいものだということなのですけれど

も、言える範囲でどんなものなのか伺います。 

○稲垣一寿税務課長 償却資産の大規模な施設と

いうことで、先ほどの発電施設が課税になること

が大きな増要因となっているものでございます。 

○松浦敏司委員 ちょっと聞き逃してしまったの

だけれども、発電施設、具体的にはあばしり電力

の関係なのですか。 

○稲垣一寿税務課長 すみません、バイオマス発

電の施設でございます。 

○松浦敏司委員 失礼しました。バイオマスね、

わかりました。 

それから、滞納繰越分として、調定額を9,640

万円、収納率10％というふうにあるのですが、見

込みがあるから、こういう数字が上がっているの

だというふうに思うのですが、この辺についてわ

かるように説明いただきたいと思います。 

○稲垣一寿税務課長 ただいま御質問のありまし

た滞納額の調定額のことですが、収納につきまし

ては、現年度分優先ということで徴収を行ってお

りますので、どうしても滞納繰越分まで満たない

場合がございまして、結果的にこのような数字の

積み上げになっているものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

では、次に移ります。 

軽自動車税についてであります。 

３項の軽自動車税では、本年度１億1,422万

8,000円で、前年より75万4,000円の増となってお

ります。１目の環境性能割では１万8,000円の減

となっております。２目の種目別が77万2,000円

の増となり、差引き75万4,000円となるのです

が、その辺説明いただきたいと思います。 

○稲垣一寿税務課長 軽自動車税の関係ですが、

まず環境性能割につきましては、新車取得時のか

かる税金ということで、現在、市町村に代わって

北海道が以前の自動車税と同じように徴収してい

るものですから、こちらのほうは北海道からの数

字を積み上げたものでございます。 

続きまして、軽自動車税種別割のほうですが、

課税台数自体は大きく変動はしておりませんが、

税率が安いものから新税率の高いものへの買い換

えが進んでいるのではないかということから、全

体の税額としては、軽自動車税種別割、現年度

で、対前年度予算対比で73万1,000円の増、0.7％

微増ということで見込んでおります。 

○松浦敏司委員 いまいち、ちょっとわからない

ところがありまして、原動機付自転車、一般的に

私たちは原付といったら50cc以下のバイクのこと

を指しているので、そういうものかなというふう

に思うのと、その下に、小型特殊自動車というの

がありまして2,446台、それからその下に軽自動

車１万704台、雪上車はわかるのですが、あとそ

の下に二輪小型自動車というのが476台、この二

輪小型自動車と原付自転車、あるいは小型特殊自

動車、この辺の違いがよくわからない。その辺も

うちょっとわかるように伺います。 

○稲垣一寿税務課長 ただいま御質問のございま

した軽自動車の区分ごとの違いでございます。 

まず、二輪車でいきますと、原動機付自転車、

こちらが125cc以下のものが原動機付自転車の区

分、小型二輪自動車というのは、それを超えた

125ccから250cc以下、これが二輪小型自動車とな

ります。これを超える250cc以上の二輪車につき

ましては、軽自動車１万704台のうちに入ってお

りまして、これにつきましては250ccを超える排

気量の二輪車は全て軽二輪車ということで、こち

らに含まれております。 
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小型特殊自動車につきましては、主に農耕用の

車両、あとは最近増えているのは、よく街中でも

見るのですが、ミニのホイールローダー、ショベ

ルですね、そちらのほうが小型特殊自動車という

区分に分類されているものでございます。 

○松浦敏司委員 私のこれまでの古い認識とは

ちょっと違っていまして、そういう意味では、軽

自動車の位置づけという中に250cc以上のバイク

が入っていることがわかりました。認識を新たに

したところです。 

それで、小型特殊自動車というのが61台増えて

いるのですが、これはさっきの話だと、農業用の

機械からタイヤショベルまで入っているというよ

うなことなのですけれども、その辺の内訳という

のはわからないですか。 

○稲垣一寿税務課長 ただいまの御質問にありま

した小型特殊自動車の車種による内訳ですが、市

税としての区分では、あくまでも小型特殊自動車

という区分でしか分かれていないものですから、

詳細の内訳というのは特に算出していないところ

でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

次に、11款の地方特例交付金について伺いま

す。 

本年は１億3,875万6,000円で、前年より１億

2,286万8,000円の大幅増となっております。１節

には、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交

付金という長い名前で1,424万2,000円と。２節の

ところには、定額税云々と書いているのですけれ

ども、この辺の説明をお願いします。 

○古田孝仁財政課長 地方特例交付金についてで

すが、大きな地方特例交付金につきましては、11

款で計上しておりまして、その中で、同じく地方

特例交付金で分類している中に、住宅借入金のも

のと定額減税によるものがございます。それとは

別に地方税減収補填特別交付金として、新型コロ

ナウイルス感染症に伴う地方特例交付金の仲間も

ございまして、細かく言えば三つに分かれている

という内容でございます。 

まず、住宅借入金特別税額控除減収補填特例交

付金につきましては、平成20年度から始まった交

付金で、これは個人住民税におけます住宅借入金

等特別税額控除に伴う地方公共団体の減収を補填

するための交付金でございまして、令和６年度は

1,424万2,000円と見込んでいるところでございま

す。 

次に、定額減税減収補填特例交付金についてで

すが、こちらは令和５年度の国の緊急経済対策と

して、物価高による国民負担の緩和などを目的

に、納税者と扶養家族を対象に１人当たり所得税

３万円と個人住民税１万円を合わせて４万円の減

税が行われることに伴う個人住民税１万円分につ

いて減収となる金額を国が地方特例交付金として

交付するものでございまして、その額は１億

2,451万4,000円と見込んでいるところです。これ

が令和６年度、新しく生まれたものでございま

す。 

残る新型コロナウイルス感染症対策地方税減収

補填特別交付金についてですが、これは令和３年

４月１日から令和５年３月31日までに取得した先

端設備等に対しまして、３年間実質課税額がゼロ

となることにより生じた固定資産税、償却資産に

係る固定資産税の減収を補填してもらうもので、

その額は341万9,000円と見込んでいるもので、こ

ちらの交付金につきましては、令和８年度で終了

する予定でございます。 

○松浦敏司委員 コロナの関係の新型コロナ感染

症対策地方税減収補填特別交付金というのが、令

和８年で終わると今言ったのですか、８年でした

か、ちょっと確認します。 

○古田孝仁財政課長 新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補填特別交付金につきましては、

こちらは令和８年度に完了となります。 

中小企業事業者等が取得しました先端設備に対

する償却資産の税を実質ゼロになることによって

生じる減収を補填するもので、それが令和３年４

月１日から令和５年３月31日までに取得したもの

が対象になりまして、３年間、実質課税額がゼロ

になるというものですので、令和５年３月に取得

したものは、それから３か年の影響が生じますの

で、完了は令和８年でございます。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

次に、11款の公債費について伺いたいと思いま

す。 

新年度の公債費は34億3,164万8,000円、前年よ

り 2,708万円増、１目の元金では 32億 3,407万

7,000円で、前年より5,157万円の増となっており

まして、財源内訳の特定財源は９億632万2,000

円、一般財源が23億2,775万5,000円で、節で償還

金利子及び割引料は32億3,407万7,000円となって
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おります。 

特定財源の内訳では、それぞれ市債の１億円を

除くと都市計画税、負担金、使用料、基金繰入金

など、前年より数字が下がっているのですが、こ

の状況についての説明をお願いします。 

○古田孝仁財政課長 支出の公債費ですが、こち

らの特定財源と一般財源の関係のお話かと思いま

すが、こちらの財源につきましては、大きくは基

金からの繰入れが大きくなっておりますので、そ

こはその年の一般財源の状況に応じて、基金を大

きく繰入れたりという部分で変わってくるものも

あります。 

また、都市計画税とかにつきましては、減収傾

向にありますので、そのような影響も受ける状況

になってございます。 

それ以外につきましては、それぞれ使用料等算

出する中で、公債費に充てるべき割合とか決めて

いるものもございますので、それに応じて増減す

るような内容となっておりますが、全体といたし

ましては、特定財源が減っていくことは一般財源

の自由度を奪うことになりますので、そういうも

のを配慮しながら、交付税措置の高い起債とかと

いうものを活用しながら、そういう影響が生じな

いように対応してまいりたいと考えております。 

○松浦敏司委員 初歩的な話ですみませんけれど

も、例えば特定財源の都市計画税が前年でいうと

6,843万7,000円だったのだけれども、新年度にお

いては1,233万1,000円と、結構、私は大きな開き

があるなと思っているのですが、この辺の見込み

をこういうふうにしたという、何か原因があって

こうしたのだろうと思うのですけれども、その辺

の説明をお願いします。 

○古田孝仁財政課長 都市計画税につきまして

は、公債費に充てる部分もございますが、大部分

につきましては下水道事業に対します繰出しのほ

うで充当しておりまして、そちらの事業費との関

係もございますので、全体の中では、税務課の税

収の中の大きな動きになりますが、それぞれの充

て方につきましては、下水道事業とか、そういう

ものも勘案しながら計算されていくものでござい

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、説明欄に地方債償還元金と書かれてい

るのですが、これは過去の大きな事業などを行っ

たものも多分償還金の中に含まれているというふ

うに思うのですが、その辺、わかる範囲で、もし

お話できる部分があれば伺いたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 地方債償還元金につきまし

ては、実際借り入れた部分の元金を分割払いして

いるというか、後年度に分けて払っているもので

ございます。 

この内訳につきましても、それぞれの事業が

様々入っていますので、償還に応じたものが入っ

てはいるところですが、借入れとしては長いもの

で30年ということになっていますので、約30年前

に借り入れたものから入っているというような状

況でございます。 

○松浦敏司委員 30年前ですから、多分安藤さん

の最後の期の頃だったかなと思います。だから、

その頃はまだ結構大型の事業があって、今なおま

だそういう点では尾を引いているのかなというふ

うに思ったところです。 

次に移ります。 

会計年度任用職員についてであります。 

先に他の委員も質問しておりますので、私が聞

きたいのは、まず、今現在の正職員の定数と今現

在の職員数、そして男女の比率、まずその辺を伺

いたいのと、あと、会計年度任用職員の全体に占

める割合、会計年度任用職員は何人で、男女の比

率について伺います。 

○寺口貴広職員課長 職員数に関するお尋ねです

が、まず正職員につきまして、職員の配置基準に

つきましては350名となっておりますが、令和５

年度当初につきましては、356名在職している状

況となっております。 

また、会計年度任用職員につきましては231名

で、正職員と会計年度任用職員の合計は587名と

なっております。全職員に占める会計年度任用職

員の割合は39％となっておりまして、ここしばら

くは４割程度で推移している状況となっておりま

す。 

男女の比率ですが、正職員につきましては男性

が68.8％、女性が31.2％です。会計年度任用職員

では男性が22.5％、女性職員が77.5％となってお

ります。 

○松浦敏司委員 こうやって見ると、正職員と会

計年度任用職員を合わせると587名というと、昔

の正職員の数字と合計の数字は、相当似通った数

字だなというふうに思います。 

これは、今の小泉構造改革ということで、小泉
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純一郎首相と竹中平蔵氏が規制緩和というような

形で民間ができることは民間にというようなこと

でどんどん進められ、そういう流れの中で指定管

理者制度もできたりというようなことで、現業を

民間にというようなことがかなり進められてきた

と。 

現実には、網走は財政難に陥っていたので、そ

この中で結果として、その道を選ばざるを得ない

というようなことで、職員の削減という中で、同

時に、それに代わる臨時職員というような形に

なってきたと。 

近年でいうと、言い方を変えて、いわゆる臨時

職員の人たちがもうちょっと賃金が安定したもの

にというようなことで、会計年度任用職員という

ふうに数年前からなったということであって、そ

ういう意味では、会計年度任用職員の方たちの身

分というのは、以前よりはよくなったのだけれど

も、ではどんなふうになっているかといえば、先

ほどの話だとフルタイムが２人、あとはフルタイ

ムではない人たち、でもほぼフルタイムに近い勤

務状況でないかと思うのですが、その辺、いま一

度確認したいと思います。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員の勤務時

間につきましては、先ほど御答弁したとおり、フ

ルタイムについては現在２名となっておりまし

て、それ以外の者につきましてはパートタイム

で、正職員より短い勤務時間で勤務しているとこ

ろですが、この勤務時間につきましては、繰り返

しになるかもしれないのですけれども、真に必要

な時間を基本としまして、これまでも各所属に聞

き取りをした結果、このような時間を設定してい

るところでございます。 

○松浦敏司委員 あえてちょっと聞きますが、仕

事の内容は、基本的にはそんなに極端な違いはな

いように私たちには見えます。ただ、責任がとい

う点では、当然、正職員の方は責任ある立場にい

るのは間違いないのですが、会計年度任用職員の

皆さんの仕事も、相当正職員に近い形で夕方の４

時とか５時ぐらいまで働いているのではないかと

思うのですが、そういう意味では、同一労働、同

一賃金というようなこともよく労働運動の中で闘

われてきたことですけれども、それが今相当崩れ

てしまっているというのが現実かなと思うのです

が、正職員と会計年度任用職員の違いというの

は、あえて伺いますが、何なのですか。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員の業務に

つきましては、定型的な業務であったり、補助的

な業務ということで、規定されているところでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、ちょっと伺いますけれども、職場に

よっては、会計年度任用職員というのはいろいろ

なところで仕事をなさっていると思うのですが、

本庁舎以外にも相当、給食調理員をはじめ、多く

の職場で働いていると思うのですけれども、どの

ぐらいの職場で会計年度任用職員は働いているの

しょう。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員が配属さ

れている職場の関係ですが、各部署とか施設、合

わせまして68か所あります。そのうち59か所で会

計年度任用職員が雇用されている状況にありま

す。 

○松浦敏司委員 それで、会計年度任用職員だけ

の職場というのも多分あるのではないかと思うの

ですが、それは幾つぐらいあるのですか、事業名

等。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員のみが配

置されている職場ですが、児童館など６か所と

なっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

あと、小さな職場で正職員が１人とか、あるい

はそれ以外に会計年度任用職員が１人、２人と配

置されているような職場は何か所ぐらいあるので

しょうか。 

○寺口貴広職員課長 申し訳ございません。今

ちょっと詳細を押さえてはいないですけれども、

正職員が１人で、あとは会計年度任用職員という

職場も一定数あると考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

取りあえず、次に移ります。 

それで、会計年度任用職員が今現在、網走では

３年に一度雇用期間が終了して、そして引き続き

働く方は本人と話して、引き続き働く方もいらっ

しゃると。辞める方も当然いらっしゃるのかもし

れません。これは多分、私の調べでは、それぞれ

の自治体が判断する中で、３年というのもあれば

５年というところもあったり、中には、最後まで

というようなところもあるように聞いています

が、その辺どんなふうに考えて、網走は３年とい

うふうにしているのでしょう。 
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○寺田貴広職員課長 会計年度任用職員の更新の

回数のお話ですが、今、委員からお話ありました

ように、回数については、それぞれ自治体の判断

が基本になっていると思います。そうした中で、

網走市としましては、国の非常勤職員の制度に倣

うような形で、２回の更新で、３回目で改めて公

募で行っているところでございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、私は、もう

そろそろ３年とかというのはやめていいのではな

いかと。働く側からすれば、不安定な雇用より安

定した雇用がいいに決まっています。それは安心

して働けるわけですから。そういう意味では、今

のこの３年というのは、働く人たちの立場に立っ

て考えていく必要があるのではないかと。 

今すぐ答えを出せなどということは言いません

が、この管内でも、いわゆる最後まで、定年にな

るまで会計年度任用職員という立場が保障されて

いるというようなことも聞いていますので、そう

いう意味では、より安定した職場にしていくため

に、今後、検討していっていただきたいと思うの

ですがいかがでしょう。 

○寺口貴広職員課長 更新回数につきましては、

全国的に見まして、当市と同じような自治体が多

いかと思いますけれども、様々な制度を設けてい

る自治体もあると思いますので、その辺について

は、引き続き調査研究してまいりたいと思ってお

ります。 

○松浦敏司委員 よりよい職場、働きやすい職場

というのが大事だと思うし、やっぱり今のこの網

走の人口減少を考えていくと、相当危機的ですよ

ね。３万人を割るのは、もう当初予定より相当早

く来てしまうのではないかというふうにさえ、私

なんかは、先の短い人間は感じるわけです。 

そういう意味でも、網走市の中で子育てしやす

い取組というのは、この間、水谷市長も頑張っ

て、こども医療費の無料化も高校生まで、18歳ま

でというふうになったり、学校給食どころか、幼

稚園からずっと給食の無償化というのもやって、

そういう子育てしやすい環境を少しでもつくろう

というふうになっているという点では、私は評価

をするのですが、一方で、やはり働く人たちの環

境もぜひ整えていく必要があるのだというふうに

思いますので、大いに努力をしていただいて、会

計年度任用職員の立場をしっかり守るようにして

いただきたいというふうに要望したいと思いま

す。 

最後に、防災についてです。 

防災については、いろいろ皆さんから議論もあ

りました。今年は１日から能登の地震があって、

大変な災害が起きたということであります。能登

でみると、やはり一番強烈なのは道路が寸断され

た。あの半島の中で大事な大きな道路が寸断され

たということでありました。 

ですから、そこは、先日職員の方が言っていま

したけれども、災害で救援に行くにも道路が寸断

していて、行くに行けない。職員はそのことに

よってもうどうにもならないという、そういうお

話もしていて、いや、それはもう本当に辛い話だ

なというふうに思いました。 

そういう意味でも、やはりこの網走でもそうい

うことも想定する必要があるのだなというふうに

思いましたが、今現在、原課として避難所の在り

方についてどのように考えているのか、まず伺い

ます。 

○八百坂則勝総務防災課参事 まず、避難所の在

り方についてですが、現在、学校やコミセンなど

に防災備蓄品や発電機などを備蓄しているところ

でございます。また、コミセンにおきましては、

停電時に暖房照明用の電気を確保するため非常用

電源も整備しているところでございまして、令和

６年度事業では、非常用電源を郊外地区の避難所

にも整備するよう予定しているところでございま

す。 

○松浦敏司委員 先ほどの議論の中では、ダン

ボールベッドも311個ほどあるということで、こ

れで足りるか足りないかはわかりません。災害の

状況によっては、足りない場合もあるかもしれな

いという。 

実は、代表質問の中でも述べているのですけれ

ども、オホーツク周辺の人たちの、いわゆる地震

やあるいは津波に対する認識が他の、いわゆる太

平洋側や日本海側の人たちより相当低いのだとい

うようなことも、代表質問の中でも言ったかと思

うのですが、実は昨日、たまたま私はテレビを見

ていました。 

東日本大震災の災害のときに、地方で災害を担

当した方がお話ししていたのですが、その方が

言っていましたけれども、「想定外の事態が起き

たということは、あってはならない」ということ

でした。つまり、「あらゆることを想定しておか
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ないと、災害には対応できません」というふうに

言って、私は衝撃を受けました。 

確かにそうだけれども、では、今の網走でどう

なのだろうと。網走で最悪のことを考えてみまし

た。網走には、まちの真ん中に網走川がありま

す。まちの中には橋が、今は三つ、昔は二つでし

た。そのほか、離れたところに行くと、大曲の刑

務所の鏡橋、そしてその奥の大曲橋、これがある

わけです。最悪のことを考えたら、この橋がみん

な崩れたらどうなるかというふうになったとき

に、これはもう恐ろしいことだと。川向に行くに

は、女満別を回って裏から行かなければならない

というようなことになるのかなというふうに、私

は感じたりもしました。 

そんなことを考えたときに、やっぱり今後の問

題です。今すぐやれなんていうふうには当然私は

言いませんが、今後のこととして、将来あり得る

事態というのも、やっぱり最悪のことを考える必

要があるのではないかなというふうに考えまし

た。 

その辺、早ければ早いほどいいに決まっている

のですよね。災害は、地震と津波はいつ来るかわ

からないわけですから、そういう意味では早い方

がいいのですけれども、今後の課題として、原課

として、しっかり心構えとして考える必要がある

のではないかと思うのですが、その辺を伺いま

す。 

○八百坂則勝総務防災課参事 今、御質問のあり

ました、最悪とかそういった想定し得ることにつ

いてですが、当然様々なことが考えられるかと思

います。ただ、その中でも、うちの市としてでき

ること、もしくは市がどうしても、そこでは大き

な橋が壊れてしまったりとかということで対応が

難しいときには、やはり国や自衛隊などと連携を

取らせていただいた上で、網走市のみならず、近

隣の市町村とか、国、道と連携した形で対応させ

ていただくことを想定してまいりたいと思いま

す。 

○松浦敏司委員 それもわかります。それもわか

るのですが、今回の能登を見ると、相当結果とし

て遅れてしまった。国の支援、救援も遅れてし

まったということがありますから、そういう意味

では、それも一つの方法ですけれども、考え方と

して、やはり最悪のことも考える必要があるなと

思います。 

それで、最後の質問にしたいと思うのですけれ

ども、避難所の関係で、これも先日、能登の被災

した女性の方がインタビューで答えていました。

「何が一番大変だったかというと、プライバシー

だと。特に女性の場合は、着替えするときに着替

えの場所がないのです。どうしたかというと、布

団の中でもごもごとして、何とか着替えをしまし

た」ということでした。その方が言っていました

けれども、「やはり女性の目線がないからこんな

ことになるのだ」と。 

実はそのときもテレビの中で報道されています

けれども、全国の中で防災に関する、いろいろ役

所の中で担当の課があって、八百坂参事にもそう

なのですけれども、その中に女性の職員がいな

い、ほとんどのところが、まれにあるぐらいで、

それ以外はほとんど男性ばかりでした。結果とし

て、避難所の状況がどうなるかといえば、女性の

目線がどうしても抜けてしまう、結果として。悪

気がないのですよ。でも男性が考えると男性の範

囲内でしか考えませんから、女性の目線がないわ

けです。結果として、着替える場所もない。トイ

レの在り方についても当然そういうことです。 

そういう意味では、大変私はそのテレビを見て

勉強になりましたので、あえて今日質問させてい

ただいて、網走市としても、女性の目線、これが

避難所をつくる上で非常に大事な問題だというふ

うに感じました。ぜひ今後、取り入れて生かして

いっていただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

再開は３時10分といたします。 

午後３時03分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時11分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 それでは、質疑を続行します。 

 質疑者、挙手願います。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 私のほうから、かなりかぶって

いますので、端的に質問させていただきます。 

まず、先ほどもありましたが、防災諸費に関し

て確認させていただきます。 

今年度、お正月早々、大きな災害があって、各

委員からも多くの質問が寄せられて、かなり災
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害・防災に関して関心度も高まっているのだろう

と思っております。 

先ほどから質疑あるとおり、防災備蓄品を各避

難所に整備してきたと。場合によっては、非常用

電源、もしくは発電機等も整備していると。 

しかしながら、何年も前からずっと同じことを

質問して、なかなか改善されないのですが、各避

難所にある初動開設マニュアルというものが作ら

れていない現状があったということで、何年か前

から一生懸命対応して、各避難所に作成しようと

いう御努力は何度も確認しているところですが、

実際、現状どうなのか。 

そして令和６年度は、どのような方向性、進み

具合になると想定しているのか伺います。 

○八百坂則勝総務防災課参事 ただいま委員より

御指摘のございました、避難所開設運営マニュア

ルについてでございます。 

こちらにつきましては、平成25年10月に潮見地

区町内会連合会、令和５年６月に向陽ヶ丘地区連

合町内会がマニュアルを策定済みでございます。 

また、令和５年、昨年の12月になるのですが、

町内会連合会の理事会におきまして、担当職員の

ほうより簡易マニュアルを作成しまして、これを

持参し、各地区の町内会長、連合町内会長に説明

をし、作成を依頼することについて承諾を得た

後、本年１月から２月にかけまして、未策定の13

地区連合町内会を訪問させていただきまして、作

成のほうを依頼しているところでございます。 

現在、マニュアルの策定が１地区増えまして15

地区連のうち３地区連が策定済みとなったところ

でございます。 

また、お願いをしている連合町内会におかれま

しては、今後、役員改選を控えている地区や、ま

た今後会議にかかることもあるため、少々お時間

を要しているところですが、順次残りの地区につ

きましても策定の見込みでございます。 

また、策定した地区におきましては、マニュア

ルに基づきまして、訓練や研修を通じて、地域の

実情に合わせたマニュアルの加筆、訂正などを行

うことにより、地域防災力の向上に努めていきた

いと思います。 

○小田部照委員 今の御答弁ですと、３か所何と

か、何年も前から質問していて、やっと３か所に

初動マニュアルができたという段階だと理解いた

しますが、今、連合町内会のほうにお願いして、

依頼している状況だというような話ですが、今御

答弁であったように、各地域で想定される災害は

違いますので、各地域にそれぞれに見合った初動

マニュアルが必要なのですが、単純に、先日、防

災ハザードマップが配布されました。この中に、

市が指定している避難所というものがあります。

緊急避難所を含めると100何か所とあるのですけ

れども、市の指定避難所というのが47か所あるの

だと思います。各地域に分散してあるのですが、

この47か所それぞれに、今言った初動開設マニュ

アルが、これ必要なのだと思います。 

今まで御答弁であったように、各避難所には

せっかく防災備蓄品、いろいろなものを整備して

いるのに、一体誰がそれを開設して、避難所とし

て運営していくのか、これが決まっていないので

すよ。必ずしも、何があるかわからないのが災害

なので、どこへでも市の職員、担当課が行けると

も限らない。そのために備蓄しているのですか

ら、今言ったように、各地域にお住まいの方、連

合町内会に限らず、きちんと落とし込んで協力し

てもらえるよう相談して、令和６年早急に47施設

ある各避難所に、初動開設マニュアルができるよ

うに進めていっていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 お話につきまして

は、委員御指摘のとおりだと思います。 

今現在、各地区の近隣の避難所などの状況に応

じまして、順次作成のほうを進めてまいりたいと

考えております。ただ、それが全て必要だという

のは当然のことではございますが、全部が全部順

を追ってということで、順次作成のほうは取り組

んでまいりたいと思います。 

○小田部照委員 毎年同じような御答弁を頂い

て、何年もかかって今３か所しかないので、やは

りもう少し強く意識を持って、今、地域住民、国

民の皆さんも、災害・防災に関しては非常に関心

度が高いときですので、ぜひ協力してもらって、

この令和６年度、身のある事業になるように、

しっかり努力していただきたいと思います。 

その防災商品に関連してなのですが、予算書に

は出ていない事業というか、あれなのですけれど

も、防災ラジオ、これの無償の貸与というのも非

常に遅れている現状かと思いますけれども、現

状、幾つぐらいしまっておいて、貸与されていな

いのですか。 
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そして令和６年は、どのような配布、貸与のあ

れを計画しているのでしょうか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 防災ラジオについ

てですが、２月末現在で、貸与台数につきまして

3,427台となっております。本年度なのですが、

11月より貸与対象者のほう、これまでは70歳以上

の高齢者の方を対象としておりましたが、これか

らは対象者も撤廃しまして、市民全世帯の方を対

象として取り組ませていただいております。です

ので、今後、防災イベントや訓練などを通じて周

知のほうに努めてまいりたいと思います。 

また併せまして、本年度は、高齢者の中でも貸

与されていない方はまだいらっしゃるかと思いま

して、高齢者のふれ合いの家や老人クラブの例会

などにも顔を出させていただきまして、防災ラジ

オの紹介、そして貸与のほうもさせていただいて

いるところではございます。 

○小田部照委員 対象者を緩和というよりも、全

市民を対象にしたということでも、なかなか進ん

でいない現状なのだろうと思っております。 

実際、高齢者の方に聞いても、いろいろな方が

いますので、「持っているのだけれども返したい

ぐらいなのだと。返したいと言ったら持っていて

くれ」と言われたと。そういう高齢者も実際にい

るのですよ。 

7,000万円ぐらいかけた事業、何年も前ですけ

れども。我々議会で通した責任ももちろんありま

す。ただ、これ半分前後、およそ3,500台貸与し

て、3,500台くらい余っているようなことになる

のだと思うのだけれども、黙って、大切な市民の

税金、3,000万円、3,500万円というお金が無駄に

なってしまっているのですよ。 

これは本当に、各事業いろいろな限られた財源

で、こうしてあげたい、ああしてあげたいこと、

子供たちのこと、高齢者のこと、いっぱいやって

あげたいことあるのに、いろいろなことを精査し

ながら、辛抱して市民の皆さんに理解してもらい

ながら、この市政運営を続けている中で、こんな

3,500万円もの防災ラジオ、投げたままなんて、

これ本当にしっかり検証して、我々も責任あるけ

れども、執行部としてしっかり無駄のないような

事業の展開にしなくてはいけないと思うのだけれ

ども、その辺どう考えていますか。 

今の感じでは、令和６年度、残りの3,000台、

配布できますか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 今、委員のおっ

しゃられたとおり、ラジオの対応の関係は、なか

なか今、借りていただける方も一定数はいらっ

しゃるのですが、それに附随して高齢者の方がお

亡くなりになるとかということで、返ってくる台

数もある一定程度ございます。 

ただ、今、貸与対象者の方につきましては、高

齢者の方のみならず、例えば同居の世帯がいる方

については、引き続き御利用いただくような働き

かけを行うとともに、先ほどから御説明のほうを

させていただいているのですが、今後もイベント

とか訓練などの取組の中で、引き続き防災ラジオ

の紹介をさせていただき、貸与していただきたい

という取組のほうを市民の皆様に訴えかけて取り

組んでまいりたいと思います。 

なお、数につきましては、今年度の中ですぐは

けることができるかというのは、なかなか難しい

ところではあるかとは思うのですが、今後も継続

して貸与の活動のほうは取り組ませていただきた

いと思います。 

○小田部照委員 今年度と言うけれども、何年も

前から始まった事業で、最初からの積算、見積り

が甘かったのか、何でこんなことになってしまっ

たのですかね。何でこんなに余っているのですか

ね、3,000台も。 

最初から決まった数、対象者は決まっていたで

はないですか。区長だ、町内会長だ、民生委員

だ、何だ、75歳以上だということで。要するに、

受け取ってくれるものだと想定していたものが、

みんな受け取ってくれなかったからこうなってい

るのであれば、今後も受け取ってくれないのでは

ないですか。若者はラジオが要りませんよ、市民

対象にしたけれども。このまま投げて、無駄に

なってしまうなど市民感情的に許されませんよ、

これ。 

もう微々たる高齢者の老人クラブの100円、200

円増えただけでも喜んでるおじいちゃん、おばあ

ちゃんがいるのに、3,500万円もぶん投げていた

ら、これ怒られますよ。もっと有効に使ってくれ

よと。何やっているのだよ、議会と言われます

よ、当然。 

我々にももちろん責任があるから、こうやって

厳しく指摘させていただいてますが、これしっか

り無駄のないような活用、利活用、場合によって

は何かほかのことはできないのですか、貸与して
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もらえないなら。どうなのでしょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後３時25分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時29分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 小田部委員の質疑に対する答弁から。 

○秋葉孝博企画総務部長 防災ラジオの貸与につ

いてのお尋ねですが、導入した経過につきまし

て、私もその時期企画総務部にいなかったもので

すから、はっきりとした個数、どういった積算で

買ったかというのは今申し上げられないのですけ

れども、民生委員とか町内会、それから当時の年

齢の対象者の方に全て当たるようにということで

約7,000台と、それと一定程度申込みいただけな

い方もいらっしゃる、要するに使わない方も当然

いますので、故障の交換等も含めて、購入したも

のというふうに考えております。 

この件については、結局、半分近くが在庫とし

て眠っている、無駄になってしまっているという

御指摘を再三受けておりますので、今年度なので

すが、まず初めに対象者を、津波のことがありま

すので浸水エリアにまず拡大しようということ

で、秋頃にやったのですが、どうも感触が、申込

みが増える感じがないということが実際にやって

みてありました。 

それから、対象者の年齢を撤廃して、少しでも

ということでやったのですが、多少はありました

が、それほど増えないというような状況です。 

まず再確認したのは、例えば小学校だとか避難

施設になる場所に、そもそもラジオが配備されて

いないことがありましたので、コミセンから避難

施設も含めて、まずはその配備。 

それから、これからなのですけれども、まず市

役所に来ていただいて、身分を確認して初めて貸

与という形なのですね。ですから、これは一定数

もって、それぞれ防災のイベントでかなり出向い

ていくことがありますので、その場に持ち込ん

で、名前を書いていただければ、すぐ貸与できる

ようなことも新年度からは取り組んでまいりたい

と思います。 

いずれにしても、在庫として無駄にならないよ

うにというような御指摘はごもっともですので、

そのことのないように、改めて努めてまいりたい

と考えております。 

○小田部照委員 令和６年度、何とか貸与し切れ

るように今後努力するということで理解いたしま

すが、当時担当ではなかったら、わかる人が答弁

すればよかったのですけれどもね、本当はね、積

算の根拠はあるはずですから、副市長でもよかっ

たのですが、ここを詰めてもしようがないので、

あれなのですけれども。 

とにかく、今後、無駄のないように持ち込んで

でも貸与してはくと、3,000個も残っているもの

を無駄にならないように、大切な税金ですので、

そして５年たって、10年たつと、電化製品ですの

で、使い物にならなくなってしまったらもう全部

パーですので、そうならないうちにしっかりと努

力していただきたいと思います。 

次に、公衆フリーＷｉ－Ｆｉ整備事業、管理事

業、伺います。 

令和６年度の予算書には、読むと、どこにも整

備されないような状況、管理しかしませんよとい

うような予算書になっているのですけれども、こ

れはもう市としては、主立った公共施設にはフ

リーＷｉ－Ｆｉは全てついたのだと、もう完了し

た事業なのだという認識でいるのか伺います。 

○高橋剛情報政策課長 公共施設への公衆フリー

Ｗｉ－Ｆｉの整備につきましては、これまでエ

コーセンターや道の駅、モヨロ貝塚館や水鳥湿地

センターなどへ設置しまして、平成31年度にスポ

トレセンターハウス等にも設置してまいりまし

た。また、令和４年度には、各コミセンや住民セ

ンター及び児童施設、今年は、総合体育館にＷｉ

－Ｆｉの整備を行ったところでございます。 

公衆フリーＷｉ－Ｆｉ環境整備事業につきまし

ては、令和６年度予算では予算計上しておりませ

んが、令和６年度の事業といたしましては、新庁

舎整備推進室の予算により、新庁舎内及び駐車場

への公衆フリーＷｉ－Ｆｉを整備する予定となっ

ております。 

ただ、これまで避難所を中心として、各公共施

設に公衆フリーＷｉ－Ｆｉを整備してまいりまし

たが、令和７年以降の他の公共施設の整備につき

ましても、地域や施設担当課との意見交換を行

い、整備する機器など要望を踏まえた上で、今後

整備を引き続き検討してまいりたいと考えており

ます。 

○小田部照委員 令和６年度は新庁舎の建設があ

りますので、そちらには当然Ｗｉ－Ｆｉが整備さ
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れるということで、それはわかりますが、今答弁

があったように、せめて指定しているような避難

所には、Ｗｉ－Ｆｉというのは、やっぱり避難し

ているときも有効活用されますので、ぜひ整備し

ていただきたいのと、先日、別の機会にも質問さ

せていただいていますが、やっと総合体育館にＷ

ｉ－Ｆｉが今年度ついたような状況です。すごく

遅いです。あれだけ人が集まるところに、やはり

競技する指導者、いろいろなタブレットを持ち込

んだり、いろいろなＩＴを活用したトレーニング

方法とかもありますので、ぜひそういうことを、

そういうスポーツ施設には配備すべきだと思って

いて、スキー場だとか、まだまだついていない、

インバウンドも来るような、観光客も来るべき施

設ですので、網走の場合は、降雪機の問題だった

り、状況を見てあんまりインバウンドの方、観光

客の方の利活用は少ないですけれども、でもそう

いう人、いろいろな市民が集まる公共の場ですの

で、そういうところにも、私はＷｉ－Ｆｉがある

べきだと思っています。その辺も、きちっと状況

を見ながら随時進めていっていただきたいと思い

ますが、よろしかったでしょうか。 

○高橋剛情報政策課長 先ほどの答弁の繰り返し

となりますけれども、今後、各公共施設の整備に

つきまして、引き続き各施設の要望等を踏まえな

がら、整備の検討を進めていきたいと考えており

ます。 

○小田部照委員 これからはネットの時代ですの

で、ぜひ、くまなく公共施設、せっかく100％光

回線、へき地から隅々まで光回線は張られました

ので、ぜひしっかりＷｉ－Ｆｉ対応をしていただ

けるように強く要望しておきます。 

次に、コミュニティセンター管理運営事業につ

いて伺います。 

これもちょっと確認ですが、管理運営事業にお

いて、管理人の人件費というのももちろん積算さ

れて入っているのですが、当初予定されていた金

額に満たない場合というのは、コミセンの運営と

いうのは、何か返金制度があるというようなお話

を伺いました。 

決まった、一定程度コミセンが開かれない、運

営されない場合は、それに満たない部分は返金し

てもらうのだというようなお話を伺っているので

すが、その返還の基準と、どういう仕組みになっ

ているのか伺います。 

○田中靖久市民活動推進課長 コミュニティセン

ター管理運営事業での人件費が積算金額に満たな

い施設での返還の対応ですが、開館時間を13時

間、月25時間開館するとして、年間3,900時間と

なりまして、その時間を下回った時間分の人件費

を返還してもらうこととしております。 

○小田部照委員 今、１日13時間、13時間平均開

いているのですね。その積算なのですね。13時間

の５日間の、１日13時間の一月25日の積算で、そ

れに満たない場合は、満たない部分を返還しても

らうということですね。わかりました。 

これ、僕聞いて、いいことだなと実は思ってい

て、支出されない部分を、大切な税金ですので、

活用されない部分は返還してくださいと。 

これ変な話、積み立てていいなら、変な話、コ

ミセン開けないほうが潤いますものね。大切なこ

とだと思います。使っていない人件費なので返し

てもらうという制度は、何年か前からあるそうで

すけれども、非常に大切なことだと思います。 

実際、令和４年度、去年、令和５年でも、わか

るならいいですけれども、どういったコミセン、

幾つぐらいのコミセンで、幾らぐらいが返還対象

となったのでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 令和４年度は決算

が済んでいる年度ですけれども、４施設が返還し

ている施設で、施設それぞれ言っていきますと、

西網走コミュニティセンターが、返還額が51万

2,754円、それから呼人コミュニティセンターが

105万 8,412円、向陽ヶ丘住民センターが 68万

9,156円、駒場住民センターが15万2,638円となっ

てございます。 

○小田部照委員 そこそこの額が返金されたのだ

なと。正直もう少し少ない額なのかなと思った

ら、そうなのですね。 

これ大切な税金ですね。またほかに使えるの

で、すばらしい。令和６年度もコミセン運営に

しっかり努めていっていただきたいと思います。 

逆に、それを超える場合は、追加で払ったりも

されるのでしょうか。想定を上回る利用があれ

ば、その分、もちろん支出しているということで

いいのですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 開館時間が長く

なった場合について、それなりに収入、利用料も

入ってくるということで、最終的な決算の状況を

コミュニティセンターの管理運営委員会とも協議
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しまして、今のところ払った実績はございませ

ん。大体黒字で決算が終わっているという状況で

ございます。 

○小田部照委員 赤字になることはなく、黒字で

の決算ということで理解いたします。しっかり令

和６年度も管理運営事業に努めていっていただき

たいと思います。 

次に、これも他の委員からありましたが、高齢

者の運転免許自主返納促進事業について伺いたい

のですが、令和５年度から、どこバスの定期券を

３か月分、定期券を交付することとなったそうで

すが、実際、今まで車を運転していた方が車の免

許を返納されて、どこバスの定期３か月分をも

らって、一体どれぐらいの方が、実際どこバスを

活用したのか。実績というか、そういうのがわ

かって押さえているところがあれば、ちょっと確

認したいのですが。 

○田中靖久市民活動推進課長 本事業で交付した

どこバス定期券と通常購入しました定期券の違い

がないことがありまして、どこバス利用時に本事

業で交付した方の利用実績を把握することはでき

ません。 

○小田部照委員 実は、実際、令和５年度に免許

を返納された高齢者の方からお話を伺ったら、今

まで自分で運転していたのだけれども、免許を返

したと。そうしたら、どこバスの定期券３か月分

が来て、別途１万円分の公共交通のタクシーとか

使えるような補助券も頂いたということなのだけ

れども、実際、免許を返したばっかりで、バスな

んか乗る習慣は今までないし、周りに家族だった

り送迎してくれる人がいるから、僕はどこバスの

定期券よりもタクシーでも何でも使えるような、

郊外地域の方には２万円分と先ほど御答弁いただ

いていたように、そういうほうがありがたいのだ

という声も実際あるわけです。 

３か月分定期券をもらっても無駄になってし

まっているのですね、実際。１万円分のタクシー

とか使えるチケットのほうがよっぽどありがたい

というような声も実際頂いています。 

実績がわからない、今の状況では、とはいえ、

いろいろな方がいます。行政としては、どこバス

を活用してほしいという面もあって、公共交通と

して、３か月分の定期券を渡すのだという意味も

わかりますが、一方で、もらう、使う、活用する

市民にとっては、３か月もの定期、使わないもの

を無駄ではないかと。もらってもね、実際使って

ない人もいるわけです。 

やっぱりこれ、選択肢というか、どこバス定期

券３か月お得ですよもいいけれども、同じよう

に、郊外地区のどこバスの路線のないところは１

万円分、２万円分頂けるのですから、それを選ぶ

ことができるような制度のほうがかえって、活用

する人にはありがたいのかなと、私は思いますが

いかがでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 どこバスにつきま

しては、従来の路線バスよりも細かなバス停留所

などの設置がございますので、買物や病院などに

利用しやすい交通手段として利用していただける

ものと思いますので、どこバス路線がある区域の

方につきましては、今までどおりどこバスの定期

券を交付していきたいと考えております。 

○小田部照委員 どこバスは、活用している人に

とってはありがたいし、一方で、時間が早いだと

か、バス停のそばにない人にはちょっと活用しづ

らいのだよという声もいっぱいあるわけですけれ

ども、実際せっかく３か月もの定期券をもらって

も使わないのだという高齢者の方がいるわけです

よ。これは無駄になってしまうのですよ。 

市としては、どこバスの支援につながるから定

期を買ったらお金払うのだから、それでいいので

はないかと思うかもしれませんが、活用する側に

したら、市民にとっては、無駄になるより有効に

活用したほうがいいのですよ。 

だから、かえってタクシーチケットとか、何で

も使えるほうがいい。かえって３か月の定期券な

ら、回数券を頂いたほうがいいかもしれない、そ

の分の。そうしたらいつまでも使えるから、使う

ようになればね。そしたら、回数券だと、変な言

い方だけれども、その人が使わないのならという

ような、使い回しではないけれども、それは駄目

ですね。でも、回数券にしたほうがまだいいので

すよ、期間が決まっていないから。バスに乗るよ

うになってくれるかもしれない、それがあるか

ら。 

でも、家族が支えてくれている人がいたり、会

社の経営者だったら部下がいたり、なかなか無駄

ではないかという声を頂いているのは、当然だな

と僕は思っているのですよね。 

だって、せっかく頂いて、免許を返納して、お

祝いというか公共交通を使ってくださいという気
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持ちはありがたいのだけれども、使わないものを

渡されても困るよと。だから、選ばせてあげるぐ

らいはいいのではないですか。 

だって実際、郊外地域には２万円配付している

のだから、タクシーチケット。選んで何も困らな

いのではないですか。同じように公共交通にお金

を落とすのですから。いかがですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 郊外地区に交通チ

ケットを追加して、どこバスの定期券の代わりに

チケットを配付しているのは、どこバスを利用で

きないという状況にございますので、やむを得ず

そういったチケットを交付しているところでござ

います。 

○小田部照委員 それはわかる。それはわかって

います、最初から。言っているでしょう。そんな

ことわかっている。そんなことは聞いていない。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

再開は、午後４時といたします。 

午後３時47分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。  

小田部委員の質疑に対する答弁から。 

市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 高齢者の運転免許自主

返納事業でありますけれども、返納された方に１

万円交通券をお渡しするという基本的な考えで

行っているものでございます。 

令和５年度からにつきましては、それに加え、

免許を返納された方が車を運転しないで今後どう

やって地域の中で住み続けていけるかといったと

きに公共交通ということで、バス、タクシーにな

るわけですけれども、バス、タクシーにつきまし

ても運転手の減とか、そういったところでありま

して、そういったところで、どこバスというもの

を市としても推進していくというところで、どこ

バスの定期券をお渡しすることを追加いたしまし

た。 

そんな中で、郊外には走っていないエリアがあ

りますので、そこは均衡を図るために１万円の追

加をしたところでありますけれども、今まだ１年

たっておりませんので、利用状況、アンケートも

毎年、次の年に行っておりますので、そういった

ところのアンケートも聞いて、今後の事業展開を

考えていきたいと思っております。 

○小田部照委員 令和５年度からの事業というこ

とで、これから、令和６年度はアンケートを取り

ながら、本当に活用されているのかも含め、どう

いったものが市民は本当に求めて要望しているの

かも含めて、アンケートを取って事業展開を図っ

ていくということで理解いたします。 

次に、広報あばしり作成配布事業についてです

が、もう少し予算つくのかなと正直、僕、思って

見ていました。何ら予算は増減ないのですが、で

も、この１月、２月、３月と気にして見ていたと

ころ、言っていたスポーツや文化活動、市民の活

躍をしっかりとわかりやすく写真つきで載せるよ

うに工夫されたところを私は評価しているところ

であります。 

以前からも言っているように、広報あばしりと

いうのは、一定程度高齢者の方、特にＳＮＳ、携

帯、タブレットというものを活用していない世代

の人たちがいますので、「網走市の情報は、広報

あばしりで毎月楽しみに見ているのです」という

お年寄りも実際いるので、もう少し本当に予算を

つけてもらって、カラーにするだとか、お年寄り

も見やすい、もっとページ数を増やして文字を大

きくするだとか、いろいろな工夫、改善、まだま

だペーパーレスの時代とはいえ、広報あばしりは

大切な事業だと思いますので、令和６年度もそう

いうところに留意しながら、作成配布事業に努め

ていっていただきたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

○佐々木司企画調整課長 市政情報の発信につき

ましては、広報あばしりを筆頭に、公式サイト、

ＳＮＳ、ＬＩＮＥ、様々な媒体がある中、デジタ

ル化が進む中にあっても、紙でないとなかなか情

報が得られないという方が一定数いることは十分

認識しておりますので、まだまだ広報あばしりの

発行というのは継続していかなければならないと

いうふうに認識をしております。 

また、ページ数につきましても、様々な情報が

増えてくる中、お知らせしなければならないもの

も多岐にわたっておりまして、予算額だけ見ます

と前年度と変わりはございませんが、例えば特定

の目的で特集記事を組むとかといったときには、

広報公聴係の予算のみならず、原課での予算でも

対応しているところでございますので、実際持っ

ている予算額以上のページ数での編さん、年間を
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通しますと持っている予算以上の編さんが実現で

きているところでございます。 

数年前には、文字を大きくしたりとか、あるい

は限られたスペースの中で、より多く情報を掲載

できるように文字の表現の仕方などにも順次工夫

を凝らしているところでございますので、あとは

一気にカラーページというのはなかなか難しいも

のではありますけれども、白黒の中においても濃

淡を入れてコントラストを上げるとか、そういっ

た工夫もしながら見やすさというところも意識を

しているところでございますので、できることか

ら様々工夫を凝らして、より読みやすい広報紙の

作成に努めてまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 もう少しずつ、本当によくなっ

てきているものだと私は評価しているところであ

りますので、より一層の工夫、努力を重ねて、こ

の広報作成事業に当たっていただきたいと思いま

す。 

最後に、日体大に関して、他の委員からも幾つ

もありましたが、ちょっと私のほうでも確認させ

ていただきたいと思います。 

日体大生徒確保事業であります。 

この事業4,300万円、指定寄附というような形

になっているのですが、この4,300万円、先ほど

の説明では、1,000万円が奨学金の事業に充てら

れているのだというような説明、あとはテレビの

ＣＭ、新聞広告、札幌ドームの広告だとか打って

290万円ぐらいというような話だったと思うので

すけれども、4,300万円の内訳はどうなっていま

すか。 

○佐々木司企画調整課長 4,300万円につきまし

ては、全額、網走市が日体大支援校に補助するも

のでございます。日体大支援校におきましては、

この4,300万円により、伺っているところです

と、学校の宣伝活動で3,000万円、学校の見学ツ

アーで290万円、奨学金制度の運営で1,010万円、

令和６年度はこういった内容で活用する予定でご

ざいます。 

○小田部照委員 今の御答弁ですと、1,000万円

が奨学金、290万円が見学ツアー、3,000万円が学

校の広告、宣伝費というような話だったのだけれ

ども、毎年同じような額を支出しているのですけ

れども、指定寄附という制度上、日体大に使って

くださいと指定しているのだというようなひもづ

けられたあれなので、そこに文句つけるものはな

いのですが、ただ、何に活用されたというのは、

やはり公金ですので、きちっと報告受けるべきだ

と思いますが、そういった部分で、毎年どのよう

な形で報告は受けているものなのか伺います。 

○佐々木司企画調整課長 支出としては補助金に

ほかなりませんので、当然、何に使ったかの実績

報告を毎年度頂戴しております。 

○小田部照委員 内容です。毎年同じものなの。

毎年4,000万円前後、場合によっては5,000万円で

したか。 

○佐々木司企画調整課長 大変失礼いたしまし

た。令和５年度の実績ですが、新聞５紙に対しま

して3,564万円。新聞全国紙５紙、3,564万円。そ

のほか、女満別空港への広告で136万1,000円、そ

れからテレビＣＭで440万円。 

以上です。 

○小田部照委員 今、令和５年度の実績で、新聞

広告５社に3,564万円。すごく莫大な金額だなと

僕思っているのですけれども、テレビＣＭ440万

円。これ広告に、ほとんど4,000万円ぐらい、広

告宣伝費に使っているのですけれども、これで生

徒が30人にも満たないのですね。今年は28人、予

定者。１人頭、単純に割れないけれども、100万

円以上のお金を使って、１人ずつ呼んでいるので

すけれども。 

５社という新聞とか、テレビの440万円という

のは、北海道の新聞社に払っているのですか。そ

れとも関東圏とかもあるのですか、テレビも、新

聞も。 

○佐々木司企画調整課長 北海道の地方紙のみな

らず、首都圏に本社を構える全国紙にも掲載をし

ております。 

○小田部照委員 ５社あるので、４社が北海道内

なのか、１社だけが都内のほうなのか。テレビＣ

Ｍは全国放送なのか。ちょっとその辺はどうなっ

ていますか。 

これだけ使って、本当に生徒がそれを見て、来

てくれているのかなというのは、果たしてそうな

のかなと僕ちょっと思うところがあって、これだ

け毎年のように宣伝広告費、指定寄附として

4,000万円、5,000万円を実際使っていても、40人

定員に満たした年は一度もないのですよね、開校

以来。これ何年、もう七、八年たちますか。 

○佐々木司企画調整課長 令和４年度からスター

トしておりまして、現在２年目でございます。令
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和６年度で３年目でございます。 

○小田部照委員 4,000万円や3,000万円かけて、

広告を打つようになったのが令和４年度、５年度

ということなのだと思うのだけれども、日体大が

開校して、僕、議員になった頃なので、多分七、

八年たつと思うのですけれども。 

それまでは、こういった大々的な広告、コロナ

前も、ある程度はしていたのでしょうが、このよ

うな3,000万円、4,000万円という莫大な金額を広

告宣伝には使っていなかったと思うのですけれど

も。実際、令和４年、５年と続けたのだけれど

も、ぐんと生徒が増えたというよりも、横ばいで

変わらない状況なわけですよね。 

実際この3,000万円、4,000万円という多額のお

金をどこに使うかは、日体大側が判断して使って

いるのだと思います。指定寄附なので、自由度が

ある程度あると思うので。 

でも一方で、僕ずっとこの何年、開校当時から

言っているのが、市民の共有の財産、地域に根づ

いた日体大となるためにも、市民も一緒に利活用

できるような一般開放をすべきだと。 

まして網走高校がなくなってから、柔道の選手

たち、子供たちが、練習する場所もないと。そし

て国際規格の柔道場がある日体大を活用させてい

ただきたいというようなあれで、僕ちょっと現場

の先生と、お願いして、何度かは現場の先生に立

ち会っていただいて、活用させていただいた経緯

があります。 

でも、大々的に広く市民に一般開放すべき施設

だと。僕は、網走の公金も、開校当時、誘致した

側として、多額の税金を投入して誘致して、来て

いただいた施設ですので、有効に市民の共有の財

産として活用すべきだというような提言、議会で

何度もさせて頂いている。 

何分、動線の確保、セキュリティの問題、先生

たちの負担、大々的な改装が必要なのだよという

ようなお話をいただいております。 

今、外にある直線走路、ＮＡＲＳの利活用も外

にあるからいいようなものの、活用はできるけれ

ども、実はそこにはトイレもない。トイレを使う

ならやっぱり学校を開けなければいけない。そし

たら、またセキュリティの問題、先生に負担、同

じことなのですよ。 

これだけ多額のお金を支出して、日体大に使っ

ていいお金ですから、僕は一般解放できるよう

に、セキュリティを改造して、もっともっと地

域、市民に理解していただけるような学校運営に

つながるのではないかと、僕は思っています。 

ＮＡＲＳも含めて、合宿も来られて、そんなに

来てもいないけれども、地元の子供たち、選手、

一般の市民も、あそこを使いたくても、なかなか

トイレもなくて、そして学校側は開けられない。

やっていないと困りますので、そういうところに

僕は費用を充てるべきものなのだろうと、私は

ずっと考えていて。 

さっきの答弁を聞いていると、もうとうとう基

金も底をついたような話をしていましたよね。毎

年2,000万円くらいは、特定の人が寄附してくれ

るのですか。そんな御答弁もさっきありましたけ

れども。 

○佐々木司企画調整課長 これまでの実績では、

毎年1,500万円ないし2,000万円といった寄附を頂

いておりますが、今後もその寄附が頂けるかどう

かというところは、なかなか確約といいますか、

保障がないところでございます。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず、特定の寄附者が

いまして、この日体大支援学校、男子校ですけれ

ども、スポーツを基軸として、そうした学校に感

銘を受けたということで、設立以来、特定の方か

ら御寄附を頂いております。 

先ほどちょっと説明しているのですけれども、

単年で平均すると約2,000万円程度で、これまで

２億400万円程度の寄附をいただいております。 

この広告につきましては、令和４年からそうし

た取組を始めたところですが、これにつきまして

も、コロナがあって、なかなか学校として生徒募

集もままならないといったところと、やはり先ほ

ど若干お話ありましたが、関東からも子供が来て

いるということで、私たちからすると非常に多額

な広告費というふうに感じるのですけれども、全

国向けでＰＲをしていくことになると、やはり少

し単位もちょっと捉え方としては違うのかなと。 

この件に関しましては、寄附者の方と、それか

ら日体大の大学のほうの本体のほう、ここも含め

て、どういった使い方がいいかということで、寄

附者の意向もお聞きしながら、これまで３年間集

中的に取り組んできたところです。 

当然この特定の寄附がなければ、そうした支援

というのは、今現在やっている、これまでやって

いる私たちの入学に対する補助金、こういうもの
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は続けていきますが、基本的には、ここで御寄附

が頂けないということになれば、それは御厚志が

頂けないということになれば、こうした事業につ

いては実施する考えは今のところありませんの

で、そこは約束されたものでは当然ありませんの

で、ここは頂いたそうした御厚意に対して、使用

目的に沿った予算を計上してきたというのが、こ

れまでの流れでございます。 

○小田部照委員 これまでの流れは、経緯はわか

りました。指定寄附ということで、令和４年から

多額の広告費を打って、関東圏のほうでの募集も

かけたということで。 

実際、令和５年度、６年度、入学者は両方28名

なのですけれども、道内のお子さん何名ぐらいい

て、関東圏のお子さんというのは何名ぐらいいる

のですか。 

○佐々木司企画調整課長 今月末時点で把握をし

ております令和６年度の入学予定者ですけれど

も、28名のうち、関東圏からは５名、道内からは

22名、そのほか、東海地方から１名という状況で

ございます。 

○小田部照委員 圧倒的にやはり道内、そして昨

日もそうだけれども、網走の子だったり、隣町、

北見、斜里町といった近隣から通っている子もお

られるということで理解いたしますが、そういう

ふうに考えたときに、やはり広告宣伝費、関東圏

で５名、東海のほうから１名も来てくれるといっ

たところでは、何らかの周知ＰＲというのは必要

なのだろうと思うけれども、ここまで多額の金額

をそこに充てたから、入学者数が増えたという経

緯は見られないわけですよね。実際、令和４年の

ほうは31名で、打っていないときのほうが逆に多

かったりしているわけですよ。 

だから、僕、この広告が生徒募集に直接本当に

つながっているのかなと正直思っています。開校

以来、僕もずっと質問させていただいています

が、やはり定員に満たって、しっかり地域に根づ

いた学校、日体大になってほしいと、そのための

支援ですねと、必要な支援をすべきだというよう

な質問をさせていただいてきています。 

ただ、全体的な障がい者の就労実態を見ても、

明日の予特ですけれども、やはり網走全体が障が

い者に優しいまちというような状況にならない限

り、よっぽど札幌圏にも同じような特別支援校が

開校されていますので、地域性を見ても、日体大

という特色の武器はあるにせよ、ここまで来て、

広告も打っても、なかなか定員に満たない。 

今後もずっと定員に満たない場合、学校経営で

すので、やはりこれ以上支援をもらえないなら撤

退しますよということも大いにあり得ますよ。こ

こまで多額の税金を投入して、何とか地域に根づ

いた学校になってほしいという思いで支援はして

いるのですが、なかなか生徒募集につながらない

実態がありますので、そういうふうにもなりかね

ないというか、現実どこの学校も経営ですので、

当然あり得ることだと思います。 

そうならないためにも、もう少し工夫、協議で

すね、協議もしながら、僕は、市民のためにも、

日体大のためにも、一般解放も含めて、もう少し

柔軟に対応して、そういった意味でも地域に根づ

いた学校運営に努めていただきたいと思いますけ

れども、その辺はいかがですか。 

○佐々木司企画調整課長 日体大支援校が当地に

できた意味といいますか、本来あるべき地域に根

差した学校になるよう、施設の解放につきまして

は、一方で別なセクションで所管をしている側面

もございますので、そういったところと情報共有

しながら、今後の支援校の在り方について、学校

とよく意見交換をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○小田部照委員 予特ですので、これ以上あれで

すけれども、定員に満たすためには、いろいろな

こと考えなくてはいけない。広告でお金ばっかり

かけるのではなくて。 

例えば今、男子校だけれども、共学にするだと

かも視野に検討していったほうが生徒は入るのか

もしれません。いろいろなことの可能性を一緒に

協議しながら、しっかり地域に根づいた学校とし

て、これからも残って持続していけるようになる

ように、しっかり努めていっていただきたいと思

います。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者。 

山田委員。 

○山田庫司郎委員 私から、２点ほど質問をさせ

ていただいて、意見交換をさせていただきたいと

思います。 

会計管理者とこういう議場の場で議論するとい

う機会は本当にまれだと思いますが、今日２点ほ

ど、そっちの管轄なものですから、ぜひ意見交換
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させていただきたいというふうに思います。 

それでは１点目ですが、予算説明書の歳入の分

の21ページになりますが、雑入の手数料ですが、

印紙の販売手数料26万6,000円、また39ページに

なりますが、印紙の販売収入380万円の歳入と、

歳出では47ページになりますが、会計事務費455

万4,000円と、このことについてちょっと質問を

させていただきたいと思います。 

会計事務費ですが、前年度が75万4,000円と

なっているわけですが、令和６年度は455万4,000

円と、非常に数字が大きくなっています。この会

計事務費の中身について説明をいただきたいと思

います。 

○野呂俊広会計管理者 会計事務費の中身、収入

印紙の関係と併せて御説明させていただきます。 

会計事務費ですけれども、従来の会計事務に係

る事務経費のほか、現在、市役所売店で販売して

ございます収入印紙を新庁舎の移転を見据えて、

会計課の窓口で販売するということによるもので

ございます。 

これによりまして、収入印紙の販売収入、先ほ

ど委員おっしゃられました予算額380万円計上し

ているのですけれども、歳出額で380万円、その

手数料を７％と見ていまして、26万6,000円を計

上しているという状況でございます。 

○山田庫司郎委員 以前まで、まだ現在もそうで

すが、地下の売店で収入印紙を購入できるように

システム的になっていると思いますが、今説明

あったように、会計課の中で収入印紙を今度販売

するということの確認でいいのですね。 

それで、今回455万4,000円と。この中身、金額

というのは、人件費でもないと思いますし、逆に

言うと、収入印紙はある程度、手持ちしていなけ

ればならないことも含めての収入印紙を購入する

という金額もこの中に入っているのかどうかなの

ですが、もう少し詳しく説明いただけますか。 

○野呂俊広会計管理者 収入印紙の内容ですけれ

ども、まず、仕入れといいますか、印紙を購入い

たします。これの購入費用が380万円です。その

同額、お客さんが来たら売りますから、その380

万円の収入を同額で380万円見ております。これ

は同額です。それで、そのほかに国から収入印紙

の販売手数料ということで、購入する金額によっ

て変動はするのですけれども、５年の実績を見

て、７％程度の手数料は頂けるということで積算

しております。 

また、380万円の算出根拠ですけれども、過去

５年間の年間約770万円という数字がございまし

て、新庁舎移転するに当たりまして、早めに引き

継ぎを行いたいということを考えていますため、

半年分を計上したということでございます。 

○山田庫司郎委員 販売が約380万円と。ですか

ら約380万円程度の収入印紙を用意したいと。そ

れに手数料の26万6,000円ということで、約400万

円がここで必要な原資だと思うのですが、五十何

万円というのは、会計の人件費が入っているのか

な。残る金額55万4,000円というのは、この金

額。 

○野呂俊広会計管理者 会計事務費の収入印紙以

外の経費については、会計事務を行うに当たりま

して、伝票類の作成とか、あと旅費とか、消耗品

などを計上しているという状況でございます。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

整理をさせてもらいますが、今までは売店で販

売していただきましたから、市とは直接関係ない

形だったと思うのですが、今度は、新庁舎につい

ては売店もなくなりますから、会計課で収入印紙

について販売をすると。こういう経過の中で、収

入印紙を早めの引き継ぎも含めて、半年分約380

万円を手持ちしたいということで、そうなります

と手数料として国から約７％の26万6,000円、約

400万円になりますが、この400万円が必要になり

ますと。そのほか五十何万円については、いろい

ろなものも備品も買わなければ、いろいろなこと

も整理をしなければならないと思いますから、そ

ういうものに必要だということで、今回上がって

いる455万4,000円が必要なのだよという説明とい

うことで確認させてもらいますが、よろしいです

か。わかりました。 

収入印紙、やっぱり役場の中に、庁舎の中にあ

ることで非常に助かる部分がございますので、ぜ

ひ会計課のほうでは大変だと思いますし、収入印

紙は現金と一緒ですから、管理も含めて大変にな

ると思いますが、ぜひ対応のお願いをさせていた

だきたいと思います。 

それともう１点ですが、公金の取扱費ですね。

ページでいきますと49ページになりますが、この

1,262万 1,000円の金額ですが、前年度が155万

8,000円なのですが、何でこんなふうに増えるの

かが、中身がちょっとわかりませんので、予算資
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料の中には、公金の手数料とキャッシュレス決済

の関係の経費がかかるというのは中身をちょっと

触れていますけれども、詳細についてちょっと説

明いただきたいと思います。 

○野呂俊広会計管理者 公金取扱費の大幅な予算

額の増額の理由ですけれども、まず名称を前年

度、公金収納費としておりましたのを、新年度、

公金取扱費として編集をしてございます。 

これは、前年度までの公金収納に係る経費に加

えて、新年度、新たに支出に係る経費を計上した

ことによりまして、名称のほうを公金収納費から

公金取扱費という名称に変えてございます。 

全体の内容は、次の４点でございまして、まず

これは令和５年度からの予算ですけれども、市の

指定した金融機関窓口で公金収納に係る収納手数

料を予算計上してございます。これについては63

万1,000円となっております。 

次に２点目は、キャッシュレス決済に係る決済

手数料でして、本年２月から市民係、総合体育

館、モヨロ貝塚館でキャッシュレス決済を導入し

たところですけれども、これに係る決済手数料を

17万6,000円計上してございます。 

３点目については、これも既存の予算ですけれ

ども、金融機関に送付いたします口座振替の電信

送付費用とか、郵便振替の手数料を計上していま

して、これが59万2,000円です。 

それと、４点目ですけれども、これは令和６年

度の新規となります指定金融機関、網走市は、網

走信用金庫ですけれども、指定金融機関に担って

いただいております市の公金支出、口座振込です

ね、事業者とか給付とか、市民の方に支出する口

座振込に係る公金振込手数料を1,122万2,000円計

上しております。 

これは、令和６年度から内国為替運営費制度と

いう制度が始まります。この制度の前身は、銀行

間手数料と言いまして、銀行間の中で発生してい

る手数料です。従来は、公金というのは無料の扱

いだったわけですけれども、新しく制度が改正に

なりまして、公金が銀行間においても有料となり

ます。 

それによりまして、市の振り込む公金も指定金

融機関が負担することになりますから、その分の

手数料と事務費用を加え予算化したものでござい

まして、自行宛ての手数料が100円、他行宛ての

手数料が162円というふうに積算してございまし

て、公金振込の件数ですけれども、年間約７万件

ございます。自行宛てが３万5,000件程度、他行

宛て同じくらい、半数３万5,000件程度というこ

とで、積算して予算計上したということでござい

ます。 

○山田庫司郎委員 今、中身を聞きまして、令和

６年度から、やはり手数料を支払わなければな

と。こういうことで、今までは公金については手

数料がかからなかったという状況だったと、説明

だったと。 

私の頭の中では、振込料だけで1,000万円以上

かかるなどというのは到底想像がつかないもので

すから、ちょっとここでお聞きをさせていただい

たのですが、銀行間の手数料ですから、自行とい

う場合は、同じ銀行間の本店、支店、支店間のや

りとりだと、きっとそう思いますし、他行の場合

は、違う銀行との口座の振込み関係だと。 

ただ、聞きますと年間７万件、これだけあると

いうことですから、単純に150円か、それぐらい

掛けますと1,200万円近くなるわけですが、従来

かかっているので100万円ぐらいございますか

ら、ここはやっぱり、これはやむを得ないのかな

と、こんなふうに理解をしなければならないだろ

うというふうに思うわけで、これは払わないとい

うわけにはいかないのだと思いますので。 

ただ、低金利の時代が長かったので、銀行も大

変だということで、こういう手数料が出てきたの

か、私は、背景はわかりませんが、でき得ればこ

ういう手数料というのは金額も少なくなって、最

終的にはなくなっていただくことが大変いいこと

だと思いますが、これは世の中の流れで何とも言

えませんので、ただ、本当に多額の金額が変わる

のは大変痛ましいような気がしますけれども、こ

れはやむを得ないということで、理解をさせてい

ただきたいと思います。 

２点ほどでしたけれども、私の質問はこれで終

わらせていただきます。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者。 

金兵委員。 

○金兵智則委員 時間も大分遅くなってきました

ので、なるべく端的にいきたいなというふうには

思っております。 

まず、大変重要な分野になりました、ふるさと

寄附基金についてお伺いいたします。 

本当に多額の皆様からのありがたい寄附によっ
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て、網走の多くの事業ができるようになりまし

た。本当に、これに依存してはいけないみたい

な、さっきもやり取りもありましたけれども、占

める割合も大きくなってきているのかなというふ

うに思いますので、まず、ふるさと納税が歳入に

占める割合と自主財源に占める割合についてお伺

いしたいというふうに思います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附金の歳入に占

める割合ですが、新年度は7.8％ですが、これま

で平成30年度は3.0％、以降、5.6％、5.6％、

7.4％、8.3％、8.3％と上昇傾向にございます。 

また、自主財源に占める割合といたしまして

は、新年度は18.7％でございます。過去、平成30

年度は7.8％、以降、13.5％、13.9％、19.1％、

19.2％、19.5％と、こちらも上昇傾向にございま

す。 

○金兵智則委員 これまで上昇傾向できた中で、

新年度については、若干令和５年度に比べて下

がったけれども、それでも高い数値には変わりは

ないのかなというふうに思います。 

それで、この間、委員会のほうでもありまし

た、ふるさと寄附事業について新たな項目が、農

大に関係して１項目増えましたけれども、令和６

年度から、その他を含めて12項目となっておりま

すけれども、各項目どのくらいの割合になってい

るのかお伺いしたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附の目的に応じ

ました残高かなと思いますが、新たに東京農業大

学に関する部分は追加されましたが、これは令和

６年度以降に募集するというか、寄附いただく部

分の目的でございますので、現在としては、割合

はないというようなものでございます。 

決算数値として確定しておりますのは令和４年

度数値になりますので、そちらで受けた寄附金の

額を基に割合を御説明いたしますと、寄附金総額

といたしましては、令和４年度、21億8,000万円

頂いたところです。子供たちの活動支援というこ

とで39.0％、スポーツの環境整備ということで

4.0％、特別支援教育の推進で4.7％、６次産業化

農商工連携の推進で5.6％、地域医療体制の維持

充実に 8.6％、地域公共交通の維持活性化に

4.3％、公共施設の耐震化に8.0％、農水産業の振

興に7.9％、地域社会のデジタル化推進に3.0％、

グリーン社会の実現に2.8％、その他12.1％と

なっております。 

○金兵智則委員 これは、ごめんなさい、その項

目で寄附が来ているという割合でしたかね。 

○古田孝仁財政課長 令和４年度に頂いた寄附の

目的別の頂いた寄附金の割合でございます。 

○金兵智則委員 わかりました。ちょっと僕の説

明が悪かったですね。僕、令和６年度に行われる

事業がどういうふうな分類で、どれぐらいの割合

なのかなということを聞きたかったのですけれど

も、今すぐそれをいけますでしょうか。聞いて

も、多分難しいかな。大丈夫でしょうか。 

○古田孝仁財政課長 令和６年度の寄附基金の繰

入額ですが、その割合ですが、子供たちの活動支

援ということで43.7％、スポーツの環境整備に

0.6％、特別支援教育の推進に6.7％、６次産業化

農商工連携の推進に12.2％、地域医療の維持充実

に5.9％、地域公共交通の維持活性化に7.5％、公

共施設の耐震化に 17.9％、農水産業の振興に

0.8％、地域社会のデジタル活動推進に、こちら

は額が小さいので、一応0.0％になっています。

グリーン社会の実現に1.2％、その他3.6％となっ

ております。 

繰入額といたしましては約17億100万円でござ

います。 

○金兵智則委員 申し訳ございません。ありがと

うございます。 

ということは、やっぱり令和６年度も今のとこ

ろ新たに加わった項目については、予定はしてい

なかったのですね。今後という形なのかな。 

たしか以前、項目が増えたときは、既に予定が

されていたような雰囲気の中で項目を増やしてい

たと思ったので、何か令和６年度についてもある

のかなというふうに思っていたのですけれども、

そういったわけでも今回はなかったと。今後に向

けてということで、理解をしたいというふうに思

います。 

それでは、ふるさと寄附基金繰入金の推移、今

令和６年度の金額を教えていただきましたけれど

も、あと、それに伴う該当事業数についてお伺い

したいというふうに思います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附基金からの繰

入金と繰入れた先の充当事業数ですが、当初予算

の数値で御説明いたしますと、令和４年度の繰入

額は約８億8,000万円で73事業、令和５年度の繰

入額は約13億2,500万円で83事業、令和６年度の

繰入額は約17億100万円で91事業と繰入額、事業
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数とも増加傾向にございます。 

○金兵智則委員 こちらも増加傾向、金額が大き

くなっているので、事業数も増えていくのかなと

いうふうに思いますけれども。 

では、ふるさと寄附基金積立金の推移はどのよ

うになっているのかお伺いしたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附基金への積立

金の推移ですが、令和４年度から御説明いたしま

すと約10億7,700万円です。令和５年度の見込み

といたしましては７億4,500万円、令和６年度は

予算になりますが11億1,200万円と見込んでいる

ところでございます。 

○金兵智則委員 ありがとうございます。 

そして、ふるさと寄附基金の残額が、令和４年

度末でいくと約37億円が、令和６年度末は見込み

ですけれども17億8,000万円ということで、先ほ

ど答弁もあったと思うのですけれども、今いろい

ろ伺いましたが、令和６年度の特徴としては、公

共施設の耐震化ということで、新庁舎があるので

大きくなっているように見えるのかなといったの

が一つ。 

あと、子供たちの活動であったり、特別支援

だったり、地域医療というところで、大体６割が

使われているということで、この辺が継続になっ

てくるというふうに思います。 

例えばですけれども、令和６年度末見込みの17

億8,000万円だと、令和６年度予算が基金繰入金

が17億100万円ですので、約１年分の基金しかと

いう言い方かどうかわからないですけれども、基

金があるという計算の中で、庁舎は建てて終われ

ばそれで終わりますが、子供たちに関するとか医

療に関するといったところを見た場合に、この辺

やはりせっかくできた医療費の拡大もそうですよ

ね、給食費の無償化もふるさと納税だったという

ふうに思いますけれども、やはり今後も継続して

やっていきたいというところもありますけれど

も、ふるさと納税というシステムがいつまである

かもわからない。であるならば、あるうちはしっ

かりとふるさと寄附金を確保した上で事業を継続

してもらえるように、寄附を集めるというか、取

り組んでいかなければならないということは、こ

の先、あさってやらせていただきたいなと思いま

すので、ふるさと寄附基金についてはここで終わ

らせていただきたいというふうに思います。 

続いて、庁舎管理費についてお伺いいたしま

す。 

庁舎管理費が、当初予算で令和５年度、5,989

万円だったものが、令和6年度、9,194万3,000万

円と約3,000万円強の増額というふうになってお

ります。燃料の高騰といっても、あまりにも大き

いのかなというふうに思いますので、この予算の

詳細をお伺いしたいというふうに思います。 

○日野智康総務防災課長 令和６年度の庁舎管理

費についてですが、本庁舎、西庁舎、新庁舎、こ

れの維持などに係る各種費用を計上してございま

す。消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料、施設管

理などに係る警備だとか清掃などの業務委託料や

各種検査業務に係る費用となります。 

委員御指摘のとおり、令和５年度予算を比較い

たしますと3,205万3,000円増になっております。

詳細を申しますと、消耗品では88万4,000円増加

しており、主な要因は引っ越しに係る消耗品の購

入によるものでございます。 

燃料費、光熱水費は1,503万2,000円増加してお

りまして、主な要因は、電気料が1,322万4,000円

増となっておりまして、既存の本庁舎、西庁舎の

電気料に加えまして、11月の新庁舎の建物引渡し

後の５か月分の新庁舎の電気料を計上してござい

ます。 

手数料は55万4,000円増加しており、主な要因

は、新庁舎移転準備前の廃棄物処理手数料を計上

してございます。 

また、委託料では1,520万6,000円増額してお

り、主な要因は人件費高騰による庁舎警備業務、

清掃業務、電気の保安業務、特定建築物維持管理

業務など、多くの業務が値上がりしていることに

ございます。 

また、現庁舎の委託業務に加えまして、11月の

新庁舎引渡し後に発生する電気保安業務、特定建

築物維持管理業務、エレベーターの保守点検、自

動扉保守点検など、本庁舎、西庁舎と重複した業

務に係る予算も重なるほか、現庁舎の機械警備や

新庁舎移転に合わせ、公文書の廃棄等の予算も計

上したところでございます。 

その他としまして、使用料、備品購入費で37万

7,000円の増。 

庁舎管理費の増額分の内訳については、このよ

うな要因になります。 

○金兵智則委員 詳しい御答弁を頂きました。あ

りがとうございます。 
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そうなのですね、燃料高騰分が約1,500万円と

いうのに加えて、本庁舎、西庁舎、新庁舎、僕は

てっきり引越するまでは本庁舎、西庁舎で、引っ

越した後が新庁舎かと思ったら、11月に引き渡し

があるから、両方払わなければいけない時期が来

るので、ここまで大きくなったというのと、引っ

越しがあるので、今年に限ってはいろいろなプラ

スアルファの経費がかかるよということで、わか

りました。 

では、ちょっとお伺いするのですけれども、算

出できるかどうかはわからないのですが、新庁舎

になった場合、庁舎管理費は、今の庁舎管理費に

比べて高くなるのでしょうか、安くなるのでしょ

うか。その理由も教えていただければと思いま

す。 

○日野智康総務防災課長 新庁舎に移ってからの

庁舎管理費用の高くなるか、低くなるかという部

分ですが、今年度の予算と令和５年度の予算を比

較しますと、やはり電気料と、あと施設管理業務

委託料、こちらのほうの金額も上がっていますか

ら、予算ベースでみても1.5倍程度高くなるとい

うことで想定してございます。 

なので、新庁舎に移って庁舎管理が安くなるこ

とはなく、高くなるという認識をしてございま

す。 

○金兵智則委員 今の言い方だと、新庁舎に移る

時期には、いろいろ燃料費も高騰しているので上

がるというのではなくて、多分、同じ条件で比べ

ても、多分、新庁舎のほうが高くなるという意味

だったのかな。もう一回伺ってもいいですか。 

○日野智康総務防災課長 まず庁舎管理費のほう

は高くなることで想定しております。 

内容としては、今、本庁舎と西庁舎、Ａ重油を

燃料として使ってございますけれども、新庁舎は

全て電気、一部プロパンガスＬＰＧになりますけ

れども、そのようなところもありますので、全体

的な施設管理費を考えたときには、高額になると

いうふうに想定してございます。 

○金兵智則委員 新庁舎が高くなるから駄目だと

かという話ではなくて、実際どうなのかなと思っ

たのですけれども、高くはなるというところです

けれども、より快適にもなるというところも差し

引いて、致し方ない部分もありますよね、これ

ばっかりはね。下がるときが来れば下がるので

しょうし、その辺は理解をしたいというふうに思

います。 

いよいよ来年の２月、新庁舎が開くというとこ

ろであります。新規事業と言っていいのかどうか

わからないですけれども、新庁舎開庁費が予算計

上されておりました。記念式典を行うというとこ

ろでしたので、当初の予定どおり11月、雪のない

時期にやるよりは、ちょっと雪のある時期になる

ので、大変になるのかなというふうに思いますけ

れども、どのような華々しい式典があるのかお伺

いしたいというふうに思います。 

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 新庁舎開庁費に

ついてのお尋ねですが、内容といたしましては、

竣工後の市民見学会並びに開庁日にテープカット

などを行う記念式典の開催を予定しており、その

周知に係る案内用チラシの作成や新聞折込み手数

料、また新庁舎の配布用リーフレットを作成印刷

する費用などとなってございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

ちょっと先の話ですので、これから詳細を詰め

ていかれるのかなというふうに思いますけれど

も、どこでしたかね、近隣の市町村、小清水町で

したかね、たしか開庁のときにはチラシも入っ

て、こんなイベントやりますよ、あんなイベント

やりますよというのは、さすがに２月では難しい

ですかね。 

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 引っ越し後の最

初の日に、朝、開庁の記念式典を開催する予定で

ございます。その後、８時45分からは通常どおり

の業務が開始されますので、業務開始の前にテー

プカットなどを行う考えでおります。詳細につき

ましては、また詰めていきたいと考えておりま

す。 

○金兵智則委員 せっかく新しいものができたの

で華々しい式典を、ちょっと期待をしたところな

のですけれども、普通に業務前に開庁するという

ことで、２月というのがちょっと難しいのかなと

いうところもありますけれども、何か記念に残る

ことがあれば、50年に一度の開庁ですからね。何

かあったらいいなという希望もお伝えしておきま

す。 

ちなみになのですけれども、移転が２月にずれ

込んだことによって、引っ越しの作業が冬期間に

なるというふうに思います。引っ越しの予算額に

この冬期間の影響があるのかどうか。加えて、２

月からまたさらにずれ込むといったような可能性
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がないのか、改めてお伺いしたいというふうに思

います。 

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 冬期間の新庁舎

移転の予算への影響と、その遅れについての御質

問についてですが、今回の移転につきまして、移

転時期が当初11月から変更後２月にずれ込むこと

によりまして、引っ越し移転作業に係る金額への

影響はないことを事業者より伺っているところで

ございます。 

また、開庁の遅延の可能性につきましては、予

測することができない社会情勢の急激な変化や天

候などの影響によりゼロとは言えませんが、予定

している２月下旬に引っ越しが完了できるよう努

めてまいります。 

○金兵智則委員 わかりました。今後、進めて

いっていただけるということで、雪のない時期に

引っ越しがしたかったなと、僕がするわけではな

いですけれども、僕自身はそう思うところであり

ます。 

続きまして、デジタル化推進事業についてお伺

いいたします。 

先ほど、会計課のほうからキャッシュレス決済

の導入をしたことがありましたけれども、キャッ

シュレス決済導入事業なのですけれども、令和５

年度から予算額が来年度40万円ほど増額というふ

うになっておりますが、事業内容についてお伺い

したいなというふうに思います。 

○野呂俊広会計管理者 キャッシュレス決済導入

事業の内容について説明をさせていただきます。 

令和５年度、先ほども少し触れましたけれど

も、市民係、体育館、モヨロ貝塚館でキャッシュ

レス決済を導入しまして、令和６年２月、本年２

月から運用を開始しました。 

令和６年度、新年度については、これら機器類

の保守運用経費に加えまして、新たに新庁舎会計

窓口に設置する予定でございます現金収納機、セ

ミセルフレジと呼ばれる現金収納機を購入するた

めの予算を計上してございます。 

なお、実際の会計課窓口におけますキャッシュ

レス決済の運用開始については、令和７年度末の

情報システム標準化におきまして、統一した仕様

が示された中で実施していきたいというふうに考

えてございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

続きまして、令和３年９月にデジタルファース

ト宣言を行い、デジタル化の推進を行っているこ

とは承知のとおりなのですけれども、来年度も

様々取り組んでいくということが予算説明書を見

てもいろいろと載っているところなのですけれど

も、また、新庁舎への移転もさらなるＤＸの推進

のきっかけの一つになるのかなと僕自身思ってい

るところなのですが。 

現在、網走市は、デジタル化についてどの程度

進んでいて、来年度ではどのようなことができる

ようになるのか、お伺いしたいというふうに思い

ます。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 デジタル化の

進捗状況についてでありますが、令和５年度にお

いては、公開型統合ＧＩＳの構築、公式ウェブサ

イトのリニューアル、市民係窓口、総合体育館、

モヨロ貝塚館でのキャッシュレス決済の導入、移

動型医療サービスの導入、保育所、認定こども園

業務支援システムの導入、高齢者見守支援事業な

ど、様々な分野でデジタル化の導入を進めてまい

りました。 

また、新庁舎への移転に先立ちまして、今１人

１台のクロームブックの導入、新たなグループ

ウェアであるグーグルワークスペースの導入、無

線ＬＡＮ環境の整備を行っております。 

また、令和６年度につきましては、電子入札へ

対応するためのシステムの構築、それと行政から

住民等への効果的で効率的な情報発信の仕組みを

構築するための情報発信構築事業、続きまして、

急な大雪への迅速な対応を図り、安全・安心な道

路サービスの提供を実現するための積雪深自動モ

ニタリングシステムの導入を予定しております。 

また、グループウェアでありますグーグルワー

クスペース上に、現在、文書管理システム、電子

決裁のシステムを構築しておりまして、今後、電

子決裁の運用が開始される予定となっておりま

す。 

○金兵智則委員 僕自身もあまり詳しいほうでは

ないのであれなのですけれども、かなり進んでき

ているという印象は受けます。 

それぞれ使う人が、多分使い勝手がいいな、デ

ジタル化になって楽になったなという声が、今後

少しずつまた聞かれていくのかなというふうに思

いますけれども、詳細な部分で一つお伺いしたい

なと思いますが、各担当課で本当は詳細を伺うべ

きなのかなというふうに思いますけれども、デジ
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タル化を進めていくに当たって、現在、紙媒体で

行われている地域商品券であったり、健康マイ

レージという名の判こを押す紙媒体等がいろいろ

あるのですけれども、デジタル化を推し進める分

野というのはまだまだあるのかなというふうに思

うのですが、今後の展望というのはどのようにお

持ちなのかお伺いしたいというふうに思います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 現在、紙媒体

で行っている分野の今後の展望についてですが、

商品券やポイントの付与等に関しましては、デジ

タルフェローやデジタル化推進参与と相談して、

今後の研究を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

また、今後の展望なのですけれども、市役所か

ら発出するアンケートや申込み等につきまして

は、グーグルワークスペースをグループウェアと

して導入していますので、そういったもののアプ

リケーションでフォームというものが使えますの

で、そういったものを活用しまして、住民の方が

スマホから便利に申込み等をしていただけるよう

なところで活用を進めたいと考えております。 

○金兵智則委員 僕も最近すごくやりやすくなる

のだよという話を聞きました。詳細はちょっとわ

からないですけれども、集計も簡単だとかという

話も伺いましたし、進められる部分については進

めていっていただきたいなと思いますけれども、

紙媒体が絶対駄目というわけではないですが、よ

り楽になるような方法がデジタル化なのに紙とい

うのは、紙が悪いわけではないのですけれども、

見た目というのか、反するようにも見えなくもな

いので、難しい部分もあるかもしれないですけれ

ども、いろいろと研究していっていただきたいな

というふうに思います。 

続きまして、地域おこし協力隊活用事業、同じ

くインターン活用事業、地域おこし協力隊関係に

ついてお伺いしたいというふうに思いますけれど

も、いろいろと毎年お伺いさせていただいており

ますけれども、地域おこし協力隊活用事業は、来

年度若干の予算増額というような状況になってお

りますが、事業内容と、現在の隊員の配置、勤務

状況についてお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度の取組の内

容でございます。 

新規の隊員１名の採用に係る業務と、既存隊員

１名に係るフォローの業務でございます。この業

務内容につきましては、令和５年度と同じもので

すが、これに加え、採用後のミスマッチを防ぐた

めに、応募者へのウェブ説明会を新たに開催した

いと考えておりまして、これに伴う費用が増えた

ものでございます。 

現在の配置状況につきましては、まちづくり会

社に２名を配置しております。 

○金兵智則委員 令和６年度の予算で、新規１名

と既存の隊員１名分という予算の説明でしたよ

ね。現在は、２名の方が勤務をされていますと。

御説明いただいてもよろしいですか。 

○佐々木司企画調整課長 今現在２名がまちづく

り会社に配置されておりますが、このうち１名が

３月をもって任期満了を迎えるため、４月１日時

点では１名となります。ここに令和６年度、新た

に１名を採用し、言葉足らずで大変申し訳ありま

せん、既存隊員１名のフォローと、新たに採用し

た１名に対するフォロー、フォローとしては２名

で変わらずという状況でございます。 

○金兵智則委員 現在いる隊員のうち１名が今年

度で任期が満了になるので、１名と１名が令和６

年になるよということですね。 

ということは、昨年の予算特別委員会では、令

和５年度で募集を行うこともおっしゃっていたの

ですけれども、それが今の来年度も継続される１

名だったのだと思うのですけれども、そういう結

果だったというふうに思いましたが、募集したと

きの状況はどんな状況だったのかお伺いしたいな

と思います。 

○佐々木司企画調整課長 委員御認識のとおりで

ございまして、令和５年度に募集した方が今、昨

年の８月から任用されております。この募集に当

たりましては、応募者が９名おりました。このう

ち、地域要件外で外れた方が３名でございまし

て、残る６名から面接に進んだ方が２名、最終的

に面接を行いまして１名を採用したという状況で

ございます。 

○金兵智則委員 ９名というのが若干少な目なの

かなというふうに思いますけれども、それでも１

名採用になったので、それはよかったのかなとい

うふうに思いますけれども、ちょっとお伺いさせ

ていただきたいのですが、地域おこし協力隊活用

事業の目的は、隊員の任期が満了した後に、その

まま継続して網走に残っていただくような移住を
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最終的な目標とするようなという事業でしたよ

ね。 

令和５年３月で１名の方が任期満了になるので

すが、その方はどうなりますか。 

○佐々木司企画調整課長 ３月いっぱいで任期を

終えられる方につきましては、御実家に戻るとい

うふうに伺っております。 

○金兵智則委員 そのまま残られるということは

なかったという残念な結果で、理由も諸々伺って

はいるのだというふうに、担当課としては押さえ

られているのだと思うので、それを今後に生かし

ていただけたらなというふうに思いますけれど

も、今年度募集をかけたときには、やはり募集形

態としては、これまで同様、会計年度任用職員と

して募集されたのかどうか。ほかの募集形態を検

討したというようなことはあったのか、なかった

のかお伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 今回募集をかけた方に

つきましては、まちなか網走に配属して「ナシ

タ」を拠点として活動する内容でありましたた

め、会計年度任用職員による募集が適切だと判断

をしたところでございます。 

このほか、採用の形態といたしましては、委託

型というところも大きくはあるわけですけれど

も、こちらにつきましては、ミッションといいま

すか、目標だけ与えて活動を自由にしていただく

といった任用形態のときに適切だというふうな言

われ方をしておりまして、この辺りの任用形態の

活用につきましても、他の先行自治体など事例を

集めて勉強したところですが、一つには、隊員の

自由な活動が保障されるというところがメリット

としてある一方で、なかなか活動内容が見えにく

いとか、場合によっては成果として何も現れない

というところもあって、勤怠管理などが非常に難

しいといった側面も一方であるやに聞いておりま

す。 

ここは、どういう形態で募集をかけるかという

よりかは、何をお願いしてどういう活動をしてい

ただこうかというところを先に決めた上で、どの

ような募集形態がよろしいのかという判断につな

がっていくものと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

来年度も募集をするというようなことだという

ふうに思いますけれども、募集するに当たっては

募集形態をナシタで働いてもらうことを基本にす

るなら、今までどおりということなのかなという

ふうに思いますけれども。 

例えば北見市なんかでは、公共交通の運転手不

足に地域おこし協力隊員を活用しようということ

で、人手不足の分野に積極的に登用していこうと

いう考え方があるのですけれども、網走市として

そういったことを検討したことはあるのか、ない

のか、お伺いしたいというふうに思います。 

○佐々木司企画調整課長 これまで、本市の協力

隊につきましては、３年後の定住を目標として、

起業につながる支援、あるいはその活動を前提と

して取組を進めてきたところでございます。 

ただ、委員御提言のような、人手不足、人材不

足の解消に特化した協力隊の募集も方法としては

考えられるかと思いますので、先進自治体の事例

とか実績など、まずは情報の収集に努めてまいり

たいと考えております。 

○金兵智則委員 ほかの方法としまして、うまく

いっている事例で多くあるのが、網走市のように

課題のある部門にプレイヤーを呼び込むというこ

とではなくて、さっき課長がおっしゃっていまし

たけれども、ある程度の権限や執行権を与えた上

で、プレイングマネージャーとして、ある程度自

由に動いてもらうといったようなことがあるのだ

と思います。これが委託という形になるのかなと

いうふうに思いますけれども。 

こういったことを今後は、これは去年も多分同

じことを僕も言っているのですけれども、ここの

人員が欲しいから会計年度任用職員で地域おこし

協力隊、バスの運転手もそういうところもあるの

かもしれないのですけれども、両方の面でやって

みることも必要ではないのかなというふうに思う

のですがいかがですか。 

○佐々木司企画調整課長 委員おっしゃるとおり

でございまして、隊員にミッションを与えて自由

に活動してもらうというような内容であれば、委

託型の任用のほうが好例といいますか望ましいの

であろうというふうに考えてございます。 

今現在、私たちのほうで採用しております地域

おこし協力隊、なかなか自由にミッションを与え

て自由に活動してもらうという事例といいます

か、隊員の必要性というところがなかなか見つ

かっていない状況でございまして、当然そういっ

た採用方法でなければ、隊員としての活動がまま

ならないという配置も視野に入れながら、令和６
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年度につきましては、少なくともナシタへという

ところでありますけれども、当然頂いた内容につ

きましても念頭に置きながら、今後進めてまいり

たいと考えております。 

○金兵智則委員 今のやり方が悪いと言っている

わけではないのですけれども、結局、足りないと

ころの人材を募集して、３年たったら帰りますと

いうのがずっと続いている状況ですので、何か変

えていかなければいけないのではないのかなとい

うふうに思うのですよね。 

これを続けていくということは、可能性を感じ

ているのでしょうから、続けていく中でいろいろ

と考えていかなければいけないのかなというふう

に思いますけれども。 

例えば総務省は、2024年度の協力隊員に外国人

を積極的に登用するということを行おうとしてお

り、外国人とのマッチングを支援するために、特

別交付税措置も講じるそうであります。 

外国人目線の観光ＰＲなどを通じ、地方インバ

ウンド増につなげる狙いがあるそうなのですけれ

ども、全国の自治体では、外国人の隊員は2022年

の時点ですけれども150人ほどいるそうです。そ

して、年々増加傾向にもあるそうですが。 

令和６年度も含め、網走市で外国人の協力隊員

の登用ということの考えについてお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○佐々木司企画調整課長 国内に在住する外国

人、外国籍の方の増加に伴い、おのずと外国の方

が応募してくる例も増えてくるのではないかとい

うふうに考えております。 

実際、令和５年度の採用に当たりましては、応

募があった９名のうち、地域要件外で外れてはい

たのですけれども、イギリス国籍を持った方の応

募もあったところでございます。募集要綱さえ満

たしていれば、当然採用の対象となってまいりま

すので、国籍を問わず適切な人材の採用に努めて

まいりたいと考えております。 

また、外国人の目線、あるいは考え方などを必

要とするような協力隊活動の場合におきまして

は、当然積極的な採用を心がけていかなければな

らないと思っておりますけれども、新年度におき

ましては、外国人であることを要件として募集を

する予定はございません。 

○金兵智則委員 外国人だけということはないの

かもしれないですけれども、そういったものが外

国人をより取っていきたいというような事業とい

えばいいのか、そういうのもつくっていく、ここ

でいう総務省なんかは、外国人インバウンドの観

光関係の分野でというのもあるそうですので、そ

ういったことを考えていく必要があるのかなとい

うふうに思いますので、いろいろと広く、ここに

人が足りないので、ここに入れたいので来てくだ

さい。１人だけですよね、今までね。そうではな

いのだと思います。もうそろそろ転換の時期に来

ているのかなというふうに思います。 

それもあってなのか、インターン活用事業とい

うのが来年度から始まります。詳細については、

内容ですね、宿泊費が当たるだとか、日当幾らだ

というのはわかるのですけれども、結局この予算

の内訳というのはどうなっているのですか。 

○佐々木司企画調整課長 予算計上額293万8,000

円の内訳でございます。 

インターンに応募してくださった方、御本人に

渡るものとしては、報償費として233万8,000円で

ございます。これは日額１万2,000円を上限とし

ました活動費、それから宿泊費、交通費、滞在期

間中の交通費を含んだものでございます。 

そのほか、受入れプログラムの作成とか、勤退

管理をしていただく受入れ団体、具体的には観光

協会とまちなか網走を予定しておりますが、こち

らに対する委託料、それから隊員１人受入れに当

たって、例えば作業に応じては長靴とか作業着と

いった雑費が必要でございますので、そちらに係

る経費としてお支払いをする予定でございます。

トータルで293万8,000円でございます。 

○金兵智則委員 個人、来ていただける方には

233万8,000円ということですので、10人ですか

ら、期間の長短に合わせて金額が変わってくるの

かもしれないですけれども、ざっくり言えば１人

23万円掛ける10人と。それに委託先であるとかの

経費が60万円くらいかかるよという説明だったの

だと思うのですけれども。 

交流人口の拡大ということで、いろいろと大学

生の体験をしていただいて、ＳＮＳで発信してい

ただくと、交流人口の拡大を目指すよというのは

もうわかりました。 

いろいろとやっていっていただきたいなと思う

のですけれども、イベントの人員不足を補うため

というふうに見られないように、イベントに絡ん

でもらうと言っていましたけれども、今まで地域
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おこし協力隊のやり方が、ここの人が足りないか

らここに募集してますよというやり方なので、今

回もイベントに絡ませるという説明があったとき

に、イベントの人員が足りなくなってきたから、

こういうところを活用するのかなというような、

ではないということを改めてアピールしていただ

けたらなというふうに思うのですが。 

○佐々木司企画調整課長 失礼いたしました。 

先ほどの答弁で１か所訂正をさせていただきま

す。受入れの団体ですが、現在予定しております

のが、観光協会とまちなか網走と申し上げました

が、観光協会と商工会議所でございます。大変失

礼をいたしました。 

併せて、インターンの活動の内容ですが、決し

てイベントの人手不足を補うためというものでは

なく、お越しいただいた期間内には、イベントの

運営支援はもちろんのこと、湖畔園地での収穫体

験の支援とか観光案内、こういった様々な活動を

支援していただこうと、体験していただこうと考

えております。 

また、そういった活動を通じて、網走市の魅力

を伝え、あるいはインターン活動が終了した後

も、そういった活動の内容を広く、網走はいいと

ころだったよというふうな広報活動、ＳＮＳなど

を使った広報活動、ＰＲなども期待をしていると

ころでございまして、決して人手不足の解消のた

めのものではなくて、網走ファンを増やすための

交流人口、関係人口を増やすための取組としてこ

の制度を活用してまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

来ていただいた後のフォローができれば、いい

のかなというふうにも思います。終わった後も定

期的に連絡が取れるような体制をつくれるのが

ちょっと好ましいのかなというふうに思います。

ちょっとした二、三週間の旅行であったり、イベ

ントの人員不足の解消にはならないようにやって

いただきたいなというふうに思います。 

続きまして……。 

○井戸達也委員長 金兵委員、まだ質疑続きます

ね。 

ここで、暫時休憩いたします。 

再開を、午後５時35分といたします。 

午後５時23分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時35分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

金兵委員の質疑を続行いたします。 

金兵委員。 

○金兵智則委員 学生活動支援事業補助金につい

ては、先ほど永本委員からもありましたので、割

愛をさせていただきたいなというふうに思います

けれども、商品開発以外の分野を積極的に、教育

委員会と協力をしながら、やっていっていただき

たいなというふうに思います。 

続いて、集会施設冷房設備事業補助金について

お伺いいたします。 

集会施設に冷房設備を整備するという事業なの

だと思うのですけれども、例えば集会施設に冷房

設備がついた後、クーリングシェルターとして活

用するという考えがあるのか、ないのか、お伺い

したいというふうに思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 集会施設冷房設備

事業補助金ですが、従来ですと、エアコンの設置

費用の２分の１を市で補助するということで行っ

ていましたが、クーリングシェルターを実施して

いただける施設につきましては、補助額を３分の

２としまして実施するものでございます。 

令和６年度、９施設で設置を予定しております

が、９施設ともクーリングシェルターの開設予定

であるということを確認取っております。 

○金兵智則委員 クーリングシェルターの開設を

していただけるなら３分の２と、補助条件が高く

なるよということなのですけれども、クーリング

シェルターとして活用した場合、電気代の補助な

どは、その後はあるのかないのか、お伺いしたい

というふうに思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 クーリングシェル

ター開設協力可能な集会施設を管理しています町

内会に対して、電気代の費用として、年間3,000

円の補助を予定しております。 

○金兵智則委員 年間3,000円、電気代が高く

なっている中で、3,000円でクーリングシェル

ターの開設が、それがもう１回開設したらもうな

くなってしまうのではないかと思うのですけれど

も、その辺はもうちょっと、実費がこれだけなの

で、これぐらいとかという決め方にはならないも

のなのですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 3,000円の積算で

すけれども、1日８時間を大体14畳のエアコンを
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使用するとしまして、大体およそ500円の電気料

がかかりますので、それを1日600円単価としまし

て、５日分ということで3,000円と算出しており

ます。 

○金兵智則委員 一応もう６日分を見ているから

3,000円なのだよという御答弁を頂いたのですけ

れども、集会施設は新しい古いありますからね、

本当にその計算どおり行くのか、ちょっと不安な

部分があるなと思うのですけれども、もしやって

みて、例えばクーリングシェルターが８日になり

ましたよとか言えば、それはその都度考えていた

だきたいなというふうに思うのですが。 

もう１点、今年度コミュニティセンターでクー

リングシェルターを開設して、開設時間の延長と

いう声をどうしてもちらほら聞かれるところなの

ですけれども、来年度、開設時間に対する考え方

について、いま一度お願いします。 

○田中靖久市民活動推進課長 コミュニティセン

ター等でシェルター開設時間につきましては、気

温が日中上がり夕方下がっているといった状況か

ら、夕方の利用状況などを踏まえまして、運営委

員会の意見も聞きながら、平成23年度当初開設し

た際に10時から17時と設定してきたところでござ

います。 

この夏のシェルターの開設では、事業者は17時

以前に退館している状況と、各コミュニティセン

ターなどから聞いております。ただ、体調が優れ

ないとの理由で17時以降も引き続きシェルター利

用をした方が１名ございましたので、各コミュニ

ティセンター等では、事情により17時以降のシェ

ルター利用にも配慮していただいた状況でござい

ます。 

開設時間の延長につきましては、通常利用との

兼ね合いもございますので、今後のクーリング

シェルターの利用状況などを踏まえながら、コ

ミュニティセンターの管理運営委員会とも協議を

してまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。来年度こういう

お話をしていて急にあんまり熱くなる日がなかっ

たらあれなのですけれども、柔軟に対応していた

だきたいなというふうに思います。 

続きまして、人口減少問題についてお伺いをい

たします。 

種々いろいろと議論をしたいところではあるの

ですけれども、何点かに絞ってお話をしたいなと

いうふうに思いますけれども、網走市は人口減少

のインパクトの緩和のために、交流人口の拡大に

かじを切ったという認識をしています。 

一方で、移住促進に力を入れている自治体も多

い。また、コロナのときには移住、移住、移住と

いう言葉が結構頻繁に目にするような状況ではご

ざいましたけれども、網走市も生産年齢人口の移

住者が増えているというお話を各所から聞こえて

きている状況なのですけれども、市としては移住

者の把握というのはされているのかお伺いしたい

と思います。 

○佐々木司企画調整課長 移住者の把握について

でございます。 

何かしらの制度を活用しての移住、あるいは市

に御相談をいただいた中で移住に結びついた方で

あれば把握は可能と考えておりますが、意思を

持って移住、転入された方と、例えば単に転勤で

転入された方、こういった方たちを判別するすべ

を今持ち合わせておりませんので、現状、移住者

の一元的な把握はできておりません。 

○金兵智則委員 わかりました。網走も以前はた

しか移住促進事業というような事業があったよう

に記憶をしているのですけれども、いつの頃から

か交流人口の拡大というほうにかじを切ったとこ

ろから移住ではなくなったのだというふうに認識

しているのですけれども、移住に力を入れている

自治体では、フォローアップも対応しているとい

うことが多いところでございます。 

今お話したとおり、来年度にももちろん移住に

関する予算はないですけれども、移住者に対する

フォローも含めて、少しこっちにも意識を向ける

必要があるのかなというふうに思うのですがいか

がでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 一足飛びに移住につな

げることがなかなか難しいとの判断から、現在、

前段として交流人口、あるいは関係人口の創出に

重きを置いて取組を進めているところでございま

す。 

移住者が把握できていないという部分と、現

状、移住者に対するフォローというものが、その

内容、あるいはその必要性、重要性といったとこ

ろに、申し訳ありません、想像がなかなか及んで

おりませんので、先進地の取組を勉強しながら認

識を新たにしてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 
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代表質問でも伺いましたけれども、農大生の関

係、僕らも行ったところのお店で働いている子が

農大卒業生で隣町に住んでいますなんていう子も

いたりしたものですから、代表質問では、大学側

でも把握していないので、私たちもちょっと難し

いのですよという答弁だったのかなというふうに

思うのですけれども、把握しようともしするので

あれば、例えば労働調査にそういう項目をちょっ

と付け加えてみるだとか、個人事業主や小規模事

業者であれば、商工会議所や銀行への聞き取りな

んかも行ったらちょっと把握もできたりするのか

なというふうに思いますので、先ほど先進地のと

いうところも、調査も御答弁いただいておりまし

たが、やっぱり農大卒業生の把握とフォローとい

うことについても、来年度以降行っていけるよう

な、そちらも含めてやっていただきたいというふ

うに思うのですがいかがでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 卒業生の状況を大学で

も把握していないことは御案内のとおりでござい

ます。ただ、そういったデータベース、私ども市

だけではなくて、大学でも必要性を感じていると

ころでございまして、これまでも何か方法はない

かと、何回か意見交換をしてきたところではござ

います。 

現在、卒業生の状況を仕組みとして組織的に把

握する手法がなかなか見当たらない状況ではござ

いますが、委員御提案のように、関係者への聞き

取りというのも一つの方法と存じますので、そう

いったことも念頭に置きながら、引き続き大学と

意見交換、対策を模索してまいりたいと考えてお

ります。 

○金兵智則委員 大学時代、農大に来て、卒業し

てまた戻ってこられた方、例えば農大で卒業して

そのまま残ってくれた方なんかに対して、やはり

優しい網走市でいてほしいなというふうに思いま

す。大学と協力というのもあれですけれども、少

し意を用いて、網走市として積極的に取組をして

いただきたいなというふうに思います。 

最後の質問に移ります。選挙管理委員会費につ

いてお伺いいたします。 

投票率の向上について、代表質問でも伺いまし

たけれども、期日前投票所の増設など、新たな取

組も行ってきましたけれども、結果、目ぼしい成

果、目ぼしい成果といったら失礼ですね、投票率

の向上に結びつかなかったというような答弁もあ

りましたが、ただ、これは網走市の問題だけでは

なくて、全国的にそういう状況だという中で、来

年度どのようなことができるのか考えていっても

いい、はっきりとした選挙が決まっているわけで

はありませんので、考えていってほしいタイミン

グではあるのですけれども、どのようなことを考

えているのかお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 投票率の向

上に向けた取組についてではありますけれども、

代表質問でも答弁をさせていただきましたとお

り、令和４年７月執行の参議院議員通常選挙よ

り、エコーセンターに期日前投票所を開設し、有

権者が投票しやすい環境づくりに取り組んでまい

りました。引き続き、有権者の利便性の向上を図

るため、移動期日前投票所の開設について検討を

行ってまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 移動式投票所、これまでも何と

かあらゆる場面で訴えさせていただきましたけれ

ども、検討に入っていただけるということですの

で期待してみていきたいなというふうに思いま

す。 

一方で、投票率の低い世代というのが10代、20

代だという結果、数値が出ております。平成28年

度総務省の調査によると、子供の頃に親の投票に

ついて行ったことのある人は、ついて行ったこと

がない人に比べて、投票率が20ポイント以上高い

というデータも示されました。 

徳島市の選挙管理委員会では、保護者と一緒に

統一地方選挙の期日前投票所を訪れた子供に、お

菓子や文具などの記念品をプレゼントする「子ど

もと行こう選挙のススメ」と題した授業を始めた

そうです。 

これをそのままやれというわけではないですけ

れども、市内の小学生や保護者向けにチラシを

配ったり、ＰＲしたりというような可能性を、こ

ういうことも検討していっていただきたいなと思

うのですがいかがでしょうか。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 子供連れの

投票の推奨についてでありますけれども、公職選

挙法の一部改正により、平成28年６月から投票所

に入ることができる子供の範囲が拡大され、当市

におきましても、家族で投票所に来られる方を目

にするようになりました。若年層を対象にした意

識調査などから、親と投票所に行った体験が投票
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行動に影響していると考えられておりますので、

徳島市の取組をはじめ、他市の取組事例などを研

究させていただき、投票環境の向上に努めてまい

りたいと考えております。 

○金兵智則委員 もう１点なのですけれども、こ

のときの調査で、高校生が選挙や政治に関心を持

つためにすべきことを尋ねたアンケートの結果で

は、「学校で模擬選挙を体験する」というのが

23.1％と最多の結果が出たそうです。こういった

ことももちろん検討してもらいたいのですけれど

も、より低年齢まで広げた対応も行っていただき

たいなと思います。 

福岡県にある小学校で、小学校６年生が小学校

生活最後の給食を選挙で決めるという面白い取組

がありました。投票箱や記述台を選挙管理委員会

が持っていって、給食をＰＲするための演説会を

行うのですけれども、その演説会に地域の方々が

そういう役目、唐揚げは私です、ハンバーグは私

です、豚の生姜焼きの役目です、といった三つの

中から選ぶのですけれども、本当に面白い取組で

した。 

来年度すぐ実施していただきたいというわけに

も、ちょっと予算にはないので難しいのかなとい

うふうに思いますけれども、教育委員会と協力を

していただいて、こういった低年齢からの取組も

進めていっていただきたいというふうに思います

がいかがでしょうか。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 小学校にお

ける選挙啓発事業の実施についてでありますけれ

ども、当市の標準投票区、第一投票区であります

が、標準投票区における年齢別投票率におきまし

ても、若年層の投票率が最も低いことから、新有

権者や将来の有権者に向けた啓発が課題であると

認識をしております。 

今後、若年層の政治選挙への意識高揚を図るた

めの取組につきまして、教育委員会と協議を行っ

てまいりたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 教育委員会と協議を行っていっ

ていただけるということですので、協議を行った

結果、教育委員会が協力してくれるかどうか、担

当課のときにやり取りしてみたいというふうに思

います。 

以上です。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

古都委員。 

○古都宣裕委員 もう終盤でかなり重複していま

すので、端的に伺っていきます。 

まず、33ページ、ふるさと寄附基金繰入金、こ

れ繰入れした後、積立てはどうなるかはまだわか

らないので、残額がどうなるか伺います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附基金の残高に

ついてでありますが、令和５年度末の見込みとし

ては約23億4,900万円、令和６年度予算になりま

すが、６年度末では17億8,600万円の残高になる

見込みでございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

次に、防災諸費について伺います。 

47ページ、下段のほうなのですけれども、避難

路照明整備事業があります。これは北浜の避難階

段に対して整備するとなっているのですけれど

も、ソーラー式ということを書いてありました

が、これはどういったソーラー式なのか、単独独

立で充電して発光するものなのか、それとも連

なったもので大きなパネルなどがついた上で維持

するものなのか、それが何基ついてどういった形

でやるのかというのを教えてください。 

○八百坂則勝総務防災課参事 避難路照明整備事

業についてですが、具体的に取り付けるものにつ

きましては、昨年、海岸町でつけたものと同様と

なりますが、まず、コンクリート柱に単独で稼働

するソーラーパネルを２枚設置する予定でおりま

す。その同じ支柱に充電式の電池バッテリーを取

り付けておりまして、そこから照明灯６基を配線

で取りつないで、単独で太陽光のみで稼働する。

そして照度センサーにより点灯するような形で、

実際には、夜間の15時間点灯可能なものを設置す

る予定でおります。 

○古都宣裕委員 それを今回は、階段の間で何基

つけるということなのですか。これは１個支柱が

あって、バッテリーの中で６基つけて、６基稼働

するというような形なのですかね。 

○八百坂則勝総務防災課参事 照明は６基設置す

る予定でいるところなのですが、まず、ソーラー

パネルを設置する柱、ソーラーパネルとバッテ

リーがついている柱のところに照明灯２基を設置

します。そこから、照明灯のポールを別に４基設

置しまして、そこに各１灯ずつ設置するような仕

組みとなっております。 

○古都宣裕委員 わかりました。 
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これ、思うのですけれども、防犯灯等に利用す

るような形の場合、６基まで要らないとは思うの

ですけれども、小さな形のもの、例えばホーマッ

クとかホームセンターで売っているような形で、

玄関灯みたいなのが結構あると思うのですが、そ

れの業務用みたいな形のイメージで僕いたのです

けれども、それよりもう少し大きなものなのかな

と思いますが、それを防犯灯みたいに使えるよう

なものがあれば、地域住民に対して電気代を請求

することもなく、設置することが可能になるのか

なと思いますけれども、その辺の考えはいかがで

すか。 

○八百坂則勝総務防災課参事 こちらの照明灯に

ついてですが、先ほど御説明差し上げたところな

のですが、ソーラーパネルで充電ですね、ソー

ラーパネルとバッテリーをセットで設置すること

によりまして、外部からの電気を使うことなく単

独で稼働するような方式になっておりますので、

電気代がかかることはございません。 

また、照明灯につきましては、電気業者から避

難路の路線を明るく照らすための計算等を確認し

ていただいた上で照明灯６基の設置をするという

ような形で積算のほうが出ているものとなってお

ります。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後５時54分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時56分 再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

古都委員の質疑に対する答弁から。 

市民活動推進課長。 

○田中靖久市民活動推進課長 ソーラーパネルの

ついた照明の防犯灯への利用ですが、現在、防犯

灯については、リース契約を結んでいることもあ

りまして、同じ機械を増設していくような形にな

ることと、ソーラーパネルのついたものにつきま

しては、現在の防犯灯よりもかなり高額になると

いうことで、電気料がかからないという部分につ

いてはメリットかと思いますので、今後、研究し

ていきたいと考えています。 

○古都宣裕委員 リースの残年数があるというと

ころで、なかなかすぐに、ではいいですよともな

らないでしょうし、電気代との兼ね合い等もある

と思います。 

ただ、町内会がなかなか出来上がらないけれど

も、不安がって、防犯灯をつけてほしい。でも町

内会がないからつけれらませんよということを

やっていたら、ずっとつかないので、その辺は

ちゃんと考慮した上で今後考えていただきたいな

と思います。 

防犯諸費の中で伺うのですけれども、その次の

ページに、公衆フリーＷｉ－Ｆｉ管理事業とあり

ますけれども、公共施設にあるＷｉ－Ｆｉだと思

うのですが、公共施設というのは避難の場所とし

ても役割を帯びていると思います。Ｗｉ－Ｆｉと

いうのは、ほかとの通信だったりとかのやり取り

で、今情報としては欠かせないものになってきて

いると思うのですけれども、災害にもよると思う

のですけれども、もし大きい災害が起きたときと

いうのは、例えば北海道がブラックアウトしたと

きなんかも、通信基地の充電がなくなったときに

は、皆さん携帯が使えなかったりとかしたと思う

のですが、近年、衛星のＷｉ－Ｆｉというのが出

てきております。また、そうした部分を導入する

ことによって、何かあったときも、今電源自体は

発電機を各コミュニティセンターとか持って今つ

けておりますので、そういった部分で確保できて

いれば、そうしたＷｉ－Ｆｉも稼働できると思い

ますが、そうした導入についての検討や考えとい

うのを教えてください。 

○八百坂則勝総務防災課参事 こちらのスターリ

ンクと呼ばれる衛星のＷｉ－Ｆｉについてです

が、能登半島地震の際、この衛星ブロードバンド

スターリンクが活用されたことにつきましては、

ＫＤＤＩ株式会社が実際に来庁しまして、先月な

のですが説明を受けたということを承知している

ところでございます。 

今後、こちらの機能や費用面につきまして、調

査や研究を進めてまいりたいと思います。 

○古都宣裕委員 なかなか有線ですと断線だとか

のリスクがある中、衛星を使った場合、へき地で

あろうが、空からですので、そういったリスクが

かなり低減されるという部分もありますし、2022

年が最初だったのですけれども、最初はかなり高

額だったのですけれども、近年かなり割安になっ

てきているというところもあるので、しっかりと

検討していただきたいなと思います。 

次、49ページですね。先ほども種々議論あった

のですけれども、もう一度説明していただきたい

なという部分があるので、日体大高等支援学校生
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徒確保対策支援事業なのですけれども。 

これは今年度で今ある予算が終わって、来年度

は今予定していないという話まではわかって、宣

伝費も大体3,000万円だということがわかったの

ですけれども、先ほどの話の中で、宣伝費大きく

は全国区の新聞紙面等にやっているというような

話だったのですけれども、これは日体大高等支援

学校ということって、網走の学校に対する支援、

宣伝の経費だとは思うのですが、普通の経営感覚

だと、日体大は大元が日本体育大学なので、日本

体育大学が仮に大きい紙面に載せて、その下に小

さくいろいろな高等学校とかもやっていますか

ら、そういった部分が載っている上で、その全額

がこの費用に含まれているのか、それとも何度も

紙面に載せているから、その総額がでっかい上

で、網走分の負担分として3,000万円を計上して

いるのか。そういった部分まで調べているのか、

そこまで把握していないのか、どちらなのですか

ね。 

○佐々木司企画調整課長 日本体育大学附属高等

支援学校に係る分であると承知しております。 

○古都宣裕委員 今のお話ですと、全国紙に載せ

ても、例えば一面ばんと、網走の高等支援学校の

紙面だというものとして、承知はしているかもし

れないのですけれども、そのエビデンスとして証

拠も提出してもらって、なっているというまで理

解した上で答弁しているということでよろしいで

すか。 

○佐々木司企画調整課長 実際に掲載された新聞

そのものについて、実績報告はございませんが、

支払った伝票等で金額については確認していると

ころでございます。 

○古都宣裕委員 どういう掲載をしたか、内容は

わかりませんということでしょうか。 

テレビに対しても、ＣＭ放送をしましたとなっ

ていました。例えば１分のＣＭを流しました。そ

のうち網走の部分が出たのが５秒ですよ。でもか

かった費用は全額で450万円でしたか、だったに

もかかわらず、網走の部分は５秒で、残り55秒は

別な大学とかのＰＲに使われていたとしても、そ

れは把握していないということですか。 

○佐々木司企画調整課長 新聞に同じく、テレビ

ＣＭにつきましても直接確認をしてはおりません

が、報告の中では、日本体育大学附属高等支援学

校のＣＭとして、実績報告を受けております。 

○古都宣裕委員 別に報告を受けて紙面でやりま

したとか、領収なり見せていただくのは簡単だと

思うのですけれども、それ、中身の確認というの

は大事だと思うのですけれども、今までされな

かった。当然やったものですから、向こうも原本

とか持っていると思うのですが、確認されないの

ですかね。 

僕、実は９月の決算のときも聞いたときは、日

体大高等支援学校のものであると、そう思ってい

ますみたいな答弁だったのですけれども、中身は

確認されていなかったということですね。 

○佐々木司企画調整課長 実際に、広告宣伝がど

のような媒体、どのような内容で行われたかにつ

きましては承知しておりませんので、かかった費

用、経費につきましては、領収書でしっかり確認

をしておりますが、実際の広告媒体自体について

は確認をしておりませんので、この後、学校と連

絡を取って確認してまいりたいと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 そもそも、ふるさと納税でやっ

た人が、日体大出身で網走の海産物を食べたい

な、日体大があるなという形で支援した人も多い

と思うのです、正直。ただ項目としては、網走の

日体大支援学校に対して使うというふうになって

いますので、その内容が、ほとんどが日体大とし

てのほうのやつに注力されていて、網走の支援学

校の部分については、おまけみたいな感じだと、

ちょっと支出項目として違うのかなというふうに

感じてしまうので、そこはしっかりとチェックし

ていただくようにお願いいたします。 

次に、その下の広報広聴活動費の広報あばしり

作成配布事業というふうにあります。 

これですね、私ね、町内会の維持存続に結構関

わっている事業なのかなというふうに思っており

ます。私も住んでいて、引っ越したりもして、各

班長とかもしまして配ったりとかしているのです

けれども、私自身も思いますし、周りから聞いて

も、結構負担が大きいという話が出ております。

これですね、毎月しなければいけないというのも

ありますし、冬期だとやっぱりお年寄りの方は

「私はちょっと無理です」というので、パスして

次の人に回ったりとかして、結局は少ない人数の

中でそれをやって負担しているような感じになっ

ていると思うのですけれども、２か月に一遍とか

３か月に一遍とかというふうにすることは可能な
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のか。 

また、負担に対して町内会がどう思っているか

というのは把握しているのか伺います。 

○佐々木司企画調整課長 全世帯に配られる広報

物としては、広報あばしりだけでございまして、

この広報紙の中で、市政情報についてはタイミン

グよく的確に情報をお伝えすることが大事と考え

ております。 

現在、月１回の発行頻度ですが、これを二月、

三か月というスパンにした場合におきましては、

イベント情報とか手続とか、時宜を得た的確な情

報というのがなかなか伝達できないというところ

もありまして、発行頻度については、月１回とい

うことを堅持してまいりたいと考えております。 

また、配布が大変だという声につきましては、

直接町内会から寄せられてはおりませんで、確認

しておりませんので、今現在、町内会連合会と契

約をして、これを担っていただいておりますが、

まずは状況を確認して、実態の把握に努めてまい

りたいと考えております。 

○古都宣裕委員 先日お話を聞いたところ、かな

り昔ですけれども、町内会連合会のほうから「私

たちで配りますよ」という話があったという話

だったと思うのですけれども、ただ、時間がたっ

て、なかなか負担で、若い人が町内会自体に入ら

なかったりとか、市役所に働いている皆さんとか

だったら、逆に、おまえ市役所だろうみたいな感

じでなかなか入らなければいけないようなプレッ

シャーを変に感じてしまったりとかというのもあ

るとは思うのですが、実際にそういう声も地域で

住んでいると聞いたりはしますし、あの人市役所

なのに入っていないとかという、そういう話も正

直あります。 

ただ、僕、それは職業に規定なしだからどっち

でも選んでもいいと思うのですけれども、お金を

払って配るという、労働の負担をして、でも入っ

ていない。お金も負担してないような人が同じ

サービスを受けるというのも公平感がちょっと得

られていないような状態で、それが、では入らな

くても一緒ではないかと。 

今は町内会に入らなくても、葬式とか全部葬儀

屋がやってくれますし、町内会自体のメリットと

いうのもかなり希薄になってきてしまっている中

で、負担の部分だけ残っていると、やはり町内会

に文句を言わないでやめてしまう人も多いですか

ら、だんだん抜けていって、維持できなくなって

やめてしまっているという現状もあると思うので

すけれども、その辺の認識というのはございます

か。 

○佐々木司企画調整課長 そういった現状にある

ことのまだ認識がございませんので、この後しっ

かりと町内会連合会と意見交換をして、実態の把

握に努めてまいりたいと考えております。 

○古都宣裕委員 行政として、確実に町内会とい

うものが存在したほうが共助とか、そういった観

点からするとあったほうがいいとは思うのですけ

れども、なかなか住んでいるところに新しく家を

建てました、住みました、そういった若い人た

ち、では入ってください、入ったら、今度あなた

若いのだからみたいなので、どんどん役員とかを

やらされて、負担だけが残っていくような感じだ

と、やはり若い人に対してはメリットを全く感じ

なくなってしまって、では入りませんという選択

になってしまうと思うので、そういったことでは

なくて、地域でどうやってやっていくかという部

分をしっかりと見つめ直して、町内会の在り方自

体も今変化してきていると思うので、そういった

外からの負担というのを減らして、しっかりと中

の共助の部分が、もっとブラッシュアップできる

ような形でやっていくのがいいのではないかなと

思うので、その辺をよろしくお願いします。 

次、個人番号カード普及促進事業というのがあ

るのですけれども、55ページ、下段なのですけれ

ども、１個だけお願いしたいことがあって、先

日、２月の末なのですが、個人番号カードを使っ

た詐欺というのが北海道の札幌でありました。間

口を押さえているかどうかわからないのですけれ

ども、70代の方が1,400万円をだまし取られると

いうのがあって、これ結構、衝撃的なニュースだ

と思うのですよ。 

個人番号カードを使って、うまく誘導して、番

号と写真をやって、ネットバンキングの口座を開

設して、その人に成り済まして、その人自身に振

り込ませたけれども、銀行側が個人の同じ人の口

座だから不信に思うことができなくて防げなかっ

たと。ただ、それに対してデジタル庁は関知しま

せんとなっている状態なのですよ。 

その中で、まだ普及しなければいけない、これ

から健康保険証も一体化していく中で、これから

もやっていかなければいけなくなってしまってい
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るのが現状なので、そうした部分も、実際もう詐

欺が残念ながら出てきてしまったという部分もあ

るので、普及するならば、そういった部分の運用

に対して、簡単に教えるのはリスクがあるのです

よとか、こういうものがありましたよというよう

な啓発も一緒にやっていくべきだと思うのですけ

れども、それについてどう思いますか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 申し訳ありません

が、私、今回のその詐欺事件についてちょっと把

握していないところだったので、詳細について

は、コメントは控えさせていただくのですけれど

も、確かに個人番号カードを普及促進していくに

当たって、そういった詐欺とか暗証番号の漏洩と

か、そういったことが起こらないように、こちら

のほうとしても、そういったことが起こったとい

うことを皆さんに啓発できるように努めてまいり

たいとは思います。 

○古都宣裕委員 市役所が悪いというわけではな

いのですけれども、もちろん詐欺する人間が悪い

のですけれども、いろいろな形で詐欺する人間と

いうのはだましてきます。 

最近では、ＡＩ等を使って合成音声で、自分の

声だったり、自分のお子さんやお孫さんの声がサ

ンプリングできれば、それとそっくりな声で音声

を出して詐欺することもできますし、動画みたい

なものを使って、本人の写真とかを勝手に動かし

たりとかした上で、動画のように見せて詐欺する

というのも、今後出かねないというふうに言われ

ておりますので。 

その中で今、網走市でも個人番号カード、全国

的に取り組んでいますけれども、そういった詐欺

が出たことを踏まえて、しっかりとそういう悪い

ほうに市民がだまされないような形で周知もして

いっていただきたいと思います。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者。 

栗田委員。 

○栗田政男委員 時間も大分遅くなりましたの

で、短的にお聞きをしたいと思います。 

私のほうで何点かお聞きをしたいのですが、重

複する部分があるので、その部分は割愛しなが

ら、違うところだけお聞きしたいというふうに思

います。 

外灯の話が出ていました。これはＬＥＤ化で

リース契約をして、お借りしながら、以前は実数

さえわからないのが当初の外灯の実情だったので

すね。というのは、原課のほうで、陳情があるた

びにたくさんつけていって、わからなくなってし

まったというのがあったのですが、今は完全に把

握をしていますし、お金を払っているわけですか

ら、確実にわかっていると思うのですが。 

そこで、先ほど来いろいろ議論ありましたが、

公平さという部分でお尋ねをしたいと思います。 

町内会の今議論もありましたが、実は特に高齢

者の多いような町内会は、町内会の役員の成り手

がないので、解散することが多発しております。

もちろん普通の町内会も、コロナで活動を休止し

たおかげで非常に再開が難しくなって、再開して

も今までのように事業したり、いろいろなコミュ

ニティーの関係が難しくなっているという現状が

確かにあります。 

今現状でいくと、外灯の負担金というのは、半

額が町内会のほうで負担をしてもらうという原則

があります。では、なくなった町内会は、今真っ

暗かといったら電気ついているのですね。まず

は、その電気代の半分の負担分はどこから出てい

るのかを教えていただきたいと思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 区域にある防犯灯

につきましては、町内会が電気料を２分の１負担

することとしておりますが、ただ２分の１に対し

て、地区連合町内会に加入している町内会に対し

ては、市で２分の１の電気料分を控除していると

ころでございます。 

○栗田政男委員 町内会がなくなったことで、町

連はまた別の話なので、町連は基本的には町内会

の連合ですから、町内会がなくなったところは、

町連は関係ないのですよね、実は。 

だけれども、今の答弁、ちょっとよくわからな

かったのですが、町連と町内会の関係は置いてお

いて、その把握というのは、外灯のいろいろな要

望も含めて町連がやっているのは知っています。

私も会長を２か所やっていますからわかっていま

す。だから、なくなったところの半分の負担割合

いで、そこは消えてないのだから、誰かが払って

いるのでどうなっているのですかという話を聞い

ているのです。 

○田中靖久市民活動推進課長 解散した町内会に

つきましては、解散地の協議などで、防犯灯の維

持管理のみ地域の方で継続した管理をしていただ

くとか、地区連合町内会が管理を引き継ぐなどし
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て、撤去はしていない地域がございます。 

○栗田政男委員 聞いている意味がわかっていな

いのだと思うのだけれども、後ろの人は大体わ

かっていると思うよ。原課はわかっていないので

しょう。難しくないではないですか。町内会が解

散して、負担しなくてはいけない部分の半分はど

こが負担しているのですかと、単純に聞いている

だけですよ。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後６時19分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時21分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

栗田委員の質疑に対する答弁から。 

市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 防犯灯の電気料につき

ましては、町内会が基本的に全額を払っている状

況になっております。ただ、地区連合町内会に

入っている単位町内会につきましては、町内会連

合会を通じて電気代の半額を市が補助していると

いう状況になっています。 

町内会がもしも解散した場合、防犯灯の電気料

金を払っている町内会が解散した場合には、基本

的には撤去なのですけれども、その地区の地区連

合町内会が電気代の負担を引き続きやっていただ

くとか、そこの地域に住んでいる人たちが、地区

連には入らないのですけれども、電気代の負担を

して、それを地区連合町内会が払うとか、その地

域ごとにいろいろ工夫をしていただいて、防犯灯

の撤去をなるべくしないような形で、今は運用が

されております。 

○栗田政男委員 私のほうでもちょっと言い方が

悪かったので申し訳ないという。でも、ちょっと

明確な答弁というよりは、いずいのかなという気

がして聞いていました。 

もちろん町内会がなくなってしまったから、す

ぐ撤去して真っ暗にしますよというのは、これは

市としてはできないですよね。防犯の意味ですも

んね、まち中で。だから、それは多分いろいろな

事情で、ケース・バイ・ケースでやっているし、

ここで言えない部分もあるのではないかとは思い

ますが、ある程度一定程度のルールがあって、そ

れで新しい町内会のほうにはそういうものをしっ

かりしないと、つけられませんという理由でお断

りしていて、なかなかつかないというのも、これ

もちょっとあまり長期化すると問題あるなという

ふうに思うので、やはり新しい町内会、新しいお

うちがたくさん建っているところでも、ある程度

最低限度の防犯対策としての明かりぐらいは必要

なのかなと。いろいろ工夫しながら考えてほしい

なというふうに、私からも要望をしたいと思いま

す。 

ＬＩＮＥのことなのですが、これもいろいろ出

ていました。非常にいい事業ですね。ＬＩＮＥで

もいろいろな情報、例えば昨日あたりも、不審者

情報なんかもすぐタイムリーに入ってくるし、ど

の場所でどうだというのは、本当にこれね、いい

ツールだと思いますね。 

今までのものよりも、やっぱりＬＩＮＥという

のは本当に身近ですし、ＬＩＮＥという制度があ

る限りは本当にいいように活用して、特に若い世

代というのは当然もうそういうスマホなしの生活

というのは考えられませんから。 

今、若い人の、例えば家を建てると、テレビア

ンテナ１本しか立っていないのですね。ＢＳのア

ンテナとか、ああいうものはつけないのですよ。

必要がないという。Ｗｉ－Ｆｉでネットだとか

ユーチューブだとか、みんな見られるので、テレ

ビ自体もつけないというのですよ。テレビ自体見

ないと、ラジオも聞かないというのですよ。 

これは本当に、僕は常に家にいたらテレビ２台

つけて、いろいろな民放を見ながら情報を収集し

たり、ラジオは本当に仕事中、しようがないから

聞いているぐらいのことなのですが、車の中も結

構な年寄りなので、ラジオは聞いてますよね。今

の人たちは聞かないのですよ。 

だから、では情報の媒体は何なのかなというの

は、やっぱりネットなのですね。本当に網走市は

これ進んでるから、ほかの地域はわかりませんけ

れども、ＬＩＮＥは僕すごくいいなと思って、去

年から始められたんでしょう。いいなと思って、

感心しているのですよ。 

今後の展望を聞かせてください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 ＬＩＮＥに関

してなのですけれども、ＬＩＮＥに関しまして

は、日本人にとって、もう既に生活インフラの一

つとなっていることから、今後、様々な手法に

よって登録者を増やしていく必要があると考えて

おります。 

そこで、今年度２月１日から29日にかけて実施
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しました利用者アンケートで、追加してほしい機

能とか様々な御意見を頂いておりますので、今後

の運用の参考にしていきたいと考えております

が、また登録者の拡大に向けてなのですけれど

も、今回新たに令和６年から始まる情報発信構築

事業のほうでＳＮＳの広告運用を始めますので、

そういったところで広告のＬＩＮＥの登録を呼び

かけていったりとか、あとはアンケートの中でど

ういった媒体からＬＩＮＥに登録されているかと

いうと、広報あばしりがやっぱり多くなっていま

すので、そういうところの情報をしっかり捉えな

がら今後も普及拡大に努めてまいりたいと思いま

す。 

○栗田政男委員 本当に若い人たちは平気でさく

さくと使えるのですが、年配の方々でスマホに取

り替えたのだけれども、機能が入っているけれど

も使い切れないという部分は丁寧に教えてあげた

り、いろいろな集まりのたびに、一回登録してし

まうと自動的に入ってきますから、結構使えると

いうか、それに慣れてもらわないと、これから

やっぱり生活の上でも大変な状況でないかと思う

ので、ぜひともそういうスマホ教室ではないです

が、市役所としても、ＬＩＮＥを普及させるため

にしっかりとそういう普及活動に力を入れていっ

ていただきたいと。独自に来た部分でわからない

方には丁寧に教えてあげたりと。 

ここにいる皆さん明るいですから、皆さんが先

生になれるのだと思います。私なんか、その中間

にいるので、非常に苦労しながら、でも恥かいた

ら悪いのでと思って頑張ってやっていますけれど

も、老眼鏡をかけながらね、頑張っているのです

が、そういうことも含めてお願いをしたいと思い

ます。 

実は、東京農大と日体大の支援の話、皆さんが

していて聞くと、聞けば聞くほど闇の中に吸い込

まれていくように、非常に疑念が湧いてきて、何

でこんなことになるのかなと不思議になってき

て、自分の中でも整理がつかない今なのですが、

先ほどの質疑の中では、補助を出して、その内容

については、どんなものかは確認しているけれど

も、それについての裏は取ってないという話だっ

たように思います。 

でも、本当にそんなことでいいのかなと考えた

ときに、網走の財布を通って支給していますか

ら、どういう名目であっても、公金なのですね。

公金の使途というのは、予定の価格に見合ったも

のを補助するわけですけれども、その結果という

のはしっかりもらわないと駄目ですよ。何に使っ

たのか。 

新聞に使いました、テレビに使いました、いろ

いろな広告に使いましたとおっしゃっていました

が、その信憑性はどこにあるのですか。やっぱり

それには、領収書だったり、現物の紙だったり、

そういうものが担保されて初めて、では次も、効

果がなかったら違うものに変えるなり、でももう

ちょっと続けてみようかという判断になるのでは

ないでしょうかね。 

役所は結構そういうところが、僕はずっと入っ

てて感じるのだけれども、すごく透明性が必要な

のに、一番大事なところで緩いような気がするの

ですけれども、どうなのでしょうか。原課をいじ

めているようで言いたくないのだが、やっぱり予

算組みするにしても、何にしても、これは決まっ

ているものですから、あなたにあげますよと言っ

ても、ややもすると、ほかに使われていてもわか

らないわけですよね。私たちは、公金ですから

やっぱりそれに使ってほしいと。 

もっと言うと、この日体大の規模ぐらいで、こ

れだけの広告宣伝費というのは異常ですよね。民

間価格で言うと、とんでもない数字です。びっく

りします。そんなこと普通はあり得ないのですけ

れども。 

さっきは、日体大の網走校に関してだけだとい

う答弁だったように思います。これが日本体育大

学全体だと、これだと少ないぐらいだと思います

けれども、あの規模で、一応網走校と言いながら

も単独の事業所と考えたならば、その１年間の年

間予算額からすると、この広告費というのは異常

な状態なのですよ。これも指摘をしたいと思いま

すし、今ここで議論をしてもらち明かないので。 

そういうことも含めて、先ほどちょっと疑問に

思ったのは、高額の寄附をしていただいている方

だと部長答弁がありましたけれども、なぜ、ふる

さと納税を活用して、それだけの高額なものであ

れば直接日体大に入れていただければ、公金とし

て扱わなくていいわけですから、広告に使おうが

何に使おうが自由なのですけれども、どうして。 

税制上のメリットは、ふるさと納税で使ったか

らといって何もないような。ましてそれだけの高

額やっているわけですから、返礼品目的とは思え
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ないので、その辺もちょっと説明、部長がさっき

答弁した……。 

○秋葉孝博企画総務部長 今回寄附を頂いている

方たちは、網走市と日体大、大学のほうですね、

初めに附属高等支援学校を設立するところから、

非常にここに感銘を受けまして、ぜひ支援をした

いという申出があって寄附が始まりました。 

この方は、非常に教育全般に支援した、あまり

個人のことはお話できないのですけれども、非常

に苦労をしたということで、やっぱり勉強の大切

さとか、教育はやっぱり一番大切なのだという思

いがありまして、各地域に実際、網走市以外にも

寄附をされています。この方の考え方ですから、

私ども面と向かって確認したわけではないのです

が、自治体を通していろいろな学校の支援に出し

ているという方です。 

本市におきましては、ふるさと納税で返礼品の

請求は一切ございません。この方の考え方とし

て、自治体を通して支援をするという考え方をお

持ちなのではないかなというふうには推測してお

ります。 

以上です。 

○栗田政男委員 深い意味はないということです

から、それを自治体を通さないで直接やってくれ

というのは失礼な話なので、そうはいかないと思

います。それは理解をしましたし、記憶をたどれ

ば、確かにそんな話が開校当時あったように、今

思い出しました。 

それはそれとして、全額この補助金というの

は、ふるさと納税の基金から出るという認識で、

ほかの財源は入っていないという認識でよろしい

ですか。 

○秋葉孝博企画総務部長 今御議論いただいてい

ますＰＲ事業につきましては、特定の方の寄附を

別で管理をしています。当然非常に大きな高額な

金額ですから、当然お会いもしておりますし、入

金があれば連絡を頂いているような状況ですの

で、これに関しましては、日体大のほうとも、大

学のほうですね、使途を協議しながら決定をして

おりますので、一般的なふるさと納税とは別に勘

定しているような状況です。 

○栗田政男委員 そこまで言っていただくと、少

し理解の幅が広がりますよね。公金と単純に考え

たときに、やはりきちんと担保いただかないと駄

目だよということもありますけれども、そこまで

いくと、一応網走市は通しているけれども、事実

上はその人の思いで、そういう形で日体大の支援

をしているという、ここは説明がなければ、公金

の使い方は、君たちはどういうふうに考えている

のかということになってしまうというのが、今日

までの議論だったのかなというふうに思います。

若干闇というか、雲は完全に晴れていないよ。 

それで、奨学金の制度というのを多分総額で

1,000万円ずつ積み立てるらしいのですが、これ

は、そこに通っている子供たちのどういう条件で

当てはまるのかな。 

○佐々木司企画調整課長 寮に入れる子供たちに

対しまして、寮費相当額を奨学金として支援して

いるものでございます。 

○栗田政男委員 寮費、寮生は何割かというか、

七、八割は寮ですよね。その寮費の全額を奨学金

の中から支出しているということですか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後６時19分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時21分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

栗田委員の質疑に対する答弁から。 

企画調整課長。 

○佐々木司企画調整課長 支援校におけます奨学

金でございます。 

寮費の全額、または一部に相当する額を奨学金

として支給しているものでございまして、寮費は

月額３万円、年間36万円でございまして、これに

対しまして、奨学金として大学が生徒に対して支

給しているものでございます。 

○栗田政男委員 ありがとうございます。わざわ

ざ調べていただいて。 

全員に当たっているということで、公平性もあ

りますし、通っている方にも全員当たるというこ

となのだと思います。 

通っている方は当たらないですか。 

○佐々木司企画調整課長 言葉足らずで大変申し

訳ございませんでした。 

入寮している生徒に対しまして、寮費に相当す

る額を奨学金として学校が支給しているものでご

ざいます。 

○栗田政男委員 そうすると通っている方は、こ

の対象にならないので、寮費も多分これだけでは
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足りないのではないかと、もうちょっと高いよう

な気がしていましたけれども、そこの一部補助と

いう形なのかなと思うのですが。 

なかなか、寮生だけに当たる奨学金という意味

かな。これは理解するとかしないとか、そういう

制度なので、公平だとか公平ではないとか、通え

る子は家から通ったほうがいいでしょうし、いろ

いろと議論をそれぞれ皆さんしているので、これ

以上やりませんけれども。 

小田部委員のほうから言われたように、地域の

学校としての解放性を持たしてほしいと。僕が言

い続けてきたことは、地元でも行きたい子がいっ

ぱいいる。網走市においても、自閉症、その他の

子が増えています。 

ただ、日体大に入るためにはある程度のハード

ルがあります。それはスポーツであったり、重度

の障がいがあったり、問題があるとか、いろいろ

な条件をクリアしなくてはいけないので、なかな

かハードルが高いというのが現状です。 

ただ、網走の自閉症を抱えている親子さんたち

は、大変な思いをして今生活しているのですよ。

これは原課でも当然知っていらっしゃるでしょう

し、この冬道に紋別に行ったり、中標津に行った

り、本別まで。金曜日の晩には迎えに行って、月

曜日の朝は送り届けるという生活をずっとやるわ

けですよ。この負担というのは、これはその親で

ないとわからない。私たちがそれをやれといって

もできるような簡単な作業ではないし、ましてい

ろいろなことを考えたときに、やはり地域になる

べく近いところに、多少高くても、そのコストも

莫大ですよね、今ガソリンも高いですし、紋別ま

で行って帰ってくる200㎞近い距離を往復すると

いうのは大変なことなのですよ。 

だから、そういう意味から、できるならば、も

し定員に満たない状況で教室が空いているのであ

れば、どういう形でも網走市の教育としてやって

ほしいなというふうに、これは市長にもお願いし

ましたし、やはりいろいろ学校の条件で当然ある

と思います。高校ですし、ある程度のそういう目

的がありますからね。だけれども、できるなら

ば、少しでも緩めていただいて、網走の市民も入

りやすい環境を整えることによって、先ほど言わ

れたように、地域の私たちの網走市の日体大だと

いう気持ちになっていってほしいのですね。 

醸成してみんなでつくり上げないと無理だと思

いますし、しょせん小さな学校なのですよ。だか

ら一生懸命支えてあげることが大事だというふう

に私は思います。この議論、まだ注視しながら見

ていきますが、たびたび出てくるでしょう。 

ついでに申し上げますと、農大のほうも同じよ

うな事業ですから、今年、条例が変わってあれな

のですが、日体大のほうにも少し支援の方向性が

もっと強くなるのだろうというふうに期待はしま

すが、一つここでまた質問したいのですが、ひも

つきにしないと駄目なのでしょうかね。日体大の

支援に窓口ですと、東京農大の窓口ですと、支援

すれば、そこに自動的に行くようなシステムには

なるのでしょうけれども、逆に言うと、もっと広

げてあげて、教育関係、高等教育、大学教育に使

いますとか、地域の教育に使ってほしいというよ

うな意味合いのほうがいろいろな部分で活用の仕

方というのは楽なのではないかと、僕は素人目に

は思うのですが、原課ではどういうふうにお捉え

でしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 教育全般に使えるよう

な目的も一つ考えられると思いますが、寄附目的

の中に東京農業大学を明確に出すことによって、

市としての意思表示といいますか、あるいは言葉

があることによって、関係者、保護者であった

り、ＯＢ、ＯＧの方たちが、もしかすると寄附を

しようという意向が働くのではないか、こういっ

たことにも期待して条例改正に踏み切ったところ

でございます。 

○栗田政男委員 それも十分理解をしています

し、ＯＢだとか、日体大に関係している方、東京

農業大学に関係している方は当然そうなると思い

ます。僕もやっぱり自分の母校だったら、そうい

う基金で、実際にやっていますし、小さいお金で

すけれども、毎年毎年基金を積んでいますから、

そういうことは大事だなと思いますので、それは

理解をしますが、基本的には、僕はあまりひもは

つけてほしくないのですよね。ひもををつけるこ

とによって自由度がなくなってしまうので、それ

は今後検討をしていただきたいなと。あまり限定

されてしまうので、なかなかこう。 

僕は、ふるさと基金、後からは商工のところで

やりますけれども、やっぱりキャッシュフローだ

し、自主財源の自由にできるお金であってほしい

なという前提があるので。 

いろいろ議論しましたけれども、大変でしょう
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けれども、しっかりやるし、僕自身が原課を責め

ているわけではないので、全ての責任は市長にあ

りますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、最後になります。 

いつも、「後ろからうるさいですね。少し静か

にしてください」監査委員のほうで、これは毎

年、多分質問したことは誰もいないのではないか

と思うのですが、予算が同じような形で上がって

きているのですけれども、日頃からお世話になっ

て、局長、一言、ちょっと物価も上がっている

し、上げたほうがいいとか、何かコメントがあれ

ば、一つおっしゃっていただければ。 

○永倉一之監査事務局長 監査委員費につきまし

て、これまで、こういった質問はなかったかとい

うふうに認識しておりますけれども、監査委員費

といたしましては、監査委員報酬と監査委員事務

費ということで、これまで特段、執行額につきま

しては、監査の立場としまして新たに設定する項

目というものがなかなかありませんので、これま

で同様の予算の中で、議会のチェック機能とは別

に、監査委員制度の中で今後も努めていきたいと

いうふうに思っております。 

最後に振っていただきまして、すみませんでし

た。 

○栗田政男委員 日頃お世話になっていますし、

永倉局長は、３月で一つの区切りを迎えるという

ことですから、大変お世話になってありがとうご

ざいました。 

私も、監査室にいて非常にいろいろなことを勉

強させていただいています。永倉さんあっての私

でございます。来年度、誰になるかは別にして

も、しっかり栗田のこともよろしくお願いいたし

ます。 

以上です。 

○井戸達也委員長 ほか質疑ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、本日の日程であります一般会計の歳入

のうち、一般財源となる歳入と、一般会計の歳出

のうち、議会費、総務費、消防費、公債費、諸支

出金、予備費及びその他特定財源に関する歳入並

びに関連議案１件の細部審査を終了します。 

本日はこれにて散会とします。 

再開は、明日午前10時としますから、参集願い

ます。 

御苦労さまでした。 

午後６時54分 散会 


